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1．はじめに

1．1　背景

原子力発電所等で事故が発生して環境中に放射性物質が放出された場合、人が直接被ばくする可

能性としては、大気中に浮遊する放射性物質からの放射線による外部被ばくと吸入による内部被ば

くが考えられる。また、間接的な被ばくとしては、放射性物質が地下水や植物、動物を経由して飲

料水や食品として人が摂取してしまうことが考えられる。吸入あるいは経口摂取された放射性物質

は生体内に沈着して体内組織が長期に放射線を受けることとなり、いずれは様々な健康影響が生じ

る恐れがある。

放射線災害の特徴の「つにはその原因物質である放射能あるいは放射線の存在を人は五感で感知

できないことがあげられる。生活用水としていた川が汚染していることを知らずに住民が被ばくし

た事例がある一方で、実際は汚染していないのに汚染しているのではないかとの不安が先行して農

作物が売れなくなるケースもある。安全な食品を安心して食するためには、行政等による適切な情

報提供が不可欠であり・、かつその情報は科学的根拠等による信頼性の高いものである必要がある。

原子力発電所等の事故は、その影響について公衆が共通の理解が持てるように、国際原子力事象

評価尺度（INES）によって、レベル0から7までの8．段階に分類されている（表1．1・1）。このう

ち、レベル4以上が原子力発電所等の施設外へのリスクをともなう事象とされており、環境に放出

された放射性物質が食品を通して人の被ばく、健康影響にいたる可能性がある事案はレベル4～7

に該当することになる。過去に発生したレベル4以上とされる事故から、代表的な事例について事

故の概要と食品等に関する被害の概要を表1．1・2に示す。

過去に発生した事故について記述した文献の多くは、健康影響及びその他生活に関する影響を最

小限に抑えるためには、適切な情報を時期を失することなく一元的に住民へ提供することが重要で

あるとしている。
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表1．1－1国際原子力事象評価尺度（INES）（1・1）

レベ ル 概　 要 fタJ
事 故 深 刻 な 事 故 ・大規 模 な施 設 にお ける放射性物 質 の大 部分 の外 Ch er nob y l 発 電所
7 部 へ の放 出 ：短 ・長 寿命 核種 を含 む核 分 裂生成 物 ■（1由 6）：

の放 出で あ り、広 い範 囲で の急性 あ るい は晩発 性 旧 ソ連 （現 ウクライ
の健 康 影 響や 長 期 にわ た る環境影 響 をもた らす可 ナ）
能性 の あ る場 合

6 大 事 故 ・放射 性 物質 の外 部 放 出 ：重大 な健 康影 響 を抑制 Ky sh tyTn 再 処理 施設
す るた めに 、緊 急 時 計画 の完全 実施 を必 要 とす る （195 7）：
可 能性 が あ る場 合 旧 ソ連 （現 ロシ ア） ・

5 所 外 へ の リ ・放射 性 物質 の外 部 放 出 ：健康影 響 の可 能性 を最 W in ds ca le 原子 炉
ス ク を伴 う 小 限 に抑 え るた め に、緊 急時計 画 の部分 的実施 を （1957）：英 国

事故 必 要 とす る可能 性 が ある場合 TM二卜2 発 電所
・原 子 力施 設 の重 大 な損 傷 ：発 電炉 の炉 心 の大規 （1979）：米 国

模 損傷 、 重大 な鹿 界 事故 、大量 の放 射性 物質 の施 JCO 臨界事 故 （1如 9）

設 内放 出 を伴 う火 災 や爆 発

4 所 外 へ の大 ・所外 で の最 大 個 人被 ば く線量 が数 msv 程度 とな W ind sca le 再処 理施
き な リス ク る よ うな放 射 性 物 質 の外 部放 出 ：周 辺地 域 での食 設 （1973 ）：英 国
を伴 わ ない 料 摂取 制 限以 外 の所 外 防護活動 を必 要 と しない場 Sa in t Lau ren t 発 電

事 故 A 所 （1980 ）：仏 国
口
・原 子 力施 設 のか な りの損傷 ：発 電 炉 にお け る炉 B uen os A ir es 臨界 装
心 の部 分 的損 傷 や これ に匹敵す る原 子炉 以外 の施 置 （1983）：アル ゼ ン
設 にお け る事 故 で 、 所 内の復 旧に大 きな問題 が生 チ ン
じた場 合 ・急 性 死 亡 の 可能性 が高い 作業 員 の過 大
被 ば く

事象 重 大 な異 常 ・所 外 で の最 大 個 人被 ば く線 量 が 10 分の数 m sv 程 Van de llo s 発電 所

3 事象 度 とな り許 容 限界 を超 え るよ うな放射 性 物質 の外 ‾ （198 9）：
部放 出 ：所外 防護 活 動 を必要 としない場合 スペ イ ン
・急性 健 康影 響 を もた らす よ うな作 業員被 ば くや
重 大 な汚 染 の拡 大 を伴 う事例 ：例 えばこ 数千 テ ラ
ベ ク レル の放 射 性 物 質 が二次格納 容器 に放 出 され
た が十 分 な貯 蔵 区域 へ 回収す る こ とが可 能 な場合
・更 な る機 器 故 障 が 重畳 して起 これ ば事 故 に至 る
よ うな事 象 、 あ るい は 、 ある種 の起 因事象 が発 生
して いれ ば安 全 系 に よ り事故へ の拡 大 を防止 で き
な か った よ うな状 況

2 異 常 事象 ■ ・安全 設備 に重 大 な故障 が あった ものの 、更 な る 美 浜発 電所 2 号機
機 器 故 障 に対 処 す るた めの深層 防護設 備 の健全性 蒸 気発 生器 伝熱 管
が維 持 され た事 象 損 傷 事象
・法定 年 間線 量 限 度 を超 える作業 員被 ば くを伴 う （19 9 1）：日本
事 例 、 あ るい は、 設 計 で想定 され て・い な い施設 内 ■
区 画 にお い て かな りの量 の放射能 が検 出 され対 策
が 必要 とな っ た事 例

1 逸脱 ・認 可 され た 運 転領 域 を超 えた異 常 ：設 備 の故障 、 「もん じゅ」ナ トリ
人 的過 誤 あ るい は 不適 切 な手順 に起 因 （こ うした ウム漏 れ敦 賀発 電
異 常 は、運 転 制 限 条件 を逸脱せず適 切 な手 順 に よ 所 2 号機 1 次 冷却
っ て管 理 され て い る状 況 、即 ち、尺度 以 下 とな る 材 漏 れ （1995）
事例 、 とは 区別 す べ きで あ る）

0 尺 度 以 下 安 全 上の 重要性 はない
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表1．1－2　食品等に影響を与えた原子力発電所等の事故の例

事故 事故の概要 と食晶等の影響

テチャ川事故 旧ソ連 の軍用再処理施設か ら高 レベル廃液がそのままテ チャに放 出 され

（1949 年～ 1952 年） 川か ら生活用水をとっていた周辺 の住民が汚染、被 ばくした。 1952 年 にな

（1・2）（1・3）（1・4） って川 の水の飲料水、産業用への使用が禁止 され 、川への放流 が 中止 され

た。1994 年の国連の調査でこの地域住民は白血病の羅患率が高い こ とが確

認 された。

キシュテ ム事故 旧ソ連南 ウラルのキシュテムにあった再処理施設で爆発が起 こ り大 量の

（1957 年） 放射性物質が環境 中に放出された。事故後、汚染 レベルの高い地域 か ら住

（1・2）（1・心 民が移転 したが、移住 しなか った住民 は汚染 され た食物 を摂取 し続 けた可

能性 があ り、白血球減少症が約 20 ％認 め られ た。

ウイシズケール イギ リスのウインズケT ル （19 57 年）の軍用原子炉火 災事故 で、大 量の

（1957 年） 放射性核種が周辺の環境中に放出 され、周辺 の酪農地帯の牧草を乳牛 が食

（1・2）．（1・3）（1・4） べ ミル クが汚染 された。そのため、 この地域 での牛乳の飲用 と販 売、 出荷

を 2 5 日間にわた り、禁止 し、牛乳や家畜等 を廃棄処分 した。調査委員会 に よ

る と住 民に健康上の害が生 じた可能性 は皆無に近い。

T M I 事故 米国ス リーマイル島の原子力発電所で炉心 を融解す る事故が発 生 し、希 ガ

（1979 年） ス と放射性 ヨウ素等が放出 された。放 出 された放射性核種 は大気 中に牢散

（1・4） し検出が難 しいほ どで住民の被ば く線量は最大でも 1m Sv 以下 とされ た。

しか し事故の社会的インパク トが大き く報道機関が活発 に情報 を提供 した

ため、避難 による道路渋滞や健康不安によも病院への殺到 など社 会的 な混

乱が生 じた。

チェル ノブイ リ事故 旧ソ連 ウクライナ共和国キエフ市 北方約 30k m の町チェル ノブイ リに ある

（1986 年） 原子力発電所 で原子炉が爆発 、炎上す る前代未聞かつ史上最悪の放射線 事

（1・2）（1・4） 故が起 こった。放射線防護対策 として、近隣に住む住民は一時移 転 あ るい

は永久的 な移転 を強い られた。汚染＿され た周辺 の町の除染作業が大掛 か り

に行われ るとともに食物や水の制 限も行 われ、多 くの農作物や ミソレク等が

廃棄処分 され、多 くの家畜も避難 、移転 させ られた。 ヨー ロッパ の周 辺国

において農産物等の汚染が見 られ た。汚染 レベルの高い地域 を中心 に小児

の甲状腺がんの発生増加が確認 された。

JC O 事故 東海村 のウラン加 工施設で通常か ら逸脱 した方法で作業 を したた め臨界

（1999 年） 事故が発 生 した。事故 に伴 って微 量の希ガス とヨウ素が漏れ 出 した。 東海

（1・4） 村 は、事故 を確認・して 350m 圏内の避難 、10km 圏内の屋内退避の対策 を行

ったが、翌 日以降事故収束後に安全を確認 して解除 したd　しか し、事 故後

も、健康や農作物に関する住烏 の不安 を解消す るために多大な努力 と時間

を要す ることとなった。
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1．2　日的

食品安全委員会は、わが国の食品行政の要の機関として、食品の健康影響に関するリスクを科学

的知見に基づいて評価し、そのリスク評価の内容等についてリスクコミュニケーションを実施する

ことを役割としている。緊急時においては政府全体として危害の防止や再発防止に迅速かつ適切に

対応するため、国の内外からの情報により、事態を早急に把握し、関係各省への迅速な対応の要請

や国民に理解しやすい情報の提供を行うこととしている．。

食品が放射性物質に汚染された場合においても、食品安全委員会は、科学的根拠に基づいてリス

ク評価を行い、リスクを管理する行政機関に対して基準を示すとともに、国民にわかりやすい情報

を提供することが求められる。

本調査は、原子力発電所等の事故の際の食品安全委員会における適切な対応に資するため、放射

性物質により汚染された食品の健康影響評価等に関する文献の収集、翻訳、整理を行うものである。

1．3　調査項目

セシウム（Cs）、ストロンチウム（Sr）、コバルト（Co）、マンガン（Mn）、プルトニウム伊u）、ヨウ

素（Ⅰ）等、原子力発電所等の事故により大気中に放出され、食品を汚染する可能性のある核種

を対象に、以下の文献を収集・整理する。

1）過去の事故（チェルノブイリ原子力発電所事故、東海村J COウラン加工工場臨界事故

等）における汚染実態、汚染事例、放射能測定結果などのモニタリングデータ（事故発生

後の追跡データを含む）に関する文献

2）各国における原子力発電所等の事故発生時の飲食物摂取制限に関する対応に関する文献

3）日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

4）放射性降下物の環境中の挙動（土壌から植物への移行、畜産物等への生物濃縮の機構等）

および人体への影響に関する文献

5）放射性汚染物質により汚染された食品の健康影響に関する最近の疫学データに関する文

献

これら調査項目は、原子力発電所等の事故により放射性物質が環境中に放出されてから食品

摂取により健康影響にいたるまでの過程に対応するものである。
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1）過去の事故事例

4）環境中挙動

3）規制、基準

図1．3－1調査項目

1．4　調査方法

（1）調査の方針

収集・整理する文献は、食品安全委員会が行うリスク評価に活用されることを考慮し、科学的知

見あるいは客観的評価と▼して妥当性が確認されたデータ・情報を主とした。

（2）検討会の設置

表1．4・1に示す放射線防護の専門家で構成される「食品健康影響文献調査検討会」を設置し、調

査の実施に関して助言・指導をいただいたム

表1．4・1「食品健康影響文献調査検討会」委員

氏名 所属

黒瀧　 克己 財 団法人　 放射線影響協会

白石　久二雄 独立行政法人　 放射線 医学総合研究所

森内　 茂 財団法人　 原子力安全技術セ ンター

南　 賢太郎 財団法人　 原子力安全技術セ ンター
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2．過去の事故における汚染実態等に関する文献

2・1チェルノブイ．リ原子力発電所事故

チ土ルノブイリ原子力発電所事故に関しては様々な報告等がなされてきたが、ここでは原子放射

線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEARl：－United Nations Scientific Committee onth9

E鮎ctsofAtomiCRadiation）による2000年（千・1）の報告書を参考にする。UNSCEARは、1955年

に国連に設置された。当初は、大気圏内核実験による環境影響及び人体影響を調査することを目◆的

としていたが、最近は放射線に係わる人類と環境への重要事項全てを調査対象とし、国連総会に報

告を行うとともに、適宜詳細な報告書を刊行している。UNSCEARの報告書は国際放射線防革委員

会（ICRP2：InternationalCommissiononRadiologiCalProtection）による基準値等の検討のため

の科学的な基礎資料となっている。そのため、UNSCEARが引用した文献等は、複数の国際的な専

門家によるレビューを経た、科学的にも信頼性の高い文献といえる。なお、2000年の報告書（以下、

UNSCEAR2000）では、チェルノブイリ事故の被ばくと影響について最新の科学的データが報告さ

れている。

2．1．1　事故の影響

1986年4月26日、チェルノブイリ原子力発電所で起きた事故では、数週間以内に原子力発電所

の職員及び消防士30名が死亡するとともに、約22万人がベラルーシ、ロシア、■ウクライナから避

難することになった。この事故により、破壊された原子炉から放出された放射性核種により、広い

地域の地表が汚染され、多くの一般公衆が被ばくする結果となった。この事故では、131Ⅰは1，760

×1015（Bq）、137Csは85×1015（Bq）の放出が推定されている。事故後、約1年たった1987年から

の汚染地域での被ばくは、主に地表に沈着した134Cs，137Csによる外部被ばくと、134Cs，137Csによ

る食物汚染からの内部被ばくによるものとされている。これに加えて、長期間寄与するものとして、

90Srにより汚染された食物による内部被ばくの重要性も指摘されている。沈着した放射性核種の食

品への影響に関する挙動を表2．1・1に示す。

事故により避難した人々のヨlゥ素による甲状腺被ばく線量についてはいくつかの報告が

UNSCEAR2000で紹介されている（2・2・．2・3）。表2．1・2にウクライナで30kn圏内の村から遅発した人

が受けた131Ⅰ摂取による甲状腺線量の推定値が示されている。この場合の131Ⅰの被ばくは、希ガス

としての吸入がほとんどである。

1原子放射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEARr：UnitedNationsSci9ntificCommitteeon
theE飴cts。fAt。miCRadiation）の略称。核実験による環境影響および人間への健康恕響を世界的

に調査すろために、1955年国連に設置された。現在、UNSCEARは、放射線に係わる人類と環境
への重要事項を調査し国連総会に報告を行っている。

咽際放射線防護委員会（ICRP：InternationalCoふmissiononRadioldgicalprotection）の略称。専
門家の立場から放射線防護に関する勧告を行う国際組織。
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表2．1・1沈着した放射性核種による食品汚染

環境 核 種 食 品汚染の 内容

陸圏 131Ⅰの よ うな ・葉 菜の汚染

短寿命 核 種 ・牧 草上へ の沈着 に よる ミル クの汚染

137C s や 90S r ・沈 降 した土壌 か らの植 物の根 によ る吸収

の よ うな ・無機 土壌 の場合 には、 137C s と 90S r の 90％までが 0－5cm の深 さに存在

長 寿命核 種 ・泥 炭土壌 の場合 には、 137C s と 90S r の 40～ 70％が 0・如皿 の深 さに存在

・1亨ケc s の食物摂 取の大部 分は、牛乳、肉、芋の汚染 （田舎の地域 では、キ

ノ コ、イチ ゴが重要）

水圏 137C s， 90S r ・海 水や海 洋の沈着 は大容量 の水 での希釈

P u ， A m ・137C s や 90S r の地 上への沈着が高 い 30k m 圏では、 137C s が粘 土の鉱物に

．強 く吸収 され たた め、表層水汚染 は 90S r に起因

・低 レベル の プル トニ ウム同位 体 と 241A m が 3 0k m 圏の川 で測定

・137C s と 90S r の水 圏経路 の食物摂 取への寄与は通 常小 さいが、水 が長時間

滞 留す る湖 での掃 食性 の魚 の筋肉 中の 137C s 濃度 はかな り高い

表2．1－2　ウクライナでの30km圏内の村から避難した人が受けた131Ⅰ摂取による甲状腺線量の推定（2・1）

事 故 時

の 年 齢

（歳 ）

プ リ ビ ア チ 町 チ ェ ル ノ ブ イ リ町 a 避 難 した 村 a

合 計

集 団 線 量

（人 ・G y ）

人 数

昇 術 平 均

線 螢

（G y ）

集 団 級 長

（人 ・G y）

人 数

算 術 平 均

線 量

（G y ）

集 団 級 長

（人 ・G y ）

人 数

算 術 平 均

線 量

（G y）

集 団 線 象

（人 ・

G y ）

＜ 1 34 0 2．1 8 7 4 1 2 1 9 1．5 32 9 3 6 9 3．9 1 4 39 2 5 0 9

1 － 3 2 0 3 0 1．2 8 2 6 9 8 6 5 3 1・ 65 3 1 1 1 5 3．6 4 0 14 7 2 6 5

4 － 7 2 7 10 0．5 4 1 4 6 3 8 9 4 0 ．4 8 42 9 1 4 2 8 1．7 2 4 28 4 3 2 0

8 － 11 2 7 1 0 0 ．2 3 6 2 3 8 4 1 0 ．15 12 6 1 3 6 0 0 ．6 2 8 4 3 1 5 9 2

1 2 － 15 2 7 1 0 0．1 2 3 2 5 8 4 6 0．11 9 3 1 4 4 8 0．46 6 6 6 1 0 8 4

1 6 － 18 2 12 0 0．06 6 14 0 6 5 0 0．09 5 9 9 4 1 0．39 36 7 5 6 6

＞ 18 3 6 7 4 0 0．06 6

－　 24 2 5

9 4 8 8 0 ．16 1 5 1 8 2 1 7 9 4 0 ．4 0 8 7 1 8 1 2 6 6 1

合 計 49 3 6 0 8 3 1 5 1 3 5 9 1 3 2 0 6 2 8 4 5 5 1 8 4 7 5 2 9 9 9 6

乱プリビアチと同じ年齢分布をもつ狐団と仮定。

プリピアチの町は事故のあった原子炉から3kmのところにあり、事故翌日（1986年4月27日）

に住民の避難が開始された。原子炉から30km以内の範囲にある、チェルノブイリ町の蓮難は事故

から約一週間後の1986年5月3日から5月7日にかけて行われた。「方、その他の避難について

は、1986年の9月にかけて行われた。プリピアチ町やチェルノブイリ町は原子炉に隣接している

が、早くに避難が開始されたため、甲状腺線量が他の避難した村に比べて小さくなっている。表中

のプリビアチ町のデータは参考文献（2・3）にもとづいている。
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2．1．2　食品への影響

放射性核種による汚染された食品は、内部被ばくによる人体への影響を引き起こす。特に甲状腺

は、131Ⅰによる被ばくの影響を受ける。◆事故直後の希ガスによる吸入を除くと、事故後の1年間で

の131Ⅰの主な被ばく経路は、牧草一牛一牛乳である。なお、131Ⅰによる甲状腺線量の精度良い推定

には、土壌中のヨウ素濃度の測定が必要とされている（2・4）。また、134Cs，137Cs及び90Srにより汚染

された食品による内部被ばくも重要視されている。事故後、さまざまな内部被ばく線量の測定が行

われてきた。例えば、約百万人についてセシウムの全身線量の測定なども報告されている（2●5）。

（1）ヨウ素（Ⅰ）

ベラルーシの汚染区域における子供の甲状腺推定個人線量の分布を表2．1－3に示す。各年齢群で

推定値にかなり広い幅があることが分かる。ベラルーシはチェルノブイリのあるウクライナに隣接

しており、その中でも、ゴメリ地区とモギレフ地区はチェルノブイリ原子炉から300kmの範囲に

ある。また、ゴメリ地区とモギレフ地区の田舎及び都会における集団の車均及び甲状腺線量の推定

値を表2．1・4に示す。都会よりも田舎の線量が2倍ほど高くなっていることが分かる。

表2．1－3　ベラルーシの汚染区域における子供の甲状腺推定個人線量の分布（2・1）

甲 棚 の

吸 収 線 量

（G y）

各 年 齢 欝 の 子 供 の 致 ■

1歳 未 満 1 － 3 歳 4 －7歳 8 － 11歳 1 2 － 1 5 歳 1 6 － 1 8歳 子 供 全 数

ゴ メ リ地 区

＜0 ．0 5 13 4 （6 ．7） 1，8 （6 ．1） 45 2 （7 ．4） 5 1‡（8 ．4） 54 0 （8 ．8） 59 6 （1 6） 2 4 3 8 （8 ．9）

0．05－0．11 5 8 （2 ．9 ） 10 7 （3 3 ） 3 6 2 （5 ．9） 3 9 9 （6 5 ） 4 8 5 （7 ．9 ） 35 4 （9 ．4） 1 7 6 5 （6 ．4）

0．ト O j Z 払 （1 1） 4 1 9 （14 ） 1 0 秒 （18 ） 1 3 8 5 （2 2） 1 6 1 3 （2 6） 1 0 8 6 （2 9 ） 5 8 4 6 （2 1）

0 ．3－1 5 8 7 （3 0 ） 舛 3 （2 9） 2 0 2 3 （3 3 ） 2 3 6 5 （3 ＄） 2 3糾 8 8） 1 1 1 9 （3 0 ） 9 4 2 1 （3 4 ）

ト 2 3 1 8 （1 6 ） 5 9 0 （1 8） 1 0 7 5 （1 8） 8 6 8 （14 ） 6 9 5 （1 1） 3 8 3 （1 0）・ 3 9 2 9 （1 4 ）．

＞2 3 6 6 7 （3 4 ） 9 6 5 （2 9） 1 0 9 5 （1 8） 6 4 3 （10 ） 轍 （7 ．5 ） 23 0（6・＿1） 4 0 6 4 （1 5 ）＿

合 計 1 9 8 8 （1 0 0 ） 3 2 7 2 （1 0 0 ） 6 0 9 6 （1 00 ）一 6 17 8 （1（抑） 6 1 6 1 （100 ） 3 7 6 8 （1 0 0 ） 2 7 4 6 3 （l∝ l）

卓 ギ レ フ地 区

く0，05 3 3 （13 ） 4 3 （9．1） 2 1 0 （1 9 ） 2 7 3 （2 8 ） 3 2 6 （2 9） 2 2 7 （3 7 ） 1 1 1 2 （2 4 ）

0．0 5－0．1 3 1 （12 ） 9 3 （2 0） 2 1 5 （1 9 ） 1 5 7 （16 ） 2 0 7 （1 9） 10 3 （1 7） 8（適 （18）

0 ．1－0．3 6 5 （2 6 ） 1 7 0 （3 6） 3 5 1 （3 1） 3 2 4 （3 3 ） 3 7 2 P 3） 16 9 （2 8 ） 1 4 5 1 （3 2 ）

0 ．3 －1 7 4 （2 9 ） ■12 7 （2 7 ） 2 7 5 （2 5 ） 1 9 0 （2 0 ） 1 9 5 （1 7） 9 9 （1 6） ，60 P l）

1－2 3 6 （14 ） 2 ‡（5 ．9） 55 匹 ．9） 24 （2 5 ） 15 （l j ） 1 4 （2 3 ） 17 2 （3．‡）

＞2 1 4 （5 5 ） 14 （3 ．0 ） 16 （l．4 ） 1 （0 ．1） 1 （0 ．0 9） 1 （0．2） 4 7 （1．0）

合 計 25 3 （1（氾 ） 4 7 5 （1 00 ） 1 1 2 2 （10 0） 9 6 9 （1 00 ） 1 1 1 6 （1 00 ） 6 1 3 （1聞 ） 4 5 4 8 （1 00 ）

a．括弧内は全体に対するパーセント。

表2．1・4　ベラルーシ汚染地区における0・7歳児と全人口の甲状腺線量（2・1）

地 域

人 数 平 均 吸 収 線 量 （G y） 集 団 線 量 （人 ・G y）

子 供 合 計 子 供 合 計 子僕 合 計

ゴ メ リ

田 舎 2 3 9 0 0 2 3 8 6 0 0 1．1 0 ．4 2 5 ∝船 9 8 0 0 0
都 会 8 6 ∝l 8 5 6 0 0 0 ．4 0 ．2 3 8 0 0 1 5 0（X）

モ ギ レ フ

田 舎 9 3 仲 9 3 7（氾 0．4 0 ．2 4 1（X 〉 1 7 0（旧
都 会 4 9 0 0 4 8 7（抑 0 ．2 ■　 0．0 ＄ 1 1∝ 〉 4 ∝ 旧

合 計 4 6 7 0 0 4 6 6 6 0 0 0 ．7 0 ．3 3 4 0 0 0 13 4 ∝ 0
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（2）セシウム（Cs）

134Cs，137Csによる内部被ばくの線量は以下の2つの方法で推定されている。

（∋食物中の濃度測定と標準消費量の仮定による推定

②全身計測

UNSCEAR2000においては、1度4Cs，137Csによる内部被ばくの実効線量3の大部分に寄与する食品

は、

・牛乳（1日あたり0．8リットル摂取を仮定）

・肉

・ポテト（1日あたり0．9kg摂取を仮定）

・キノコ

と報告されている。表2．1－5にセシウムによる被ばく線量の推定値を示す。また、ロシアにおける

推定値を衰2．1・6、表2．1・7に示す。

表2．1－5　種々の土壌帯におけるウクライナの田舎の住民に対する内部被ばくを通しての

放射性セシウムによる規格化された実効線量（2・1）

土 壌 膏

1 9 9 1 年 に お け る 土 坂

か ら牛 乳 へ の 移 行 係 数

（k B q m ‘2当 た りB q 1－1）

規 格 イヒ線 量 （上玉q m j 当 た りP S ▼）

7 98 6 J9 g 7 －7 9 ガ ブタβ6 －79 ク5

1 く1 9 2 6 ・ 3 5

Ⅱ 1－5 42 14 4 18 6

m 5 －10 95 32 0 4 1 5

Ⅳ ＞10 176 59 1 7 67

表中のⅠ～Ⅳは土壌から牛乳への移行係数の違いで分類した土壌帯の種類を表す。

表2．1－6　ロシアにおけるナトリウム含有ポトゾル砂とチェルノゼム土壌からの

移行係数と規格化実行線量の値（2・1）

土 壌 の 種 類

移 行 係 数 （k B q m j 当 た りB q k ●l）
規 格 化 実 効 線 量

（軸 d 当 た り岬 V ）牛 乳
わ 加わ亡∫

J 9 g 7 J 9 9 3 J 9 g 7 J 9 9 3 7 9郎 Jタg 7 －Jクタイ J クタ5 －2 0 5 6

ナトリウム含 有ポドゾル砂 5 0．2 0 ．1 6 0 ．恥 90 7 8 1 6
チ ェ ル ノセ ム 0．0 7 0 ．0 1 0 ．0 3 0 ．∝ k 2 8 2 1

3ICRPによる1990年勧告で導入された全身の被ばく線量。
2・4



表2．1－7　ロシアの汚染地域住民に対する単位137Cs沈着密度当たりの

内部被ばく実効線量のまるめた推定値（2・1）

地 域
規 格 イヒ英 効 線 量 （k B q m ■当 た り■5 v）

J 9 8 6 Jタg 7 －J 9 9 5 J 9 9 6 －2 0 5 6 J タβ6 －2 αi d

プ リヤ ン ス ク’ 3 6 （1 0） 4 8 （13 ） 9 （9） 9 3 （3 2 ）
ツ ー ラ 1 5 6 1 ．さ Z 3
オ レル 1 5 8 2．4 2 5

且，括弧内の億は555姐qmJ以上のmcs沈着密度の地域に相当。

内部被ばくからの線量の推定値は、食品へのセシウムの移行に起因しており、土地の土壌の条件

や食事の内容及び事故の影響を受けていない輸入食品の利用割合など笹大きく依存し不確実性が高

い（2・6）と指摘されている。1特に、森林の生産物（きのこ、ベリー、野獣）が、事故からの時間の経過

とともに重要性が増していく。その理由は、牛乳、野菜、家畜の肉と比べて、これらの生産物中の

137Cs濃度の生態学的半減期がより長いこと、すなわち137Csが蓄積されやすいことによる。

（3）ストロンチウム（Sr）

チェルノブイリ事故における90Srの沈着は大部分が30km圏内であらたため、事故後の避難に

より公衆4の内部被ばく線量は比較的少なかった。内部被ばくによる実効線量への寄与は5～10％程

度と推定されている。

（4）超ウラン元素

核燃料に含まれていた超ウラン元素で地上に沈着したものには以下のような放射性核種がある。

238Pu，239Pu，240Pu，241Am：アルファ線放出核種

241Pu：　　　　　　　　　ベータ線放出核種

これらの核種の内部被ばくの経路は、エアロゾルによる直接吸入が中心で主に肺の被ばくが問題

となる。30km圏内での農夫の肺に対する被ばく線量は生涯にわたる積分値でも0・2mS．Vを超えな

いと推定された。

†放射線防護分野では、慣例として一般人のことを「公衆」と呼んでいる。
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2∫　2　東海村JCOウラン加工工場臨界事故

1999年に発生した東海村JCOウラン加工工場の臨界事故による被ばくは、臨界反応で放出さ

れた中性子による外部被ばくが主なものであった。食品が放射能で直接汚染され、摂取が規制され

ることは無かった。しかしながら、この事故を契機として、ウランによる誘導介入放射能限度が、

わが国の鱒子力防災に関する原子力安全委員会の指針「原子力発電所等周辺の防災対策について」

（2■7）に取り入れられた。

ここでは、事故について報告された以下の文献についてまとめる。

①「ウラン加工工場臨界事故調査委員会報告」（原子力安全委員会）（2－8）

②「JCOウラン加工工場における臨界事故の調査報告」（日本原子力学会）（2・9）

③「IAEA5のJCO事故暫定報告書（抜粋）」（放射線生物研究　解説記事）（2・10）

（1）ウラン加工工場臨界事故調査委員会報告

原子力安全委員会は平成11年12月24日に「ウラン加工工場臨界事故調査委員会報告」を公

表した。この報告書では。JCO事故の直接的・間接的原因をさらに究明するとともに、将来に向け

た原子力安全の確保のあり方にまで踏み込んで、再発防止のための基本的な考え方を打ち出してい

くことを目指してまとめられた報告書である。詳細な検討は、「技術・評価」、「企業・産業」、「社会・

安全」の3つの検討チームにより実施され、事実や原因のより緻密な把握とともに、事実の背後に

ある構造的・倫理的な問題を含めて検討が行われている。なお、報告書中に食品の放射能汚染に関

する直接的な記述は無い。報告書の構成は以下の通りである。

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．事故の全体像

Ⅲ．事故の原因とそれに関する状況

Ⅳ．事故に係る防災上の対応

V．健康対策・事故現場の対応

Ⅵ．事故の背景についての考察

Ⅶ．今後の取り組みのあり方について

Ⅷ．事故調査委員全委員長所感（結言にかえて）

（2）JCOウラン加工工場における臨界事故の調査報告

日本原子力学会・（原子力安全調査専門委員会）は、1999年12月27日に「JCOウラン加工

工場における臨界事故の調査報告」を発表した云　この報告書は、日本原子力学会「原子力安全」調

査専門委員会が、JCOウラン加工工場における臨界事故について調査した結果をまとめた報告書

である。

事故の放射線影響として、核分裂反応に伴って発生した希ガスとヨウ素の一部が環境に漏れたが、

咽際原子力機関（IAEA：InternationalAtomicEnergyAgency）国際原子力機関は、原子力の平
和利用の推進のため加盟国間の支援により各種の安全基準の作成、情報交換、発展途上国への原子
力技術援助などを行っている。
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放射線影響という観点からは、転換試験棟から直接、外部に放射された中性子線とガンマ線が、環

境への影響の大部分を占めたことに特徴があるとされている。なお、報告書中に食品の放射能汚染

に関する直接的な記述は無い。報告書の構成は以下の通りである。

第1章　はじめに

第2，章　臨界安全と臨界事故

第3章　事故の経過と事実の解明

第4章　原因分析と問題点の摘出

第5章　改善提案

第6章　日本原子力学会のやるべきこと

第7章　原子力安全文化に関わる今後の取り組み

第8章　おわりに

（3）IAEAのJCO事故暫定報告書

放射線生物研究（2000年）に掲載された、「IAEAゐJCO事故暫定報告書」に関する解説資

料である。IAEAでは日本から事故の報告を受け，事故の2週間後に専門家を派遣し、暫定報告

書を取りまとめ11月に公表した。この報告書の目的は事故とその影響に関する情報を伝達し，確

かな事実を詳述することである。これらの情報が事故とその影響を技術的に理解するのに有用であ

り，多くの人々にも知らせる必要があると考え，報告内容を抜粋，その概要が紹介された。報告（抜

粋）は事故とその影響の低減，JCO周辺の事故後の放射線線量率と環境モニタリングについて述

べられている。また，講じられた緊急対応措置，事故による健康の影響と過剰被爆した人たちの医

学的処置な◆どについても述べられている。なお、解説資料中には、食品の放射能汚染に関する直接

的な記述は無い。
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3．各国における原子力発電所等の事故発生時の飲食物摂取制限に関する文献

3．1　わが国の飲食物摂取制限

わが国においては、チェルノブイリ原子力発電所事故の発生直後の1986年5月に厚生省（当時）

が「食品中の放射能に関する検討会」を設置し、輸入食品中の放射能濃度の暫定限度が設定された。′

なお、この暫定限度はチェルノブイリ発電所事故に係わる輸入食品のみを対象としている。

3．1．1　輸入食品の暫定限度

チェルノブイリ原子力発電所事故による放射性物質で汚染された食品が、国内に輸入されること

を防ぐために、厚生省は輸入食品中の放射能を規制する暫定限度を以下のように設定した（3・1・3・2）。

輸入食品中の放射能濃度の暫定限度

1 3 4C sと■1 3 7C琴の合計　　　3 7 0（B q／k g）

この限度は厚生省に設置された、「食品中の放射能に関する検討会」における専門家の検討結果を

も辛に1986年に定められた。暫定限度については、逐次見直しが検討されてきたが変更はされて

いない。この暫定限度を越える輸入食品は、積み戻され国内には流通しない。

3．1．2　放射能暫定限度の設定方法

（1）線量限度

1986年当時は、公衆の被ばく線量限度が5（mSv／年）とされていた（3■3）。．これには、医療被ば

くおよび通常のレベルの自然放射線被ばくは含まれていない。輸入食畠の放射能暫定限度を設定す

るに当たっては、公衆の線量限度の1／3を特別な事態に対処するために配分することとして、輸

入食品からの被ばく限度にあてることとした。

（2）対象核種

ヨーロッパの食品中の放射性核種の組成比については、十分な情報が得られていなかった。その

ため国内での放射性降下物の検出データをもとに以下の仮定がおかれた。

輸入食品中の134Cs／137Cs比　　0．49（国内データより仮定）

輸入食品中の90Sr／137Cs比　　　0．022（最大値，国内データより仮定）

上記の仮定をもとに、食品中の全放射性核種による被ばく線量に対する、核種別の被ばく線量へ

の寄与割合が以下のように推定された。

134Cs及び137Cs　　　　66％

90Sr　　　　　　　　　　　33％

他の核種　　　　　　　1％
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90Srは放射化分離lLなければ測定できないことから、食品中に90Srが、137Csに対して2．2％含

まれると仮定して、ガンマ線放出核種であり測定が容易な134Cs及び137Csの放射能濃度が暫定限

度の指標として選ばれた。

（3）放射能暫定限度

輸入食品中の134Cs及び137Csによる被ばく線量が、公衆の線量限度の1／3の66％を超えない

濃度Aが次式により求められた。．

5．4×10・7（mSv缶Ci）×1．4（kg／日）×35（％）×AbCikg）×365（日）≦5（mSv）×1／3×66（％）

A≦11，389（pCikg）

A≦421（Bq此g）

ここで、

5．4×10－7（mSvh）Ci）：314Cs／137Cs比が0．5である（134Cs＋137Cs）をlpCi経口摂取した場合

の成人の全身の預託線量当量（3・4）

1（Ci）は3．7×1010（Bq）である。

1．4（kg／日）：国民一人当たりの食品の摂取量（厚生省の調査にもとづく）

35（％）：　　一日あたりの食品摂取量に占める輸入食品の割合（ヨーロッパ以外を含む）

である。なお、預託線量当量とは、放射性物質を体内に摂取した時点から個人が受ける線量の時

間積分である。積分期間は成｛で50年とされている。この計算では、ICRPPubl・2の内部被ばく

モデルが用いられている（3・5）。

上記の計算から、公衆の線量限度の1／3を超えない、134Cs及び137Csの放射能は421（Bq／kg）

となったが、欧州及び米国の基準値を参考にして放射能濃度の暫定限度は、370（Bq／kg）とされた。

表3．1・1わが国の暫定限度の設定にあたり参考とされた諸外国の基準

欧州 （E C ） 食品中の 134C s 及び 137C s 濃度

乳幼児食品　3 7 0 （B q 戊g ）

一般食 品 ・ 600（B q／kg）

米国 食品中の 134C s 及び 137C s 濃度

10，000（pC〟kg）★＝370（Bq瓜g）

日本 食品中の 134C s 及び 137C s 濃度

370（B q戊g）

＊1（Ci）＝3．7×1010（Bq）

3．1．3　放射能暫定限度の見直し

暫定限度の施行から約1年後（1987年11月）、検討会による再評価が行われた。その結果、ヨ

ーロッパから輸入される食品が全て370（Bq此g）で汚染されていると仮定した場合、年間被ばく量は、

0．04（mSv）と算出された。この値は、1987年当時、公衆に対する線量限度として国内法令への取り

l化学的処理により放射性核種を分離する方法。
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入れが予定されていた1（mSv／年）を大きく下回っていることが確認された（3－6）。

暫定限度の設定に際して仮定された食品中の放射性核種の存在割合は、当時のヨーロッパからの

報告等から概ね妥当であると判断された（3・7）。90Srは137Csに対して2．2％含まれると仮定されたが、

参考文献（3・6）では以下の表に示す値が報告された。牛乳については、2．2％の仮定と概ね一致し

ている。

表3．1・2　ヨーロッパで測定された90Srと137Csの放射能の割合（3■7）

測 定サ ンプル （測定場所） 放 射能 （B q／k g or B q心 90S r／137C s

90S r 137C s

牛 乳仏 jd ov scin a） 1．4 7 6 ± 1 1．8％

草 仏 jd ov seh a ） 4 6．2 34 0 ± 3 1 3 ．6％

牛 乳 （S a n ab od 1．7 8 6 ± 1 2．0％

・草（S a n a b or） 19．3 14 5 ±2 13 ．3％

川 の水（S a v a） 0．04 0 ．4 3 9．3％

川 の水（K rk a） － 0．49 －

これらの検討より、暫定限度は十分安全を見込んだ妥当なものであるとされ、現在に至っている。

なお、平成10年12月に厚生労働省より通知された検査対象は以下に示すとおりである（3■8）。

①　ヨーロッパ地域（トルコ及び旧ソ連のウラル山脈以西（アルメニア、アゼルバイジャン、ベ

ラルーシ、エストニア、グルジア、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ウクライナ並びにカ

ザフスタン及びロシアのウラル山脈以西をいう。）を含む。以下同じ。）から輸入される次の

食品にっいては、全ロット検査を実施する。

ア．　きのこ及びきのこ乾燥製品

ィ．　トナカイ肉

②　ヨーロッパ地域から輸入される次の食品に？いては、食品ごとに輸入届出の10％を目途

として検疫所においてモニタリング検査を実施する。

ア．　ハーブ及びハーブ乾製品

ィ．　ビーフエキス

3㌧1．4　放射能撃定限度を超えた輸入食品

厚生労働省がこれまでに発表した、放射能暫定限度を超える輸入食品の発見事例を表にまとめ

る。ハーブ類や月桂樹の葉及び茶の占める割合が多い。それに続いてきのこ類が多い。

なお、ハーブ等の香辛料は直接食べるものではなく、実際の摂取の際には希釈効果がある。’一

方、低濃度でも大量に摂取する場合には問題になる可能性もあることに注意が必要である。
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表3．1・3　放射能暫定限度を超えた輸入食品一覧

、発 表回 発表 日 食 品 生産 国 輸入重量 輸入港

放射能濃度

（B q収め

（134C s＋137C s）

第 1 回 S．62．1．9 ヘ ーゼルナ ッツ トル コ 30t 神 戸／横浜 52 0／98 0

第 2 回 S ．62 ．2．6

月桂 樹菓 トル コ 52 t 神戸／横浜 49 0／72 0

セ ージ菓 トル コ 14．5t 横浜 1，000／2，000

牛 胃 フィ ンラン ド 1．26t 神 戸 44 0

第 3 回 S ．6 2．2．13 トナカイ ス ウェーデ ン 0．2t 成 田空港 38 9

第 4 回 S 62．3．2 7
タイム フラ ンス 4．02kg 東京 1，715

セ ージ葉 トル コ 4t 神 戸 1，198

第 5 回 S．62．5．8

月桂 樹葉 トル コ 28t 神 戸／横浜 4 96／55 1

セ ージ葉 ギ リシャ 3．77t 横 浜 1，758

ヒースの花 フラ ンス 8．5k g 大阪空港 1，4 2 5

第 6 回 S62，5．28

アーモ ン ド イ タ リア 37．5k g 東京 4 08

ハ ープ茶

（カモ ミール）
スペ イン 32．4 k g 東京 8，780

第 7 回 S．62，6．12

ハ ープ茶

（ローズ ヒップ、

リンデ ン）

ユー ゴス ラ ビア 18 k g 大阪 ・ 6 73／9 55

セ ージ葉 ユー ゴス ラ ビア 9 9．8k g 成 田空港 49 7

黒す ぐ りピュー レ フ ランス 1．5t 神 戸 42 5

セ ージ菓 アルバ ニア 9．21t 横浜 1，895

第 8 回 S62．7．24

ヘ ーゼ ルナ ッツ調 整

ロロロ

イ タ リア 110k g 成 田空港 39 0

ヘーゼル ナ ッツ

ペー ス ト
トル コ 5k g 大阪空港 37 9

第9 ．回 S．62．8．20 ドライハー プ フ ランス 6k g 成 田空港 1，072

第 10 回 S．62．9．11 月桂樹菓 ，トル コ 3．0 2t 横 浜 1，042
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発表回 発表 日 食品 生産国 輸入重量 輸入港

放射能濃度

（B q此g）

（134C s＋137C s）

■第 11，回 S．62．10．21
ビーフ ・こエキス トラ

ク ト

ブラジル ・

アイル ラン ド・

フランス

2．6t 横浜 62 2

第 12 回 S6 2．10．28

アイスクリーム

ペース ト
イタ リア 576k g 東京 4 17

ドライハープ ユー ゴスラビア 19．5k g 成 田空港 536

第 13 回 S62．12．22

ヘーゼルナ ッツ

ペース ト
トル コ 72k g 神戸

＿　4 11

セージ菓 アルバニア 4t 神戸 ・ 4 17

第 14 回 S 63．1．20 きのこ （カノシタ） フランス ■17k g 成 田空港 ． 636

第 15 回 S6 3．2．15

ドライハーブ

（西 洋 オ トギ リソ

ウ）

ユーゴスラビア 98k g 神戸 38 5

ハープ茶

（ローズヒップ）
ルーーマニア 2．52t 大阪 46 7

きのこ

（くろらっぱたけ）
フランス　■ 9kg 小樽 755

第 16 回 S63．6．2

ドライハープ

（ジ ュニ パ ー ベ リ

ー）

ユー ゴスラビア 10k g 大阪 423

ドライハーブ

（スイカズラ）
フランス 5k g 大阪 776

第 17 回 S 63．6．14 セージ葉 フランス 4k g 大阪空港 4 11

第 18 回 S6 3．7．4
ビーフ ・エキス トラ

ク ト
アイル ラン ド 216k g 1大阪 379

第 19 回 S6 3．臥5 セージ葉 ギ リシャ 28k g 横浜 39 7

第 20 回 S6■3．9．25

きのこ （あんずたけ） フランス 34k g 成 田空港 707

きのこ （あんずたけ） フランス 5kg 成田空港 446
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発表回 発表 日 食品 生産国 輸入重量 輸入港

放射能濃度

（B q／k g）

（1如C s＋137C s）

第 21 回 S6 3．10．5

ハーブ （エス トラゴ

ン）
フランス 60k g 東京 ． 432

きのこ （かの した） フランス 3k g 成田空港 562

きのこ （かの した） フランス 3k g 成田空港 4年8

第 22 回 S 6 3．12．2
ハープ茶 （ダ ンデ リ

オ ン）
スイス 51k g 大阪空港 579

第 23 回 S 6 3．12．28 月桂樹菓 スペイ ン 10k g 横浜 1，325

第 24 回 Hl．1．11
きのこ （くろらっぱ

たけ）
・フランス 10k g 大阪空港 650

第 25 回 Hl．1．23 乾燥ぜんまい ソビエ ト 180k g 新潟 655

第 26 回 Hl．4．10 乾燥ぜんまい ’ ソビ土 ト 158k g 横浜 379

第 27 回 Hl．10．23 きのこ 1（あんずたけ） フランス 3k g 成田空港 532

第 28 回 H2．2．28
ハ ープ茶 （ダンデ リ

オン）
スイス 2k g 成田空港 － 1，167

第 29 回 H2．10．3
ハ ーブ茶 （セイ ヨウ

ノコギ リ草）
アルバニア 9k g 成田空港 814

第 30 回 H 3．2．14
乾燥きのこ

（ヤマ ドリタケ）
ユーゴスラビア 25k g 成田空港 556

第 31 回 H3．3．13 ミックススパイス フランス 8k g 神戸 1，02 8

第 32 回 H6．11．8 燻製 トナ カイ肉 フィンラン ド 42k g 関西空港 388

第 33 回 Hl O．1．21
乾燥ポルチーニ

（ヤマ ドリダケ）
イタリア 2 1k g 成田空港 731

第 34 回 H 13．11．8
乾燥ポルチーニ

（ヤマ ドリダケ）
イタリア 36．1k g 成田空港 418

厚生労働省ホームページ（http：〝www．mhlw．go．jpnlOudou／0111nlllO8－2．html）より
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3．1．5　暫定限度と防災指針指標

輸入食品中の放射能濃度の暫定限度はチェルノブイリ原子力発電所事故で汚染された輸入食品

にのみ適用される。原子力発電所等の事故を想定して作成された「原子力発電所等周辺の防災対策

について」（以下、防災指針）においては、放射性セシウムについて以下の放射能レベルを飲料物摂

取制限の指標としている（3●9）。

表3．1・4　防災指針における飲食物摂取制限の指標

対象、 放射性セシウムの指標 （B q此g）

飲料水，牛乳 ・乳製品 200（B q化g）

野菜類，穀類，肉 ・卵 ・魚 ・その他 500（B （沌 g）

輸入食品の暫定限度 370（B q化g）

（チェル ノブイ リ事故による汚染のみ）

今後、国内で原子力事故等による食品の放射能汚染が発生した場合には、防災指針の飲食物摂

取制限の指標が目安となる。一方、国外で原子力事故等による食品の放射能汚染が発生した場合、

当該地域からの輸入食品の汚染限度は、事故により放出された放射能の状況をもとにあらためて検

討されることになる（3■8）。
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3．2　諸外国の飲食物摂取制限

3．2．1　チェルノブイリ事故に対する諸外国の防災体制（3・10）

チェルノブイリ事故の発生により、周辺国も放射性物質に汚染されることとなり、多大な影響を

被った。それに対し、周辺国は各国それぞれ既存の緊急時対応計画等に則った活動を実施した。調

査した範囲（米国、フランス、西独、スウェーデン、フィンランド）では、チェルノブイリ事故の

発生を受けて、緊急時対策地域の範囲や防護措置の内容について特段の変更はなされていない。各

国の緊急時対策地域の範囲及び防護措置の内容について、表3．2－1に示す。

スウェーデンの対応について例にとると、緊急時計画は英国ウインズケールの原子炉事故後の

1960年にNuclearAccidentProtectionActが起草されて、その後Osknrsham原子力発電所の稼

動（1972年）にともない、設定された。以後、スウェーデンの緊急時活動享この方法に基づいて行

われている。スウェーデンでは国立放射線防護研究所が緊急時における中心機関とされている。国

外の原子力発電所に対応するための特別な定めはなく、チェルノブイリ事故に対しては国立放射線

防護研究所が中心となり、汚染測定や酪農農民へコメン下、一般公衆への勧告・コメント等がなさ

れた。主な活動とその担当官庁は以下のとおりである。

・国内の工業活動における安全確保に関する指示（工業安全連合庁）

・国内産及び輸入食品中の放射能規制▲（食品管理庁）

・輸入物晶に関する規制等（税関）

・野生鳥獣の捕獲の認可及び放射能測定のための特別捕獲（環境保護庁）

・家畜の飼育、農業、園芸などについての指示（農業局）

・安定ヨウ素剤の飲用に関する指示、国内医療施設に対する情報提供（社会福祉烏）
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表3．2・1緊急時対策地域の範囲と主な防護措置

項 目 ’ 米 国 ・フランス 一　西 ドイツ ス ウェーデ ン フ ィン ラン ド 備考

緊急時対応 に 連邦放射線緊急時対 屈の　O R S E C 　計画の‾ 原子力施設 周辺 の防災対策に 原子力災害防止捷 原子力防災指針

関す る洩令、
指針等

応計画 （F E R E P ） O R SE C R A D
県 の 特 別 介 入 計 画

（P P王）
施設の緊急時内妻帽十両

関する勧告

緊急時 の組織 N R C ：サイト内支援、 S C S IN ：全般 B 九・llJ ： SK I ：サイ ト内解析助言

SS王：サ イ ト外解析助言

内務省 ：サイ ト外 各 回 と

と責任 （回 レ 勧 告 S C PR Ⅰ：公衆の健康 ’ S T tJK ：サイ ト内外解析、助 も　サ　イ
ベル） F E M A ：サ イ ト外 地

摺
他に D O E ，E P A 等事
故の経過 に伴 う＿責任

の移行は明確

IP S N ：サイ ト内外の解

析、＿助言
R

ト 内 は
事業者、

サ イ ト
外 は 地
方 自 治
体

緊急セ ンタ∵ N R ・Cの．E O C 他 県の T C 国の緊急時精勤セン ター ST V K セ ンター
‡P S N の T C 地域救護センター 地域の指令センター

防護賢機材 D O E が管柁
研究所等が保有

鉄道運搬 の防護設備あ
り ■
放射鰻介入機動チ ーム
（C AIIR ）

K H （i 消防 ・民間防衛 でほぼ完備

緊急鱒 計画地
域名称

避難坤域 食品制限

地域

避難地域 室 内退避

地域 ’

中 央

地域

中間地域 外周地域 緊急通
報地域

緊急計画
地域

モニタ
リング
地域

E P Z －Ⅰ E P Z －1

範囲 16k m ま 80k nl ま 5k lll まで 1．Oklnま 2k ml 10k lll ま． 25k ln　ま ∋　　 〈ノ 15k m ま 50k ln 20k lll 100k lll まで

で で で ま で
の 全
域

でく16 方
位）

で （16 方
位）

12k ln
まで

で まで まで

対策 避難 モニタ リ 避難 シェル タ 避　難 同尭 モ ニタ リ 緊急通 避難 モ ニタ シェル 吏ニタ リング

屋内退避 ング
食品 流通

制l娘

リング K I 授
与

ング 報
避難

K 王

K i 授与 リング タ リン
グ

介入レベル 1 ′〉5 relll
避難

避難の下限 0．5～ 5relll
上條 5” 50reIn

甲状腺は 10 倍

IC R P 勧告値 王C R・P 勧昔侶

計算 機に よる

情報処理

F E M A ：工E hⅠほ

D O E ：A R A C ほか

■‡P S N K Ⅸ ：M IS （サ イ ト内サ ービ

ス）

S tlld sT ik ：E M M A S T r 王〔：

チ ェル ノブイ

リ事 故調査報
土仁l

N R C ・IP S N G R ．S ， 国 S T r K



3．2．2　チェルノブイリ事故に対する諸外国の飲食物摂取制限

（1）概要（3・2）

チェルノブイリ事故の発生を受けて、各国は食品中の放射能に関する対策レベル（その値以上で

実施した防護対策が介入を正当化するのに十分大きな線量を低減できるような値）を設定した。

各国が設定した対策レベルを表3．2－2に示す。これは1986年12月に国連食糧農業機関（mO：

FoodandAgriCultureOrganizationoftheUnitedNations）がまとめた報告書に付された資料を中

心に厚生省（当時）生活衛生局食品保健課が整理したものである。

（2）米国の例（3・11）

チェルノブイリ事故の発生を受けて、米国ではFDA（Food and Drug Administration）と

FSIS（Food SafetyandInspection Service）が輸入食品を規制するために誘導介入レベルを設定し

た云FDAの誘導介入レベルは「関心レベル（LevelsofConcern）」といい、FSISのそれは「スクリー

ニング値（ScreeningValue）」と呼ばれた。汚染濃度が両方の基準を下回る食品のみ輸入が許された。

FDAの関心レベルは1982年に作られたrAG（ProtectiveAction Guides）の予防の基準から以下

の仮定に基づいて導かれた。

・食品の全量が汚染されている。

・事故から60日しかたっていない時点では線量の大部分は131Ⅰによるものである。

・1年を上限として134Cs及び137Csが線量の主体となる。

ヨウ素とセシウム以外の核種については考慮しなくともよいように安全側にマージンをとった。

FDAとFSISの設定した誘導介入｝ベルを表3．2－3に示す。

FSISの131Iのスクリーニング値はFDAの小児のそれと当初から同じであったが、134Cs及び

137Csの値は、FSISが肉類のみ汚染していると仮定したため異なっていた。これは、1986年11月

にFDAの値に統一された。
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表3．2・2　チェルノブイリ事故後の諸外国における食品中の放射能に関する対策レベル（基準）（3●2）

国名 核種 食 品群 　対策 レベル

（B q／k g また は B q化）

ア メ リカ 131Ⅰ 乳 児 食 品 5 5
そ の他 の 食 品 30 0

134C s＋137C s 全食 品 ・3 70

カナ ダ 131Ⅰ ミル ク 10

・乳製 品 4 0
そ の他 の 食 品 70

137C s ミル ク 50

乳製 品 10 0
その他 の食 品 30 0

香 辛料 3，00 0

ス ウェー デ ン 131Ⅰ 全食 品 2，00 0

137C s 全食 品 30 0

タイ 137C s ミル ク 7
粉 ミル クお よび乳 児食 品 2 1
穀 類 お よび そ の他 の食 品 6

中国 131Ⅰ ミル ク 1，30 0
果 実お よび野 菜 2 70

穀 類 34 0

飲 料 1 30

137C s ミル ク 4，60 0
果 実お よび野 菜 1，000

穀 類 1，200

飲 料 4 6 0

フ ィ リピン 134C s＋137C s ミル ク 15
粉 ミ ル クお よび 乳 児用 食 品 2 2

チー ズ 3 3

果物 ‾ 8
野菜 2 2

穀類 6

フ ィン ラン ド 131Ⅰ ミル ク 2，00 0

137C s ミル ク 1，000
牛 肉お よび豚 肉 1，000

▲‾　ブ ラ ジル 134C s＋137C s 粉 ミル ク 3，700－
そ の他 の食 品 6 00

ポー ラン ド 全 β放射 能 乳 児 お よび 6 歳 ま での小 児

　 用 粉 ミル ク
1，320

ヨー ロッパ 共同体 131Ⅰ ミ／レク ． 5 0 0

（寧C ） 野 菜 3 5 0

134C s＋137C s ミル クお よび乳 幼児 食 品 3 7 0
そ の他 の食 品 6 0 0

日本 131Ⅰ 牛 乳 12 2 0
野 菜 7，400

134C s＋137C s 全食 品 3 7 0
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表3．2・3　FDAとFSISの設定した誘導介入レベル

核種
FD A F S IS

幼児食 その他の食品 肉類

131Ⅰ
55B q此g 300B q／kg 55B q肱g

（150 0p C〟kg） （8000p C〟k g） （1500pC 〟kg）

134C s＋137C s
370B q此g 370B q此g 370B q此g

（10，000pC地g） （10，000p C地g） （10，00伽C地g）
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4．日本及び諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

チェルノブイリ原子力発電所原子炉事故のような、大量の放射性物質の放出をともなう事故が発

生し、一般公衆が、過度に被ばくをする可能性がある場合は、実行可能な限り、被ばく低減のため

の対策をとることが必要である。その判断の基礎となる線量を介入レベルという。介入レベルを超

えないように環境汚染物質や汚染食品の摂取や流通を制限するため、二次的に設定される制限レベ

ルを誘導介入レベル●と呼ぶ。本章では、日本、ICRP、国際原子力機関（IAEA：InternationalAtoLlic

En占rgyAgency）の飲食物に対する誘導介入レベルと、食品安全に関する国際機関が定めている基

準値についてまとめる。

4．1　日本の基準

わが国の原子力防災に関する原子力安全委員会の指針「原子力発電所等周辺の防災対策について」

（4・1）（以下、防災指針と呼ぶ）は、成立当初から131Ⅰに対する飲料水、野菜及び牛乳中の濃度につ

いての指標を設定していた。その後、チェルノブイル事故の経験を踏まえてセシウムを、再処理嘩

設を考慮してプルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種1に関する指標を設定した。さらに、

1999年9月のJCO臨界事故をふまえて、核燃料施設の防災対策からウランに対する指標を設定し

た（4・2）。この指標の改定は以下の考えに基づいている。

①指標は、飲食物中の放射性物質が健康に悪影響を及ぼすか否かを示す濃度基準ではない。指標

は、緊急事態における介入のレベル（防護対策指標）であり、防護対策の1つとして飲食物摂

取制限措置を導入する際の目安とする値である。そのため、基準値や制限値ではなく、指標と

いう用語が用いられている。

②指標算出に当たっては、放射線防護指標設定の基本となるICRP，IAEA，世界保健機関（WHO：

WbrldHealthOrganization）等（4・3）の考え方にもとづき、回避線量（防護措置を実施すること

で免れる線量）がそれ以上ならば防護対策の導入を判断する線量と・して実効線量5（mSv／年）（放

射性ヨウ素による甲状腺等価線量の場合は50（mSv／年））をもとにするとともに、わが国の食生

活等の実態も考慮された。

防災指針で定められた飲食物摂取制限の指標を表4．1・1に示す。

1アルファ線を放出する核種。
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表4．1－1防災指針で定められた飲食物摂取制限に関する指標（4・2）

対　 象
放 射 性 ヨ ウ素

（混合 核 種 の 代 表 核 種 ：131Ⅰ）

飲 料 水
3 ×102B q／k g 以上

＿牛 乳 ・乳 製 品

野 菜 類

（根 菜 ・芋 類 を除 く。 ）
2 ×103B q／k g 以 上

対　 象 放 射性 セ シ ウ ム

飲 料 水
2 ×10 2B q／k g 以 上

牛 乳 ・乳 製 品

野 菜 類

5 ×102B q／k g 以 上穀　 類

肉 ・卵 ・魚 ・そ の 他

対　 象 ウ ラ ン

飲 料 水
2 0B q／k g 以 上

牛 乳 ・乳 製 品

野 菜 類

1×102B q／k g 以 上穀　 類

肉 ・卵 ・魚 r・そ の 他

対　 象

プル トニ ウム及 び 超 ウラ ン元 素 の アル ラ ァ核 種

（238pu，239pu，240p u，242p u，241Am ，242cm，243c m，244c m

の放 射 能 濃 度 の合 計 ）

飲 料 水
lB q／k g 以 上

牛 乳 ・乳 製 品

野 菜 類

10B q／k g 以 上・穀 　 類

・ 肉 ・卵 ・魚 ・そ の他

（注）乳幼児食として市販される食品の摂取制限の指標としては、ウランについては、20Bq／kgを、

プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種についてはlBq／kgを適用するものとする。ただし、

この基準は、調理され食事に供される形に適用されるものとする。
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4．1．1　対象核種の選定理由

指標の対象とされた核種の選定理由を表4．1・2にまとめる。

表4．1・2　指標の対象とされた核種の選定理由

指標 の対象 とす る核 種 選 定 理 由

放 射性 ヨウ素 ・事 故 の早 期段 階 で 最 も多 量 の放 出 が考 え られ る放 射性

核種 は希 ガス と ヨ ウ素 群 の核種 （131Ⅰ，132Ⅰ，133Ⅰ，134Ⅰ，

135Ⅰ） で あ る。

・希ガ スは外 部被 ば くの み に寄 与す る こ とか ら除外す る。

・ヨウ素群 の核種 に つ い て は 131Ⅰが指 標 核 種 と され た。

・指 定核 種 の 意 味 は 、．ヨ ウ素 群 の核 種 の混 合 比 率 を仮 定

し、 その 中 の 131Ⅰの飲 食物 濃 度 を指 標 とす る こ とで あ

る。

放射性 セ シウム ・チ ェル ノブイ リ事 故 を きっか けに 検 討 が 開始 され た。

・放 射性 セ シ ウ ム （134C s 及 び 137C s） と放 射 性 ス トロ ン

チ ウム （89S r 及 び 90S r）の選 定理 由 は次 の 通 りで あ る。

・セ シ ウム は菓 面 吸 収 され て 植 物 に 取 り込 まれ や す い た

め。

・ス トロ シチ ウ ム は葉 面 か らは 吸 収 され に くい が、 土 壌

か らの移 行 がセ シ ウ ム と同程 度 か場 合 に よ って は 1一桁

大 きい た め。

・なお 、ス トロン チ ウム は 直接 の指標 と して は設 定 され

なか った。

・ウラン ・再 処理施 設 の 防 災 対 策 を よ り実 効性 の あ る もの に して

い くた 吟。

・J C O 事 故 の経 験 か ら、核 燃 料施 設 の防 災 対策 を よ り実

効性 のあ る もの とす るた め。

プル トニ ケム及 び 超 ウ ラ ン元 素 の ・再 処理 施設 の 防 災 対 策 を よ り実 効 性 の あ る もの に して

アル フ ァ核種 （238P u ，239P u ，240P u ，

242P u ，241A m ，242c m ，243c m ，244c m

の放 射能濃度 の合計 ）・

い くため。

4．1．2　放射性核種の混合割合

原子炉等の事故で放出される放射性核種の混合割合は∴できる限り代表性のあるものが仮定され

た。軽水炉における燃料の燃焼度が30，000（MWd／ton）の場合の主な放射性核種の存在割合で、放射

性ヨウ素、セシウム、ストロンチウムが放出されるものとした。また、食品汚染への寄与が、ほと

んど無いと考えられる低半減期核種を除外するため、原子炉停止からの冷却時間を0．5日とした。
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（1）放射性ヨウ素仕）とセシウム（Cs）

放射性ヨウ素とセシウムについては、前述の燃焼度での計算結果より得られた値が用いられた。

（2）ストロンチウム（Sr）

90Sr／137Csの放射能濃度比については、乳児の経口摂取における90Srの線量係数が137Csの線量

係数より1桁大きいため安全側の数値として0・．1が仮定された。0・1の根拠は以下の2つの理由に

よる。

①1988年国連科学委員会報告書（付属書D）（4・4）より、チェルノブイリ原子力発電所事故の際、

旧ソ連領内及びギリシャ等、事故発生地点に比較的近い距離では、地表空気中の90Sr／137Cs濃

度比は、約0．1であった。一方、日本及びヨーロッパ等その他の地域では0．1より低かった。

②ウインズケール事故（1957年）の場合、放出された90Sr／137Csの空気中濃度比は約0．005であ

った。

（3）ウラン（U）

原子力発電所用ウラン燃料を念頭において、天然系のウラン含有核種が238U，235U，234Uのみと

仮定された。また、痙口摂取の線量係数の差はわずかだが、234U、・2台5U、288Uの順になることから、

234Uの含有量を多めに仮定して、食品中の誘導介入レベル2が安全側に算出された。その結果、88％

の放射能が234Uによる可能性があることから、近似的に全ての放射能が234Uによると仮定された。

（4）プルトニウム伊u）及び超ウラン元素

前述の燃焼度での計算結果による混合割合が用いられた。

4．1．3　単位経口摂取量あたりの預託線量当量

放射性核種の経口摂取による単位摂取量あたりの預託実効線量（線量係数）は、ICRP

Publication67（4．5）及びIAEAのBSS（Safety SeriesNo．115）（4●6）が示した数値が用いられた。な

お、幼児及び乳児とICRP線量係数の年齢範囲は次の■とおりとされた。

①　幼児は、ICRP Publication56（4・7）の5歳児

②　幼児は、ICRP Publication56の3ケ月児、年齢範囲としては0から12ケ月

放射性ヨウ素及び1321もに対しては、（預託）甲状腺等価線量3についての線量係数が用いられた。

132恥は、半減期3．2日のベータ崩壊で132Ⅰとなる。なお、血液中のヨウ素が甲状腺に移行する割合

は0．3とされた。また、ICRP及びIAEAの文献に記載されていない133Ⅰ、134I及び135Ⅰの成人甲状

腺（等価）線量の経口摂取線量係数は英国放射線防護庁（NRPB4：NationalRadiologiCalProtection

2食品放射能汚染等で介入を行う必要があると考えられる場合、規制に関する判断を行う放射能濃度

の下限値のこと。すなわち誘導介入レベル以下の食品の流通規制は流通妨害とみなされる。
3放射性核種を摂取してから50年にわたり集積される甲状腺の被ばく線量。

4英国放射線防護庁（NRPB：NationalRadiologicalProtectionBoard）の略称。放射線の基準に関
する検討や∴放射線疫学、吸入摂取に伴う線量評価などの調査研究を進めている。
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Board）による値が利用された（4・8）。さらに、乳児及び幼児における甲状腺線量の成人甲状腺線量に

対する比は、物理的半減期が比較的近い132Ⅰの乳児及び幼児における甲状腺線量の成人甲状腺線量

に対する比に等しし．、と近似された。以上より得られた、線量係数を表4・1－3に示す。プルトニウム

及び超ウラン元素の線量係数の年齢依存性は大きく、乳児の線量係数は幼児のそれ？10倍を超え

るものがほとんどである。他の核種の年齢依存性は、．それほど大きくない。たとえば、乳児に対す

る放射性ストロンチウムの線量係数は、幼児に対するそれの約5倍以下となった。このようなプル

トニウム及び超ウラン元素の線量係数の特徴に対して、乳児用食品に対する指標の調整がなされ、

表4．1－1の脚注が設けられた。

表4．113　放射性核種の経口摂取線量係数（単位：mSv／Bq）（4‾2）
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4．1．4　飲食物の分類と摂取量

日本人成人の飲食物の分類と摂取量は、「国民栄養調査」（1986年：国民栄養の現状）にもとづい

て定められた。飲食物は以下の5カテゴリーに分類された。

①飲料水

②牛乳・乳製品

③野菜類

④穀　類

⑤肉・卵・魚・その他

カテゴリーごとの摂取量推定結果を表4．1・4に示す。この推定値は、放射性ヨウ素以外に適用さ

れた。

表4．1－4　年齢層別1日当りの飲食物摂取量（放射性ヨウ素以外に適用）（4‾2）

（単位：kgまたはリットル）

飲 食 物 の 種 類
成 人 鱒 児 乳 児

飲 料 水 ．1．65＊l 1．0＊2 0．71■3

牛 乳 ・乳 製 品 ＊4 0．2 0 ．5 0 ．6 ・

野 菜 類 時嶋 0．6 0．2 5 0．1 05

穀 類 ＊6＊8 0．3 0．11 0．0 55

肉 ・卵 ・魚 ・そ の 他 巾 8 0．5 0．10 5 0．0 5

全 食 品 （飲 料 水 を 除 く。） 1．6＊9 0．9 65 0 二8 1＊10

・■lICRP Publ．23（4J9）による～日当り総摂水量3，000mlから、牛乳300m1，植物中に含有される水700ml、

植物の酸化によって体内で生成する水350mlを除いた数字。結局、水道水150mlとその他1，500mlの

和である。

■2幼児についての値は、‘‘原子力発電所周辺の防災対策についで’（昭和55年6月、平成元年3月改訂、

原子力安全委員会）P．43の幼児の1日当たり飲料水摂取量によった。

■31AEA SafetySeries No．815の1年当たり260リットル（p．63のWater andbeverages）を用いた。

呵‘‘発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針”（昭和51ヰ9月28日原子力委員会決’

定、一部改訂平成元年3月27日）第5表によった。

■5葉菜こ果菜、花菜、きのこ、果実、根菜及び芋類。

◆6米、豆類等可食部が地上にあって殻で覆われている食品群として一括。

■7牛乳を除く動物蛋白質食品、牛肉以外の汚染レベルは低いと考えられる。

■8表4．卜7のうち、飲料水、牛乳及び乳製品以外の食品群を、野菜類、殻類及び肉・卵・魚・その他の3

飲食物カテゴリーにまとめた。

増厚生省国民栄養調査での、昭和59年と60年の平均は、1．35kgであった（参考値）。

＊10wHO“DerivedInterventionLevelsforRadionuclidesinFood”（4‾IO）（p．27）で乳幼児は、1年に275kg

の牛乳と275kgの水を摂取するとしている。その牛乳の275kgを1日当りにすると0．75kgとなる。（摂

5IAEA，SafetySerieSNo・81，“DerivedInterventionLevelsforApplicationinControlling

RadiationI）osesintheEventofaNuclearAccidentorRadiologicalEmergency・Principles，
ProceduresandData，’’STInUB／751，（1986）．
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取量を多めに見積もると誘導介入レベルとしては安全側の値になる。）

放射性ヨウ素について、空気中からの沈着で汚染しやすい飾食物は、飲料水、牛乳、葉菜及び果

花菜などの野菜類であり、根菜と芋類は地中にあることで沈着による汚染が無い。そこで、放射性

ヨウ素に関しては、根菜、芋類を除いた推定値が利用された。また、穀類と肉・卵・魚・その他に

ついては、放射性ヨウ素の半減期が短いことから、食品中への蓄積や人体への移行が小さいために

除かれた。以上より、放射性ヨウ素については、表4．1・5の摂取量推定値が用いられた。

表4．1－5　年齢層別1日当りの飲食物摂取量（放射性ヨウ素に適用）（4‾2）

（単位：kgまたはリットル）

飲 食 物 カ テ ゴ リー 成 人 幼 児 乳 児

飲 料 水 1．6 5 1．0 0．71

牛 乳 ・乳 製 品 0．2 0．5 0．6

野 菜 類 P．6 d．25 0．10 5

穀 類 0．13 0．11 0．05 5

肉 、卵 、 魚 介 類 、 そ ゐ 他 0．5 0．105 0．05

上記の推定のもととなった、食品摂取量の詳しいデータを、表4．1・6、表4．1・7、表4．1－8に示す。

表4．1－6▲成人食品摂取量（4・2）

食 　 品　 群
日摂 取 量 （g／日／人 ）

全 国 平 均 値

米　 類 220

葉 菜 類 10 0

・果 花 菜 類 55

根 菜 額 10 0

芋 　 類 65・

果 実 類 14 5 ．

牛 乳 及 び 乳 製 品 ■ 125

牛 　 肉 20

豚 　 肉 30

鶏 　 肉 20

卵 　 類 40

魚 介 類 100

海 藻 類 ・ 25 ＊l

上 記 分 類 以 外 340

＊1生重量に換算
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表4．1－7　飲食物摂取制限の指標導出に用いられた食品摂取量（4‾2）

食 　 品　 群

日摂 取 量 （g ／日／人 ）

実 態 調 査 指 標 導 出 用

の 数 値 の 数 値

1． 飲 料 水
－ 1，6 50

2． 葉 菜 、 果 花 菜 、 き の こ 、

　 果 実 、 海 草 ＊1
－3 3 5 4 00

3． 牛 乳 、 乳 製 品 12 5 2 00

4． 米 、 豆 類 ＊2 2 8 5 3 00

5． 根 菜 、 芋 類 ＊3 16 5 2 00

6． 肉 、 卵 、 魚 介 類 ＊4 2 10 2 00

7． そ の 他 2 4 5 3 00

飲 料 水 を 除 く合 計 1，36 5 1，6 0 0

■l可食部が地上部にあって直接汚染される食品群として一括。

◆2可食部が地上部にあって殻で覆われている食品として一括。

■3可食部が地中にある野菜。

呵牛乳を除く動物性蛋白質食品。牛肉以外の汚染レベルは低いと考えられる。（4‾2）

表4．1－8　幼児食品摂取量（茨城県沿岸地域での調査結果からの推定値）（4‾2）

食 　 品　 群

日摂 取 量 ＊ （g／日／人 ）

5 ～ 6 歳 児 0 ．5 ～1 歳児

茨 城 県 ■漁 業 成

人 で の 調 査 結 ’

果 ＊l）

米 　 類 110 55． 3 2 0

葉 菜 類 50 ・20 14 0

果 花 薬 類 30 15　＿ 120

根 菜 類 50 20 180

芋 　 類 30 ．15 50

果 実 類 75 30 －
牛 乳 及 び 乳 製 品 3 00 6 00 －
牛 　 肉 10 5 －
豚 　 肉 15 10 －
鶏 　 肉 10 5 －
卵 　 類 2 0 10 －
魚 介 類 50 2 0 3 90

海 藻 類 15 5 6 0

暮幼児の食品摂取量は放医研が東海村周辺で幼児の葉菜、ミルク、海産物の消費実態調査を行った時のデ

ータと付録第2表の成人摂取量全国平均値を比較して換算係数を求め、それを用いた推定値である。換

算係数は、5～6歳児については1／2、0．5－1歳児については1／4～1／5が用いられた。

■l地域特性の例
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4．1．5　誘導介入放射能濃度の計算

放射性核種で汚染された飲食物への対策のための介入レベルは、飲食物中の放射性核種濃度

で表わされる？そこで、ここでは介入レベルを誘導介入濃度と呼ぶ。誘導介入レベルの計算条

件は以下のとおりである。

①誘導介入濃度の飲食物を1年間摂取し続けたときに，介入線量レベルの線量に被ばくする

とする。ただし、飲食物中の放射性核種は物理学的半減期に従って減少するとする。

②放射性ヨウ素に対する介入線量レべノ早は，甲状腺等価線量（50mSv）の2／3を表4・1－5に示

した飲食物に適用し，3カテゴリーの飲食物に等分に割り当てる。

③放射性セシウム及び放射性ストロンチウムに対する介入線量レベルは，実効線量5（mSv）

で，5カテゴリーの飲食物に1（mSv）ずつ割り当てる。

④ウランについても同様とする。

⑤プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種に対する介入線量レベルは、実効線量

5（mSv）とする。（4．1．1）式によって、公衆の被ばくがこの介入線量レベルを超えないような

5カテゴリーの飲食物中放射性核種濃度を計算し、それら核種のアルファ放射能濃度の合計

に注目する。年齢による被ばく線量の差及び様々な核種の混合状況を考慮しても、公衆の被

ばくが介入線量レベルを超えないようなアルファ放射能濃度の合計を誘導介入濃度とする。

1つ以上のカテゴリーの飲食物が複数の放射性核種で汚染された場合、対応する誘導介入濃

度を（4．1．1）式で計算する（4■10）。

∑∑叢激≦l
J　　た

（4．1．1）

ここで、

C（才，た）：　飲食物カテゴリー中の女中の放射性核種才の濃度

か比（り，た）‥カテゴリーAの甲だけに核種ぼけがあるとして計算した年齢グループ

ノに対する誘導介入濃度

である。・

月払は次式で計算される。

β几ノた

〟）エ／G

ダ桝と∑材（1－eXp（－Ar））／Å
（4．1．2）

鞄：飲食物カテゴリー丘に対する年齢グループノの誘導介入濃度（Bq／kgまたはBq／扶

飲食物カテゴリーÅ中の放射能濃度で表す。

上LP：介入線量レベル

①ヨウ素の同位体及び132Tbに対して、年間の甲状腺等価線量’50×2／3（mSv）

②ヤシウム及びストロンチウムの同位体、またウランに対して、それぞれ年間の実効

線量5（mSv）

G：飲食物カテゴリーに汚染がまたがることを考慮して、介入線量レベルを割り当てたことに

よるDIL低減倍数（＝飲食物カテゴリーの数）

①ヨウ素の同位体及び132Tbに対して、G＝3
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■②セシウム及びストロンチウムの同位体、及びウランに、G＝5
・ダ：（年平均濃度）／（ピーク濃度）の値、例えば、収穫・出荷制限地域で生産されるはずの食

品のみを住民はとるのではなく、他地域から流通してきた食品もかなりとると考えられ

る。そのような希釈効果のため、実際に住民が摂取するかもしれない放射性核種の量は
減少する。この希釈効果を考慮するための係数がダである。137Csのような長半減期核
種に適用される。

①短半減期の核種である放射性ヨウ素：ダ＝1
②セシウム及びストロンチウム、及びウランの放射性同位体：ダ＝0．5

励：放射性核種ほ1（Bq）経口摂取した場合の年齢グループノの預託線量（mSv／Bq）（表
4．1－3参照）

①放射性ヨウ素に対しては、甲状腺（預託等価）線量

②セシウム及びストロンチウムの放射性同位体及びウラン、プルトニウム、超ウラン
元素に対しては、（預託）実効線量

H毎：年齢グル「プノの飲食物カテゴリーAに対する1日当り摂取量（kg／dまたはJ／d）、
r：飲食物の摂取期間（365日　と仮定）

Å：核種才の壊変定数（d－1）

物理学的半減期は、ICRPPublication38（4■11）の値が用いられた。

メ：代表核種に対する核種fの放射能の混合割合

メの値は前述の燃焼計算の結果から得られた、原子炉内放射能存在割合から求められた。

（1）放射性ヨウ素任）

（4．1．2）式で、上LP／G＝50×　2／3×1／3＝11．1（mSv）（甲状腺等価線量）として、放射

性ヨウ素の誘導介入濃度が計算された。結果を表4．1－9に示す。最小値を安全側にまるめて指

標が定められた。指標は、飲料水及び牛乳，乳製品について300（Bq／kg）以上野菜類（根菜・

芋類を除く）について2，000（Bq／kg）以上とされた（表4．1－1参照）。

表4．1－9　代表核種L31Ⅰの濃度に着目した誘導介入濃度（単位：Bq／kg）（472）

飲 食 物 カ テ ゴ リー 成 人 幼 児 乳 児 最 小 値 指 標 r

飲 料 水 1，写70 4 24 3 2 2 32 2 3 0 0 以 上

牛 乳 ・乳 製 品 10 ，000 8 4 9 3 8 2 38 2 3 0 0 以 上

野 菜類 （根 菜 ・芋 類 を除 く） 5 ，220 2，500 3，280 2，500 2，000 以 上

放射性ヨウ素に関して、表4．1・90に示した3つのカテゴリー以外の、穀類及び肉・卵・魚・その

他、が除かれてい争。これは、放射性ヨウ素の半減期が短いため、それらが食品中に蓄積する可能

性が小さく、経口摂取されないと考えられたことによる。

（2）放射性セシウム（Cs）

（4．1．2）式の介入線量レベルは、放射能濃度の比90Sr／137Cs＝0．1とし、放射性セシウムだ

けでなく、放射性ストロンチウムの寄与も含めて5（mSv）とされた。また、複数の飲食物カテ

ゴリーに汚染がまたがることを考慮して、G＝5　とし、年間の平均濃度とピーク濃度の比ダ＝0．

5　とされた。混合核種の代表核種は134Cs＋137Cs　とし、134Cs及び137Csの放射能比は燃焼度

30，000（MWd／ton）の原子炉内存在量比に基づき、0．545：0．455と仮定された。計算され

た誘導介入濃度を指標と比較して表4．1－10に示す。
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表4．1－10　代表核種134＋137csの濃度に着目した誘導介入濃度（単位：Bq／kg）（4．2）

飲 食 物 カ テ ゴ リー 成 人 幼 児 乳 児 ■最 小 値 指 標

飲 料 水 2 0 1 4 2 1 2 2 8 2 0 1 2 0 0 以 上

牛 乳 ・乳 製 品　 一 1，6 6 0 8 4 3 2 7 0 2 7 0 2 0 0 以 上

野 菜 類 5 5 4 1，6 8 6 1 ，5 4 0 5 5 4 5 0 0 以 上

穀 類 1，1 10 3 ，8 3 0 2 ，9 4 0 1 ，1 10 5 0 0 以 上

、 肉 ・卵 ．・魚 ・そ の 他 6 6 4 4 ，0 1 0 3，2 3 4 6 6 4 ■5 0 0 以 上

なお、原子炉内に生成する放射性核種89Srは、90Srに比較して早い速度で生成するため、

燃焼度が進んだ通常の状態に比較して、運転開始後2年未満の発‾電用原子炉では89Srの放射

能が相対的に高くなる。このため、30，000（MWd／ton）の燃焼度で核種の放射能存在割合を仮定

して導いたこの指標は、燃焼度が低い2年未満の原子炉には適用できない。そのような場合に

は、放射性セシウムの測定とともに放射性ストロンチウム（89Sr及び90Sr）の測定も行う必要

がある。

（3）ウラン（U）

全ての核種が234Uであると近似して，安全側のDILが評価された。なお、234Uの半減期

は、2．45×105（年）と長いの至、飲食物を摂取する1年間における放射能減衰は考えなく

て良い。表4．1－11にウランの誘導介入濃度と定められた指標を示す。

表4．1－11ウラン濃度（234U，235U，236U）に着目した誘導介入濃度・（単位：Bq／kg）（4‾2）

飲 食 物 カ テ ゴ リー 成 人 幼 塀 ．乳 児 最 小 値 指 標

飲 料水 68 6 2 2 1 2 1 2 0 以 上

牛 乳 ・乳 製 品 559 12 5 2 5 2 5 2 0 以 上

野 菜類 186 2 4 9 14 1 14 1 10 0 以 上

穀 類 373 5 6 6 2 6 9 2 6 9 10 0 以 上

肉 ・卵 ・魚 ・そ の他 224 5 9 3 2 9 6 2 2 4 10 0 以 上

（4）プルトニウム（Pu）及び超ウラン元素

プルトニウム及び超ウラン元素については、燃焼度50，000（MWd／ton）における誘導介入濃度が用

いられた。

（i）単一核種で単一の飲食物が汚染される場合

WHOガイドライン（4・10）の方法を用いて、単一の飲食物カテゴリナ（え）が単一の放射性核

種（f）で汚染され、年齢グループノの年間被ばく量が、5（mSv）の介入線量レベルに達する場

合の誘導放射能濃度皿乙（り，た）が（4Jl．3）式で計算された。

β几【Bq／kg］＝
5［mSv］

Wklkgd－．］×SulmSvBq－1】×（1／A）【d－・］（1－eXP（－AT））

4・11

（4．1．3）



ここで、

F‰：年齢グループノによる飲食物カテゴリーんの1日当り摂取量（kg／dまたはJ／d）

Sゲ：放射性核種fを1（Bq）経口摂取した場合の年齢グループノの預託実効線量（mSv侶q）

A：核種才の壊変定数（d・1）

r：　飲食物の摂取時間（365dと仮定）

である。

計算された誘導介入濃度を表4．1・12に示す。表より、もっとも誘導介入濃度が小さくなるの

は、乳児の場合の239Pu等アルファ放出核種についてで、4（Bq／kg）程度である。

（揖単一核種で全ての飲食物が汚染される場合

介入線量レベルを年間5（mSv）として、（4．1．4）式により誘導介入濃度が計算された。

皿乙（i，j，飲料水を含む全飲料物）【Bq此g】
5［mSv］

Wlkgd・．］×SulmSvBq・l］×（1／ん）［d］（1－eXP（－iLT））

（4．1．4）

ここで、耶（＝∑〟耶上）は、各年齢グループが摂取する1日当た．りの（飲料水を含む）飲食物の総

量（成人3．25（kg）、幼児1．965（kg）、乳児1．52（kg））である。表4．1・13に計算結果を示す。この結

果によると、誘導介入濃度がもっとも小さい乳児の場合、アルファ放出核種で2～3（Bq／kg）と

なる。成人の誘導介入濃度は、およそ10～30（Bq瓜g）となり、幼児と成人の値は近くなる。そ

こで、介入線量レベルを5（mSv／y）とした乳児の誘導介入濃度にもとづいて飲食物摂取制限指標

を設けることで、他の年齢グループではさらに低い被ばくに抑えることとした。

乳児の飲食物のうち“飲料水”及び“牛乳・乳製品”の合計重量1．31（kg）（全飲食物に対し

て、86％）について、指標が1（Bq／kg）と提案された。それ以外の飲食物の“野菜類’’、“穀類”

及び“肉・卵・魚・その他”合計重量0・21kg（全飲食物に赦して、14％）につ†、ての指標は

10（Bq瓜由と提案された。飲食物全体が’2種類に分けられた理由以下の2つである。

①乳児が多く摂取する飲食物の指標を低い放射能濃度して飲食物の種類をしぼり、できるだ

け速やかに対策を取るため。

②MAの指針（4・3，4・6）及びFAO／WHOの国際交易ガイドライン（4－12）にできるだけ整合させ

るため。
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表4．1・12　プルトニウムと超ウラン元素による単一核種・単一飲食物についての誘導介入濃度（4●2）

（単位：Bq／kg）

核 種 ・ 年 齢

グ ル ー プ

飲 料 水 牛 乳 ・乳 製 品 野 菜 琴 穀 類 肉 ・卵 ・魚 ・

そ の 他

238P u

成 人 36 ．2 2 9 9 9 9．7 19 9 1 19

幼 児 4 4 ．4 8 8 ．7 17 7 4 0 3 4 2 3

乳 児 4 ．8 4 5 ．7 3 3 2 ．7 62 ．5 6 8 ．8

239P u

成 人 33 ．2 2 7 4 9 1．2 18 2 10 9

幼 児 4 1．4 8 2 ．9 16 6 3 7 7 3 9 5

乳 児 4 ．5 9 5 ．4 3 3 1．0 5 9．2 6 5 ．1 ．

240P u

成 人 3 3 ．2 2 7 4 9 1 ．3 18 3 1 10

幼 児 4 1．5 ・ 8 3 ．0 16 6 3 7 7 3 9 5

乳 児 　 ■ 4 ．5 9 5 ．4 4 3 1 ．1 5 9 ．3 6 5 ．2

241P u

成 人 1 ，7 7 0 1 ．4 6 × 1 0 4 4 ，8 70 ‘　 9 ，7 4 0 5 ，8 50

幼 児 12 ，5 5 0 5 ，1 0 0 1 ．0 2 × 10 4 2 ．3 2 × 10 4
－　 2 ．4 3 × 10 4

乳 児 3 4 7 4 10 2 ，3 4 0 4 ，4 8 0 4 ，9 2 0

242P u

成 人 3 3 ．4 2 7 6 9 1 ．9 18 4 1 10

幼 児 4 1 ．3 82 ．7 1 6 5 3 7 6 3 94

乳 児 4 ．6 6 5．5 1 3 1 ．5 6 0．1 6 6．1

241A m

成 人 3 9 ．6 3 2 6 1 0 9 2 18 1 3 1

幼 児 4 9 ．0 9 7 ．9 1 9 6 4 4 5 4 6 6

乳 児 5 ．2 2 6 ．1 8 r3 5 ．3 6 7．4 74 ．1

239N p

成 人 1 ．1 1 × 10 6 9 ．2 0 ×1 0 6 3 ．0 7 × 1 06 6 ．13 × 106 3 ．6 8 ×1 0 6

幼 児 5 ．0 7 × 10 5 1．0 1 × 10 6 ’2 ．0 3 ×1 0 6 4 ．6 1 × 10 6 4 ．8 3 × 1 0 6

乳 児 2 ．3 3 × 1 051 2 ．7 6 × 10 5　　 1 ．5 7 × 1 0 9 3 ．0 1 ×1 0 6 3 ．3 1 × 1 0 6

242c m

成 人 1 ，3 6 0 1 ．1 2 × 10 4 ．‡　 3 ，7 5 0 7，5 0 0 4 ，5 0 0 ．

幼 児 6 9 2 1 ，3 8 0 2 ，・7 7 0 6 ，2 9 0 6 ，5 9 0

乳 児 6 4 ．4 76 ．2 4 3 6 8 3 2 9 15

243c m

成 人 5 6 ．0 4 6 2 15 4 3 0 8 18 5

幼 児 6 3 ．0 1 2 6 2 52 5 7 3 6 0 0

乳 児 6 ．10 7 ．2 2 ‡…　　 ■4 1．3 7 8．8 8 6 ．7

244C ふ

成 人 7 0 ．5 5 8 2 19 4 3 8 8 2 3 3

幼 児 7 3 ．5 1 4 7 2 9 4 6 6 8 7 0 0

乳 児 6 ．7 8 8 ．0 2 　　ぎ　　　4 5 ．9 8 7 ．5 9 6 ．3
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表4．1・13　Pu等超ウラン元素の単一核種で全食品が汚染された場合の誘導介入濃度（4‾2）

（単位：Bq／kg）

核 種 成 人 幼 児 乳 児

238p u 1 ．8 ×1 0 1 2 ．3 ×1 0 1 2 ．3 ×1 0 0

239p u ． 1 ．7 × 1 0 1 2 ．1 × 1 0 1 2． 1 × 1 0 0

240p u 1．7 × 1 0 1 2 ．1 × 1 0 1 1 2 ，2 ×1 0 0

24 1p u 9 ．0 ×1 0 2 1 ．3 × 1 0 3 ・ 1 ．6 ×1 0 2

242p u 1 ．7 × 1 0 1 2 ．1 × 1 0 1 2 ．2 ×1 0 0

24 1A m 2 ．0 ×1 0 1 2 ．5 × 1 0 1 2 ．4 ×1 0 0

239N p 5 ．7 ×1 0 5 ． 2 ．6 ×1 0 5 1 ．1 × 1 0 5

242c m 6 ．9 × 10 2 3 ．5 ×1 0 2 3 ．0 × 1 0 1

243c m 2 ．8 ×1 0 1 3 ．2 × 10 1 2 ．9 ×1 0 0

244c m 3 ．6 ×1 0 1 3 ．7 ・×1 0 1 3 ．2 ×1 0 0
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4．2　ICRP等の基準

4．2．1　緊急時の被ばく限度

・（1）放射線防護に関する基本的枠組

ICRPではPubl．60（4・13）で、放射線防護の目標を以下の3項目としている。

①便益を伴う放射線被ばくを伴う行為を不当に制限することがなく人の安全を確保するこ

と

②個人の確定的影響の発生を防止すること

③確率的影響の発生を減少させること

これらの目標を達成するためには、放射線防護の体系を遵守することが勧告されている。放

射線防護の体系では被ばくの視点から人間活動を（新規あるいは継続した）行為（practice）

と介入（inteⅣention）に分類し、それぞれに対して表4．2－1の体系を勧告している。

表4．2・1放射線保護の体系

新規あるいは継続 した行為 介入

①行為の正当化 ◎介入の導入は害よりも利益が大きいこと

②防護の最適化 ②介入の種類、規模、期間は最適なものであること

③個人の線量限度 ③線量限度は適用されない

（2）介入における放射線防護

介入が適用される状況として重要なものは以下の2つがあると考えられている。

①自然放射線源とくに屋内ラドン及び過去の活動に起因する有意な量の放射性物質の残

存による公衆の被ばくする状況

②事故・緊急事態

ICRPでは介入の必要性及び範由を決めるに当たって、線量限度を適用することは適当で

ないとしている。その理由として、線量限度やその他のあらかじめ定められた一定の限度を

設けることによって、必要な介入が妨げられ、得られるべき便益を失う可能性があり、正当

性の判断に混乱を起こすかもしれないからであるとしている。

介入の正当性及び最適性を判断するときは、とくに一般公衆を対象としたときには、‘社会

全体に対する影響も考慮するべきであるとしている。

（3）ICRP Publ．63

ICRP Publ．63（4・14）では、事故の場合に介入（防護措置）をとることによって免れる線量を

回避線量と呼んでいる。介入レベルとは、そのレベルになったら療定の防護対策あるいは救済

対策が講じられるようになる回避線量のレベルのことである。回避措置にともなう回避線量を

模式的に図4．2－・1に示す。

関連ある用語として、対策レベルがある。対策レベルとは、そのレベルを超えたら、提案され

た回避措置によって回避線量が介入レベルを超えることが予想されるため、救済措置あるいは

防護対策が講じ・られる線量率あるいは放射能濃度のレベルとして表現される（4・15）。介入レベル

については、ICRP Publ．40（4・16）で以下の図4．2・2のような考え方で設定される。
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図4．2－1回避線量における介入の効果（4・13）

上限線量レベル

実務的な介入レベル
を設定する範囲

下限線量レベル

≡三三三l

各々の対策が適用できる線量分類の模式図

（ICRPP・ubI．40より）

図4．2－2　介入レベル（4・16・4・17）

ICRP Publ．40の付録Cによれば、事故中期の対策のための線量当量レベルとして、食品の管

理については、最初の1年間の想定線畢当量レベルとして、上限が50mSv件、下限が5mSv件と

いう値を勧告している。Publ．40では、対策をとらないと公衆の構成員の1年の想定線量が年線量

限度（この場合はICRP Pub．26（4－18）にしたがって、公衆の線量限度5mSv／年）を超えるようにな

るならば、生鮮食品の管理が適切になると述べ、下限線量レベルとして5mSv／年としているが、事

態によっては代替の食品が得られないことも考慮して、5mSv／年よりも高い線量レベルを許容する
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こ．とも適切としている。

ICRP Publ．63ではより具体的な対策と数値が示されており、ICRP Publ．63では食品及び水

に対して、任意の1種類の食品で、ほと′んどいつでも正当化ざれる介入レベル（庖4．2－2の下限値）

の線量、並びに放射能濃度の最適値の範囲として表4．2－2に示す値を勧告している。

表4．2・2ICRP Publ．63が勧告する回避線量の介入レベル

介入措置の種類 ほ とんど常に正 当化 され

る値

最適値の範囲

1 種類の食品に対す

る制限

10m Sv （1 年間で） 1000・10000B q此g‘（β／γ放射体）

10－100B q此g （α放射体）

（4）防災指針における介入のレベル

防災指針では、防護対策を導入すべきかどうかを判断する線量として、回避線量が実効線量で1年

間で5mSv（放射性ヨウ素による甲状腺等価線量の場合は1年間で50mSv）を用いている。
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4．2．2　内部被ばくモデル全般

（1）ICRP等における内部被ばく線量評価の変遷

ICRPの専門委員会IIは内部被ばく線量評価に関する報告をICRP Pub1．2（4・19）として1959

・年に出した。しかしこの内容は、NCRP（4・20）が1953年に、ICRP（4－21）が1955年に公表した体内

線量評価に関する報告書の改訂として位置付けられるものであった。Pub1．2では、まだ実効線

量（以前は実効線量当量）という考え方笹基づく放射線防護の線量評価体系がまだ確立してお

らず、体内摂取の結果、ある臓器の被ばくによって生ずる障害が人体への影響がもっとも大き

いと考えられる「決定臓器」という考え方が用いられていた。そして、この決定臓器の線量を許

容線量（ICRP Publ．60（4・13）以降の作業者6の「線量限度」に相当する）と比較することにより、

内部被ばく管理を行っていた。摂取される化合物了は、体内に溶けて吸収されやすい「可溶性」と

「難溶性または不溶性」の2種類に分類されている。摂取の経路については、経気道及び経口の

2つが考慮されている。「難溶性または不溶性」化合部を摂取した場合は、肺または消化管の・一

部のみが決定臓器（Pub1．2の段階七は決定器官と言わないで、決定臓器という訳を用いている。）

となると考えられるため、それら以外の臓器の線量評価を行うためのモデルは示されていない。

「可溶性」化合物を摂取した場合は、この化合物が肺から体内に取り込まれるか、または消化管

から吸収されて体内に取り込まれ、決定臓器に達するという経路を辿るというモデルを使用し

ている。なお、摂取された放射性物質の移行は一方通行であり、リサイクルの経路はない。決

定臓器に取り込まれた放射性物質は物理的半減期と生物学的半減期を併せた実効半減期で減衰

すると仮定されている。この段階では排泄経路はモデル化されていない。

このICRP Pub1．2の考え方をそのまま引継ぎ、バイオアッセイによる尿及び糞中への排泄

率から初期摂取量の評価方法を加えたものが、Publ．10（4・22）である。・

プルトニウム、アメリシウムを中心とするアクチノイドの呼吸器系モデル及び代謝モデルに

ついて、専門委員会2のタスクグループによってICRP Publ．19（4・23）の報告書が示された。こ

の報告書では、ICRP肺動力学タスクグループ（4・24）が開発した呼吸器系へのエアロゾルの沈着と

クリアランスのモデルを改訂したものが示されている。このモデルではエアロゾルの沈着部位

は粒子径に依存するとし、化合物の化学形により、呼吸器からのクリアランスが異なるとして

クリアランスの速度によりD，WYの3つのクラスに分類している。このD，WYのクラス分類

が、「可溶性」と「難溶性または不溶性」の分類を発展させたものと考えられる。そして肺及び消

化管から体内に吸収されたプルトニウム等のアクチノイド元素が肝臓、骨、腎臓などに移行し

て沈着するモデルが記述されている。Publ．19　に示されたモデルの考え方は後にICRP

Publt30で使用される作業者の内部被ばくのモデルのプロトタイプとなっている。

ICRP Publ．20（4・25）ではカルシウム、ストロンチウム、バリウム、ラジウムなどの骨に集ま

りやすいアルカリ土類の体内動態を表すモデルが示された。

’ICRP Publ．26（4・18）で定義され、それに引き続くストックホルム声明で明確に用語の命名が

された「実効線量当量」の概念が放射線防護の線量として使用されるようになったため、体内摂

6放射線防護の分野では、職業として放射線作業に従事する者を作業者と呼ぶ。少数の例外を除けば、
作業者は成人である。
7内部被ばくモデルでは、摂取した物質の化学形（例えば、酸化物、水酸化物、炭酸塩、ハロゲン化
物など）により、体内での挙動が異なるため、通常、摂取した物質を化学形に着目した表現で「化
合物」という用語を使用する。この用語はICRPの日本語訳（文献4－21等）でも使用されている用
語である。
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取が生じた場合に、被ばくによる影響が有意となる可能性がある全ての器官・組織の線量を評

．価する必要性が生じた。ICRP Publ．30には複数のコンパートメント間の移行を示す呼吸器系

モデル、胃腸管モデル、代謝モデル（体内動態モデル）が按合されて使用され、約90の元素の

酸化物、水酸化物、硫化物∴硝酸化合物などの成人の体内での代謝挙動が統一的に示された。

そして、線源となる器官（線源器官）中の核種の存在量と被ばくを受ける器官（標的器官）の

被ばく線量を関連つける比実効エネルギー（SEE）という係数が使用されるようになった。

Publ．30に記載された対象核種は主に原子力施設で生じる放射化物、及びRI化合物であり、加

速器施設で生じる短寿命核種及び検査用放射性医薬品などは対象の範囲外とされたようである。

プルトニウムはICRP Publ．30（partl）（4・26）に示されたが、その代謝パラメータは改訂された。

改訂の議論の過程はICRP Publ．48（4・27）に示され、その改訂の結果はICRP Publ・30（part4）

（4・28）として出版された。Pub1．2からPubl．30までの内部被ばくに関するICRP出版物の概要を

表4．2－3に示す。

その後、チェルノブイリ事故以降、作業者のように成人だけではなく、公衆の内部被ばくも

対象になるにつれて、乳児、幼児、子供も含む代謝モデルが開発された。セシウム、ストロン

チウム、ヨウ素、プルトニウム、アメリシウムなどめ12元素に関する公衆の体内動感モデルは

ICRP＿　Publ．56（4・7）に初めて示され、それに基づいた経口摂取と吸入の線量係数が計算された。

ここで使用されたモデルはコンパートメント間の移行の中に、ヨウ素のモデルを除けば、従来

表現していなかったリサイクルの経路を含むものであった。

ICRPの基本勧告であるPubl．26の改訂として、ICRP Publ．60（4－13）が勧告され、「実効線量

当量」という用語が「実効線量」に変わったが、概念はほぼ似たものであった。

一方、内部被ばく線量評価に大きな影響を与えたのは、ICRP Publ・66（4■29）の新呼吸器道モ

デルであった。新呼吸気道モデルはICRP Publ．30の呼吸器系モデルと全ての点で大幅に改訂、

拡張されたものであった。Publ．30のクリアランスクラスD，WYは呼吸器から血液への溶け込

み易さという概念に変更され、クラス分類はタイプRM，Sに変更された。

ICRP Publ．67（4・5）では、Publ．56の元素に加え全部で24元素につし「て公衆の体内動態モデ

ルが作られ、経口摂取の線量係数が示された。特にプルトニウムに対しては、このICRP

Publ．56のコンパートメントが改訂された詳細な体内動態モデルがICRP Publ．67に示された。

ICRP Publ．67の特徴はプルトニウムの尿中排泄経路にある器官であるの膜胱の追加とそれに

伴う腎臓モデルの詳細化、及び軟組織等の代謝モデルの詳細化であった。これ以降に示された

プルトニウムの内部被ばく線量評価に関連するモデルは、一部乳幼児のパラメータ（4■30）を除けば、

Publ．78（4－31）までは、全てICRP Lpubl．67に示されたモデルにそのまま従っている。

ICRP Publ．69（4・32）では、ウランを含む4元素について公衆の体内動態モデルが作られ、経

口摂取の線量係数が示された。ウランに対しては、このICRP Publ．69に新呼吸器系モデルを

用い、かつ一部のコンパートメントが改訂された代謝挙動モデルが示された。改訂された部分

はプルトニウムと同様に排泄経路にある器官の膜胱の追加．とそれに伴う腎臓の詳細化、及び軟

組織等の代謝モデルの詳細化であった。これ以降に示されたウランの内部被ばく線量評価に関

連するモデルは、Publ．78までは、全てICRP Publ・69に従っている。

その後、ICRP Publ．71（4・30）では、Publ‘67とPubl．69で対象とした元素を含む31元素につ

いて公衆の体内動態モデルを示し、吸入摂取の線量係数が示された。’作業者の内部被ばく線量
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係数及び個人モニタリングに関するデータはそれぞれ、ICRP Publ．68とPubl．78に示されて

いるが、どちらもPubl．67とPubl．69で用いた公衆モデルの成人の体内動態モデルを用いてい

る。

NRPBではチェルノブイリ事故に先立つ1984年に、公衆を対象とした体内動態モデル及び

線量評価モデルの開発を実施し、NRPB・GS3（4・33）に示している。NRPB・GS3では公衆を1歳

児、10歳児、成人の・3年齢群に分類した。ICRP Publ．30は、作業場で働く作業者（成人作

業者）の内部被ばくの線量評価モデルを示したが、このNRPB－GS3は公衆（1歳児、10歳児、

成人）の内部被ばく線量評価モデルに、作業環境と一般環境の物理化学形の相異を一部考慮に

入れてICRP Publ．30の考え方をほぼ拡張したと位置づけることができる。子供の線量評価

には体の大きさ、臓器の大きさ並びに臓器間距離等を考慮している。しかし、子供の代謝デー

タは、ヨウ素などの特別な代謝データがある場合を除いては、全てICRP Publ．30で使用し

ている成人のデータを用いている。なお、プルトニウム、アメリシウム、キュリウム、ネプツ

ニウムについては作業環境とは異なる一般環境での物理化学形を考慮して、消化管からの吸収

率（fl値）にICRP Publ．30とは異なった値を与えている。

ICRP Publ．60での放射線荷重係数の設定及び、組織荷重係数の改訂を反映して1991年に

NRPB・R245（4●34）出された。NRPB－R245では年齢群をICRP Publ．56と同様の6群に拡張し、

Publ．56で扱っている12元素のモデル及びパラメータについてはICRP Publ．56の値を用い

ている。

NRPB・R245は水素、炭素、硫黄、コバルト、ニッケル、亜鉛、ストロンチウム、ジルコニ

ウム、モリブデン、テクネチウム、ルテニウム、銀、テルル、ヨウ素、セシウム、バリウム、

セリウム、鉛、ポロニウム、ラジウム、ウラン、ネプツニウム、プルトニウム、アメリシウム

の25元素について扱っており、消化管からの吸収率を示すfl値は、NEA8専門家グル」プの

勧告値（4・35）に従っている。

8NEA（NuclearEnergyAgency）原子力機関：OECD（OrganiSationforEconomicc0－0peration
andDevelopment経済協力開発機構）の専門機関の一つ。（外務省ホームページ

http：〟www．mofh．go．jp／mo払j／gaiko／atom／oecd＿nea．htmi　参照）
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表4．2・3ICRP Pub1．2から30までの内部被ばくに関するICRP出版物

（ただし、Publ．56も含む）

IC R P P u b 1番

　 ロ　 了

レポー トで示 した 内部

被 ば くモ デル

備 考

2 作 業者 を対 象 とした 関 ・ 体 内 動態 モ デル は 「可溶 性 」 と 「難 溶 性 」

（19 6 0） 連臓 器 （及 び 決 定臓 器 ） につ い て の単 純 な コンパ ー トメ ン トモ デ ル

の線 量評価 のモ デル を使 用

・ 線 量評 価 用 には 各臓 等 を半径 の異 な る水 球

モデ ／レで近 似 し、放 射線 は放 射性 物 質 の あ

る臓 器 の みが被 ば くす る と仮 定

10 P u b 1．2 の バ イ オ ア ッ 排泄 モデル の み で あ り、体 内動態 モデル の記 述

扁 6 8） セ イ モ ニ タ リン グのた

め の排泄 モ デル とデ ー

タ

は ない。

19

（19 7 2）

呼吸 器 系の ク リア ラ ン

ス モデル 及 び プル ト■ニ

ウム とア クチ ノイ ド元

■素 の体 内動態 モデル

I C R P 　P u b l ．3 0 の呼吸器系モデルの原型

2 0 ア　 ル　カ　 リ　 土　類 I C R P 　P u b l ．3 0 のアルカリ土類の体内動態モ

（19 7 3） （C a，馳 B a，R a）の体 内

動 態モ デル

デル の原 型

30 作 業者 の実 効 線量 当量 ・ 複 数 の コ ンパ ー トメ ン トを用 いた 体 内 動 簡

（19 7 8・19 8 7） と組織 線量 当量評価 の モ デル

モ デル ・ 比 実効 エネ ル ギー （線塀器 官→標 的器 官 ）

（S v侶 q）とい う考 え方 を用 い、体 を人体 数 学

フ ァン トムで 表現 して線 量計算 を行 う。
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（2）ICRP Publ．2

ICRPの第二専門委員会は内部被ばく線量評価に関する報告をICRP Publ．2（4・19）として1959

年に出した。しかしこの内容は、NCRP9（4・20）が1953年に、ICRP（4－21）が1955年に公表した体

内線量評価に関する報告書の改訂として位置付けられるものであった。Pub1．2では、まだ実効

線量（以前は実効線量当量）という考え方に基づく放射線防護の線量評価体系が確立しておら

ず、体内摂取の結果、ある臓器の被ばくによって生ずる障害が人体への影響がもっとも大きい

と考えられろ「決定臓器」（Pub1．2の段階では決定器官と言わないで、決定臓器という訳を用い

ている。）という考え方が用いられていた。

決定臓器を決める判断基準としては、以下の因子が考慮される。

①　放射性物質を最も多く蓄積する。

②　全身の健康にとってその臓器が必要不可欠である。

③放射性扱種が体内に入ることで障害をうける。

④臓器の放射線感受性が高い。

そして、この決定臓器の線量を許容線量（ICRP Publ．60（4－13）以降の作業者の「線量限度」に相

当する）と比較することにより、内部被ばく管理を行っていた。摂取の経路については、経気

道及び経口の2つが考慮されている。

ICRP　■Pub1．2では、経口摂取については、摂取される化合物は、体内に溶けて吸収されやす

い「可溶性」と「難溶性または不溶性」の2種類に分類されておらず、関連臓器（Organ of

re鈷rence：関連臓器という概念は、摂取した放射性核種が移行する臓器を意味していると考え

られる。関連臓器は決定臓器の候補ということになる。）に達する割合は係数んで表される。こ

の係数は経口摂取された放射性核種が血液に達する割合ちと血液中の放射性核種が関連臓器に

達する割合丘の積で表現される。

経気道による場合、呼吸器中での「可溶性」化合物と「難溶性または不溶性」化合物についての

分類はされており、「可溶性」化合物と「難溶性または不溶性」化合物の滞留は表4・2・4（ICRP

Pub1．2の呼吸器系モデル）に示すとおりである。これはきわめて単純なモデルではあるが、呼

吸器系の沈着とクリアランスを示すモデルと考えることができる。吸入により人体に摂取され

た化合物が関連臓器に達する割合名は可溶性化合物の場合は、

£＝（0．25＋0．5差）£　……………（4．2．1）

£＝0．5（消化器系の一部が決定臓器の場合）…‥（4㌧2．2）

であらわされる。

「難溶性または不溶性」化合物に対しては、

£＝0．12（肺が決定臓器の場合）…　……（4．2．3）

£＝0．62・（消化器系の一部が決定臓器の場合）・・・（4．2．4）

9NCRP（米国放射線防護測定審議会）（National Council on Radiation Protection　and

Measurements）：放射線の防護と測定に関して、先導的な共通の科学的知見としての情報と、ガイ

ダンスと勧告を明確にし、かつ広めることを目標としている。審議会は、NCRP資料の開発と出版

が公衆の利益に重要な貢献をできるよう常に、注意を払っている。また、審議会は、放射線防護と

測定について科学的取組みと関連組織との協力を、責任をもって進めることを使命としている。
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となっており、かつての1955年に出されたICRP勧告（4・19）（1958年勧告以前の論文）の表C．ⅤⅠⅠ

には式（4．2．4）の値は、

£＝0．62（卜石）（消化器系の一部が決定臓器の場合）‥・（4．2．4）

となっている点が、ICRP Pub1．2と異なっている。1955年に出されたICRP勧告（4・19）の表C．ⅤⅠⅠ

は、内部被ばくの線量評価をよくまとめた表であり、Publ．立の原型になっていると考えられる。

「難溶性または不溶性」化合物を摂取した場合は、肺または消化管の一部のみが決定臓器とな

ると考えられるため、それら以外の臓器の線量評価を行うためのモデルは示されていない。「難

溶性または不溶性」のプルトニウム化合物の肺に滞留する生物学的半減期は1年（365日）であ

り、表4．2－4に示された120日とは異なる。

ICRP Pub1．2の表12にはんと丘の値が核種ごとに示されている。この表に注記はされてい

ないが、名は全て「可溶性」化合物の値であると考えられる。

かつての1955年に出されたICRP勧告（4・19）（1958年勧告以前の論文）の表C．VlI（表4．2－6

に示す。）には、化合物は「可溶性」化合物と「難溶性または不溶性」化合物に分類され、経口と経

気道（吸入）により、決定臓器への初期沈着割合を評価する合理的な式が示されていた。その

評価式がPub1．2でどのような位置づけになったのかは明記されていない。

「可溶性」化合物を摂取した場合は、この化合物が肺から体内に取り込まれるか、または消化

管から吸収されて体内に取り込まれ、関連臓器に達するという経路を辿るというモデルを使用

している。そのモデルを図4．2・3に示す。なお、摂取された放射性物質の移行は一方通行であり、

リサイクルの経路はない。関連臓器に取り込まれた放射性物質は物理的半減期と生物学的半減

期を併せた実効半減期で減衰する単一のコンパートメントモデルで表現される。関連臓器間の

核種の移行はモデルに表現されていない。当然、排泄経路はPub1．2の段階ではモデル化されて

いない。

決定臓器及び関連臓器の線量評価は表4．2・5（ICRP Pub1．2の成人の臓器の有効半径）の各

臓器の有効半径を用いて計算される。考え方としては、各臓器を表4．2－5に示された有効半径を

持つ球にモデル化し、その球の中心の放射性核種が、ICRP Pub1．2の表12に示された実効半

減期で存在すると仮定する。そしてその球の光電効果10のみによる吸収エネルギーを臓器質量で

除したものを吸収線量（rad）としている。したがらて、コンプトン散乱11で発生した電子のエネ

ルギー沈着は考慮されていない。人体への影響を考慮したRBE線量（後の線量当量または等価

線量に相当）■は、ICRP Pub1．2に示されたRBE（生物学的効果比）と分布の不均等さと放射

性感受性を考慮に入れた障害係数nの積で重み付けしたものである。

10物質に光があたって電子が飛び出す現象。
11ガンマ線やエックス線が電卓と衝突して進行方向を変える散乱。
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表4．2－4ICRP Pub1．2の呼吸器系モデル（4－21）（日本語訳）

肺における粒子状の物質の滞潤は，その粒子の大きさ，形および窄鼠

またその物質の化学的な形態や，その人に口呼吸の習慣があるかどうか

というような多くの国手に依存する．しかし特別のデ㌧－タがかけている

場合は，その分布は次のようであると仮定する・

分　　　　　　布
易溶性の化合物

（％．）
その他の化合物

（％）

呼気とともに堺田されるも
の

呼吸器の上部にたまり，
その後のみこまれて消化
管に入るもの．

．肺（呼吸器の下部）にたま
るもの

25

50

25

（これな溶けて体内
にとりこまれる）

25

■　このうち，、半分は24時間以内に肺から出されてのみこまれる．従ってのかこまれるも

のは合計62古％となる．残■苛の12を％は120日の半減期で肺に滞溜する・この暴食，この部

分は体液中にと刀こまれると仮定する．

4－24



表4．2－5ICRP Pub1．2の成人の臓器の有効半径（4●21）（日本語訳・）

1紺，刑（g） 全身＊に対する　％ 有効半径，ズ（cm）

全　身＊

筋　肉

皮膚および皮下組織†

膵　肪

骨

骨髄をのぞく
赤色骨髄
黄色骨髄

血　液
消化管＊
消化管の内容物

大勝下部

胃

部
腸
上勝

臓

小
犬

肝
臓
肺（2）
タンパ組織

腎　臓（2）
心　臓

陣　腋
膀　胱
膵　晰

唾液腺（6）
皐　丸く2）
脊　髄

眼　球（2）
甲状腺
歯

前立腺
副腎（野上俸）（2）

鱒　腺
卵　巣（2）
腑下垂体
松果体

副甲状腺（4）
そのほか（血管，軟骨，神経など）

70，000

30，000

6100

10，000

0
　
0
　
0
　
0
　
0

0
　
0
　
0
　
0
・
0

0
　
5
　
5
　
4
　
0

7
　
1
　
1
　
5
　
2

550
5
0
∞
3
5
0
0
0
0
0
0
∞
0
0
0
0
5

0
5
0
・
和
5
0
40
3
0
3
0
2
0
2
0
2
0
2
0
1
0
8
0
．
0
．
0
．
叩

1
2
1
1
7
5
人
U
7
3
3
1
1
3

1
1
1
1

100

43

8．7

14

l
　
1
　
7
　
9

0
　
2
　
2
　
7
　
2

1

2．4

2．1

1．4

1．0

0．43

0．43

0．21

0．21

0．10

0．071

0．057

0．043

0．043

0．029

0．029

0．029

0．029

0．014

0．011

8．6×10－6

2．9×10－6

2．1×10－6

0．56

1

0
　
0
　
0
　
0

3
　
3
　
　
　
2

5

5
　
0
　
0
　
5
　
0
　
5
　
0
　
　
　
7
　
7
　
7

1
　
3
　
　
　
1
　
1
　
1

＊　消イヒ管の内容物をふくまない．

†皮蘭のみの質丑は20∞gとしてある．
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表4．2－61955年に出されたICRP勧告（4‾19）

（1958年勧告以前の論文）の表C．ⅤⅠⅠ

A mnく▲RY OT▲訊MqTO朽▲NDm m Y仙VBⅦEDが卿OM m O甘馴OTm

仙僻耳LE Y▲iVB L通　が　T▲且LE GVm

TyF d T耶Or Cdtid Fmdonhi血皿y Wd由td hb£Or
H山nik

Eqlladonu宋d
hrhdhg

致押山○nll托d
hr6nding

血血Ⅴ亡 叩 r亡 血亡 血 d h 亡拓如鵬亡n亡喝γ ddd m 四・ tod h dy
皿■t血l ddd o呼皿 匹r血呼止on

ヱg（R E）〝
○冨n OOnC．

叩C）
bud tn
（す）

Sohbk

l血 don Lunp ムコケ25（トーム〉おばⅥduCh
plnFl也由h
C01Wmn50r
Ta上leGV

I000 Ti亡I血y 】叫．C9 Eq．C7

Oqpn l鼓d b
001皿n4d
TiueGV d
怒 撼

恕 怒5憎

001111はb 6，ほ，
叫d190rT■ble
GⅣ

Ⅴ血elOth
pir亡n血虚血
∞lumn50r
Tlbk GV

監慧毘誠 VduCd rが▼亡n
h t01u工nn 60r
TabIeCV一

叫・C9 Eq，C60rC7

山野Bdon 0曙in 伽dh Vdut50！．ん
pVqlh 01u皿
字義 ；恕80r

Vdu亡mtb
監禁票㌢

T止血CV

監怒邑8品 Vill沌lOrr ・Eq・CIO Eq・060rC7
悉㌫ガLd

d Ⅷ830r
TibkC．Vm

苦等麗 1岩野

ln靂○旭k
血

】山かdy
血bk

Inh血血 L叩 ム白か12 射止Ⅵ血鷹h
prtn也由h
血 50r
Ti血IeC．Ⅴ

IOOO Tlb は○血叩 Eq．C9 】鴎．C7

急患 d血 J E10・ぬ（11 ）用いmhLb
pm 血由虚
血 50l
T止Ik C．Ⅴ

Vdue11iSkd
豊麗 晶

Vdvd正札も，
生血dち伽dh
恐 邑智

Eq・C15 R且do

hg亡Sdon 会恩 J血 ノこ＝（td ） l亨tⅥduein
p沌也虚血
00llⅡ8850r
TiblCCV

Vdu亡Ilぬd
h d 皿 3
orT▲blcCⅥ

Vdue Or〟，ん，
霊£空ヲ孟

．Eq．C14 Rado

6。rTa鋸 Ⅵ

Noue
騨

旭
（如bm血 ）

Tod 』dY Cdqm 50r
Tibk C V

70｝000 VduB Or7；
伊Yenh d m
30rT8bkCV

Eq，CI7

経口摂取

肺

＊1消化管は胃、小腸、大腸上部、大腸下部の4つのコンパートメント。

＊2関連臓器は複数の場合もある。

図4．2－3ICRP Pub1．2の体内挙動モデル（4・21）（日本語訳）
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（3）ICRP Publ．10

ICRPの第四専門委員会が1968年に出ノした報告書である。使用している体内挙動モデルとそ

のパラメータ、並びに線量評価の考え方はPub1．2と同じものを用いている。Pub1．2と異なる点

は、「可溶性日昌難溶性または不溶性」という用語を「亘搬性」化合物と「非可搬性」という表現に

変えている点と、プルトニウムなどのバイオアッセイが必要な核種に対しては、尿及び糞中の

排泄率式が示されている点である。しかしこ　この排泄率式は血液に摂取された量と尿及び糞中

の排泄率を関連つけるものに過ぎず、代謝挙動を示すモデルに関連付けられていない。
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（4）ICRP Publ．19

プルトニウム、アメリシウムを中心とするアクチノイドの呼吸器系モデル及び代謝モデルに

ついて、第2専門委員会のタスクグループによってICRP Pub．19の報告書が示された。この

報告書では、ICRP肺動力学タスクグループが開発した呼吸器系へのエアロゾルの沈着とクリア

ランスのモデルを改訂したものが示されている。ICRP肺動力学タスクグループのモデルを表

4．2－7と図4．2－4に、ICRP Publ．19の呼吸器系クリアランスモデルを表4．2・8に示す。ICRP

Publ．19のモデルはICRP肺動力学タスクグループの■モデルとコンパートメント形状は同じで

あるが、クリアランスのパラメータが少し改訂されている。これらのモデルではエアロゾルの

沈着部位は粒子径に依存するとし、化合物の化学形により、呼吸器からのクリアランスが異な

るとしてクリアランスの速度によりD，WYの3つのクラスに分類している。このD，WYのク

ラス分類が、ICRP Publ・2の「可溶性」及び「難溶性または不溶性」の分類を発展さ撃たものと

考えられる。そして肺及び消化管から体内に吸収されたプルトニウムが肝臓、骨、腎臓に移行

して沈着するモデルが記述されている。Pub．19　に示されたモデルの考え方は後にICRP

Publ．30で使用される作業者の内部被ばくのモデルのプロトタイプとして位置付けることがで

きる。

表4．2・7　ICRP肺動力学タスクグループのモデルのパラメータ（4・24）

Cla∬（D）　　　Caぶ（W）　　　Cl誠（Ⅵ

N－P　（a）　　4mh仲・50　　　4m叫0．10　　　4mh仲．01
（b）　　4m叫0・50　　　4min／0・90　　　4叫．野

d
．
叫

′

l

t

（ i慧欝3　王慧鎚i慧鎧
何
の
㈲
㈲

30m叫0．80
工La．

30mh仲．20

90dap／0．15
124叫．40

90days／0．40

90days仲．05

360血叩仲．05
24h・仲．00

360血野付．40
360days／0．15

Lympb 30m叫1・00　　90血叩／1・00　　360days／0．10

Note：Thefizstvalueisthe bi01dgicalhdLl血C；the secondis the

rcgionalfhction・TもelyznphaticdemccforClassYcompoundsindi仏teS

thata10petcentrcgionalfrac血nfollowsa360JaybiologiCalhalLltine．
neremmiing90Percentisprestnedtobcpemanendyretainedinthe
nodesandis＄u旬ectodytoradioacdvede仏y．
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FIG．15．

図4．2・4　ICRP肺動力学タスクグループのモデル（4・24）

表4．2－8　ICRP肺動力学タスクグループのモデルとパラメータ（4・23）

A脆ⅧEDCoNSTANTSFORUsEⅥⅧTGLMCLEARANCEMoDEL†

Re由On Pa也way

Compounddla∬

P） （W） m

M ．■

TJi

P

L

（わ 0．01d／0．5 0．01d／0．1 0．01d／0．01

¢） 0．01d／0．5 0．4d／0．9 0．4d／0．99

¢） 0．01d／0．95 0カld／0．5 ■0．01d／0．01
（d） 0．2d／0．05 0．2d／0．5 0．2 d／0．9，

（匂 0．5d／0．8 50d／0．15 5（泊d／0．05
の － ld／0．4 ld／0．4
短）■ － 50d／0．4 5（氾d／0．4

（b） 0．5d／0．2 50d／0．05 500 d／0．15

（i） 0．5d／1．0 50d／1．0 1000 d／0．9

Lyrnph
nodes（L）

B
 
L
 
O
 
O
 
D

NqSOPI℃rynX

Region（N一円

G
 
L
 
T
R
A
 
C
T

†ThefirstYaluelistedisthebiologicalhalf・lift；thesecondistheregional
舟action．
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（5）ICRP Publ．30

ICRP Publ．30には複数のコンパートメント間の移行を示す呼吸器系モデル、胃腸管モデル、

代謝モデルが接合されて使用され、約．90の元素の酸化物、水感化物、硫化物、硝酸化合物など

の成人の全身での代謝挙動（体内動態）が統一的に示された。呼吸器系モデルは享CRP Publ・19

に示されたモデルが原型となっている。そのモデルを表4．2・9に示す。そして、線源となる器官

（線源器官）中の核種の放射能量（Bq）と被ばくを受ける器官（標的器官）の被ばく線量（Sv）を関

連つける比実効エネルギー（SEE）という係数が使用されるようになった。この係数は図4．2－5

に示される人体数学ファントム12に基づいて計算される量である。Publ．30に記載された対琴核

種は主に原子力施設で生じる放射化物及びRI化合物であり、加速器施設で生じる短寿命核種及

び検査用放射性医薬品などは対象の範囲外とされた。プルトニウムの代謝モデルはICRP

Publ．30（paれ1）に示された。このモデルでは並行に骨と肝臓、及び生殖腺に移行することを

示すコンパートメントで表現されている。プルトニウムの左のパラメータはその後一部改訂さ

れた。改訂の議論の過程はICRP Publ．48に示され、その改訂の結果はICRP Pub1．30（part4）

として出版された。ウランもまたICRP Publ．30（partl）に示された。土のモデルでは並行

に骨と腎臓に移行することを示すコンパートメントで表現されている。ICRP Pllbl．30の段階、

の代謝モデルは、骨や肝臓から直接に排泄されるモデルとなっており、腎臓や膜胱を通じて尿

として排泄される経路は表現されていない。

12人体及び臓器を数学的な複数の幾何形状で模擬したもの。
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表4．2・9　ICRP Pub1．30の呼吸器系モデルとパラメータ（4・26）（日本語訳版）

専門委員会2の報告

DNlt，

▲L■睾1
lt・l・
lす

埠≡

1管

h∴

一年

；I 阜！、

：≡や

≡薄 箪

ク　　　　ラ　　　　ス

領　　　域
コ：′ノミ

トメソ
D W Y

T

坤∴≡十号：．字＝一旬∴∴；至．∵∵坤∴て≡二苧≡≒
0．01　0．5　　　0．01　0．1　　　0．01　0．01

0．01　0．5　　　0．40　　0．9　　　　0．40　　0．99

r　　　　¶　　　ア

N－P

臼h＿P＝0．30）

T⊥B

（かトb＝0．08）

0．01　0．95　　0．01　0．5　　　0．0工　　0．01

0．2　　　0．05　　0．2　　　0．5　　　　0．2　　　0．99

駄5　　1．0　　50　　　1．0　1000　　　　0．9

n追．　n．a．　皿．＆．　　ma．　　00　　　　0．1

呼吸器系からのクリアランスを記述するために用いられる数学的キデル
除去の半減期孔から刑の値と各領域内のコシバートメソト間の割合F．からFlの

億は，残留している物質の3つのクラス別に，この国の蓑の部分に与えられている。

瓜吊」‰ふおよびか，と′して与えられている値（最左欄）は，AMADが1〝mのェー
Pゾルの各簡域への沈着割合である。上の模式図払　4つの呼吸器領牒廿トもT－B，P

およびLの中の食からiまでのコソバートメソトからのいろいろなクリアランス経路を
表す。ma．ほ適用されないという意味を表す。
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図4．2・5　SEE（比実効エネルギー）を計算するための人体数学ファントム
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（6）ICRP Publ．56、67、69、71、及び78

（a）Publ．30以後の内部被ばくモデル

ICRP Publ．30までは作業者、すなわち成人のモデルであった。しかしその後、作業者のよ

うに成人だけではなく、公衆の内部被ばくも対象になるにつれて、乳児、幼児、子供も含む代

謝モデル（体内動態モデル）が開発された。年齢区分は以下の表4．2－10のとおりである。

表4．2・10　線量評価のための公衆の年齢区分

年齢区分 適用年齢範囲

3 ケ月児（乳児） 0～12 ケ月

1 歳児 1 歳 ～2 歳

5 歳児 2 歳 ～7 歳

10 歳児 7 歳 ～12 歳

・15 歳児 ．12 歳～17 歳

成人 18 歳以上

公衆のプルトニウムに関するこの代謝モデルはICRP Publ．56に初めて示された。このモデル

はコンパートメント間の移行の中に、従来表現していなかったリサイクルの経路を含むもので

あった。このモデルを図4．2－6に示し、パラメータを表4．2－11に示す。

ICRPの基本勧告であるPubl．26の改訂として、1990年にICRP Publ．60が勧告され、「実

効線量当量」という用語が「実効線量」に変わった。概念はほぼ似たものであったが、組織荷重係

数WTの数値が更新されたため、Pub．60以前に出たPub．56は内部被ばく実効線量への換算係

数を変更する必要になった。なお、内部被ばく線量評価に大きな影響を与えたのは、ICRP

Publ．66に示された新呼吸器道モデルであった。新呼吸気道モデルはICRP Publ．30の呼吸器

系モデルを全ての点で大幅に改訂、高度化したものであった。Publ．30のクリアランスクラス

D，WYは呼吸器から血液への溶け込み易さという概念に変更され、クラス分類はタイプRM，S

に変更された。

ICRP Publ．60以降に出された内部被ばくに関する出版物は表4．2・12に示すとおりである

（ただし、Publ．56も含む）。なお、防災指針における飲食物摂取制限と関連する放射性核種の

体内動態モデルが記載されているICRP出版物を表4．2・13に示す。
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表4．2－12ICRP Publ．60以降の内部被ばくに関するICRP出版物

（ただし、Publ．56も含む）

I C R P 　P u b 1 番 レポー トの 目 対象 元 素 年 齢飯 存 体 内動 態モ デル の記 述 ．

⊂コ写 的 （下線は防災指針に

あるもの）

5 6 公 衆 の 年 齢 依 H，C，塾，Zr，N b， 本 文 中 に左 記 の 元 素 の 体 内 動 態 モ デ ル

（19 89） 存 の線 量係 数

（経 口 及 び 吸

入 ）

R uエ麹 ，C e，王辿 ，

金型，N p

と移 行係 数

6 7 公 衆 の年齢 依 S Cゝ o，N i，Z n ，S r， 付属書 A ：アルカ リ土類元素 （塾，R a，C a な

（19 9 3）． 存 の線 量係 数 Mo，Tb，A g，Tも，B a ど），P b 体 内動 態 モデル と移 行 係

（経 口の み） ，P b ，P o，R a 数

付属書 B ：空也金型，N p 体 内動 態モ デ ル と移

行係 数

付属書 C ：H ，C ，Z r，N b，R u l ，虫 ，C e，

塾 ，皇壷，N p （IC ．R P 5 6 に P u b．6 0

の組 織 荷 重係 数 を適 用 した線

量係 数 表 改訂）

6 8 作 業 者 の 放 射 H，F e，Z n，S e，Nも， 体 内 動 態 モ デ ル とノ〈ラ メ ー タ は

（1甲 4） 性 核 種 摂 取 の Sr，Zr；Mo，Ag，Sb， P u b l ．6 9 ，6 7 ，5 6 ，3 0 （新しいものを優先的

■線 量係数 Tb，I，B a，C e，P b，

Po，R a，T h，U，N p

、P u ，A m

に） 使 用

6 9 公 衆 の年 齢依 Fe，S e，S b，Th，望 本 文 中 に 左 記 の 元 素 の 体 内 動 態 モ デ ル

（19 9 4） 存 の線量 係数

（経 口のみ）

と移 行 係数

7 1 公衆 の年 齢依 H，C，S，C a，Fe，C o 付属書 A ：C a の体内動態モデル とパ ラメータ

（19 9 5） 存 の線量係 数 ，N i，Z n，S e，塾 ，Z r； 付属書 B ：c m の体内動態モデル とパラメータ

（吸入 のみ） N も，M o ，T b ，R u ， 付属書 C ：P b，R a，恥，T b，U の摂取に伴 う子孫核

A g，S b ，恥 ，王，£呈，B 種の体内動態モデル とパ ラメータ

a，C e，P b，P o，R a ，

T h，望，Np，王』，

金型，C 型

＿付属書 D ：吸収 タイプR M ，S への化合物の割振

7 8 作 業 者 の 内 部 H，Fe，Co，S r，Ru，I 2 0 0 6 年 現 在 内 部 被 ば くに 関す る最新 の

（19 8 7） 被 ば く の 個 人

モ ニ タ リン グ

，C s，R a，T h ，U ，N p

，P u ，Am ，c m ，C f

報 告 書 （た だ し作 業者 のみ）
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表4．2・13　防災指針における飲食物摂取制限の対象と関連する放射性核種の体内動態モデルが

記載されているICRP出版物

IC R P 3 0－ IC R P 56 IC R P 67 IC R P 6 8 IC R P 6 9 IC R P 71 IC R P 78

対象 （作業者） （公衆） （公衆） （作業者） （公衆） （公衆） （作業者）

採択 1978・1987 1989 1993 1994 1994 1995 1997

Tb ICRP30モデル ICR P67モデル ICR P67モデル ICR P67モデル

Ⅰ ICRP30モデル ICRP56モデル

（ICRP30 に少

し改訂を加えた

もの）

ICRI）56モデル ICRP56モデル IcR P67 モデル

（ICRP56 モデ

ルと同じ）

ICRP67モデル

C s JCRP30モデル ICR P56モデル

（ICRP30 と同

じモデル）

IC RP56モデル ICR P56 モデル ICRP56モデル ICRP56モデル

S r‘ ICRP30モデル ICRP56モデル ICRP67モデル IC RP67モデル ICRP67モデル ICRP67モデル

U ICRP30モデル ICRP69モデル ICRP69モデル ICRP69モデル 、ICRP69モデル

P u ICRP30モデル ICRP56モデル ICRP67モデル ICRP67モデル ICRP67モデル ICRP67モデル

A m ICRP30モデル ICRP56モデル ICRP 67モデル ICRP67モデル ICRP67モデル ICRP67モデル

c m ICRP30モデル ICRP68モデル ICRP68 モデル

（ICR P由 モデ

ル解説：Am と

同じ）

ICRI〉68 モデル

（71 モデルと

記述されてい

る。）

（注）ICRP Publ．68でウランについては、ICRP69モデルを用いている。

（b）プルトニウム（Pu）のモデル

プルトニウムに対しては、このICRP Publ．56の呼吸器系モデルを新呼吸器系モデルに置き

換え、かつ一部のコンパートメントが改訂された代謝挙動モデルがICRP Publ．67に示された。■

一　代謝モデルの改訂された部分は排泄経路にある器官の膜胱の追加とそれに伴う腎臓の詳細化、

及び軟組織等の代謝モデルの詳細化及びリサイクル経路を含む表示であった。このモデルを図

4．2・7に示し、パラメータを表4．2・14に示す。

これ以降に示されたプルトニウムの内部被ばく線量評価に関連するモデルは、一部乳幼児の

＆パラメータの改訂（Ⅰ．CRP Publ．71）を除けば、少なくともPubl．78までは、全てICRP

Publ．67に示されたモデルにそのまま従っている。

（C）ウラン（U）のモデル

ウランに対しては、このICRP Publ．69に新呼吸器系モデルを用い、かつ一部のコンパート

メントが改訂された代謝挙動モデルが示された。改訂された部分はICRP■Publ．67のプルト二、

ウムのコンパートメントモデルに類似している。このモデルを図4．2－8に示し、パラメータを表

▼　4．2－15に示す。

これ以降に示されたウランの内部被ばく線量評価に関連するモデルは、Publ．78までは、全て

ICRP Publ．69に従っている。
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（d）テルル（Tも）のモデル

．テルルの体内動態モデルはICRP Publ．67に示された。骨、甲状腺、腎臓、その他の組織に

移行する・一方向性のコンパートメントモデルであり、モデルを図4．2－9に、パラメータを表

4．2－16に示す。これ以降、現在までモデルの変更はない。

（e）ヨウ素仕）のモデル

ヨウ素の体内動態モデルはICRP Publ．30をベースにしたものがICRP Publ．56に示され

た。このモデルはこれ以降、現在までモデルの変更はないが、ICRP Pub1．67でも使用されて

いるため、Publ．67モデルと書かれる場合もある。モデルを図4．2・10に、パラメータを表4．2・17

に示す

（8セシウム（Cs）のモデル

セシウムの体内動態モデルはICRP Publ．30をベースにしたものがICRP Publ．56に示さ

れた。このモデルはこれ以降、現在までモデルの変更はない。モデルを図4．2－11に、パラメー

タを表4．2・18に示す

（g）ストロンチウム（Sr）のモデル

ストロンチウムの体内動態モデルはICRP Publ．56に示されたが、その後ICRP Publ．67

でアルカリ土類全体のモデルの一部と．して、Publ．56を改訂したものが示された。こ・のモデルは

これ以降、現在までモデルの変更はない。モデルを図4．2・12に、パラメータを表4．2・19に示す。

（h）アメリシウム（Am）のモデル

アメリシウムの体内動態モデルはICRP Publ．67に示された。このモデルはこれ以降、現在

までモデルの変更はない。モデルを図4．2・13に、パラメータを表4．2・20に示す。

（Dキュリウム（cm）のモデル

キュリウムの体内動態モデル時ICRP Publ．68で新たなモデルが使用されたが、詳細は

Publ．71で解説された。キュリウムの体内動態モデル及びパラメータはアメリシウムと同じもの

を用いている。このモデルはこれ以降、現在までモデルの変更はない。
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図4．2・6ICRP Publ．56のプルトニウムの体内動態モデル（4・7）

表4．2・llICRP Publ．56のプルトニウムの体内動態モデルコンパートメントモデル

・のパラメータ（4‾7）

l hotltl15　　　　　1YeaT　　　　　　　5Yt8T8　　　　10TeaT8　　　　　15Yt且t8　　　　　Adult

G工8horptlon fT8Ctloq

TT8亡tlon of a亡【1▼lty

さ的ultd t080dlTtC亡ly
fT01p1881濾　tO tX亡Tttlon

0．100E－01　　　　0．100E－02　　　　0．100E－02　　　0．100t－02　　　0．100E－02　　　0．180五一02

0．400E＿01　　　　0．400E－01　　　　0．408も－01　　【し4DOE－01　　　0．‘00五一01　　　0．‘00モー01

ァて■“10MfM嘲tTt【td且⊂山itylnpl飢耶M■801ngtoe叩一紬帥t：a）

tTdb bottt　声qrf

COTt h■　8ⅦTf

llvtr

kldn叩8
亡t●亡■○

○▼■rl亡S

OtIler t188ut8

0．350E◆00

0．350モ◆00

0．100号◆も0

0．～00t：－02

0．207E－04

0．505モー05

0．19鍾100

机川一三trOTEmOY且1T8teSfTm⊂叩8r亡mt日d－1）：

tTdb bont suTf tll bottt Y0l

tOrt bone　的Tf to b01te Vdl

tTaト　bont v01to narTOV

亡Ort botlt Y01to narroY

tTab botlt SuTf to ndrTOV

COrt boIlt　さur三　to tATTOV

tTab¶arTrIYlo bl○○くi

⊂OTt Tl∧rTOV tOも100d

llYtT tO pl■血
ki‘hey編tO plag■8

0亡btr tlS糾tS tO pl■さta

oth亡r tlsSut8　tO　■Ⅹ亡retloTl

bl○○d．tntal　01Ilflov

0．822E－02

0．822E－02

0．822E－02

0．822亡－02

0．822モー02

0．822E－02

0．770E－02

0．770E－02

0．190も－03

0．139E－02

0．962E一03

0．428E－03

0．815E◆00

0．300号ト00

0．300t：◆On

O．200M0
0．500E－02

0．252E－04

0．744E－05

8．195囲0

0．288モー02

0こ288E－02

0．288E－02

0．288モー02

0．288モー02

0．288モー02

0．770E－02

0．770E－02

0．1－川佗－03

0．13qt－02

0．962モー03

0．428モー0】

0．815掴0

0．300EJ■0　　　　0．300E＋00　　　　0．300囲0

0．300E◆00　　　　0．300亡べ旧　　　　0．300E◆00■

0．200E◆00　　　　0．200甘ト00　　　　0．200E・H）0

0．，00E－02　　　　0．500モー02　　　　0．500℃－02

0．340も－04　　　　0．394モー04　　　　0．323M3

0．180モー04　　　　0．326モー04　　　　0．1157－03

0．195E■00　　　　0．195E◆00　　　　0．195E◆00

0．300EJ00

0．200苫＋00

0．300MO
O．500モー02

0．365E－03

0．115E－03。

0．195E◆00

0．181E－02　　　　0．112エー02　　　　0．950モー03　　　　0．246号ー03

P．153号－02　　　0．904モー03　　　0．521モー03　　　0．410五一04

0．181三一02　　　　0，112エー02　　　　0．959E一〇】　　　0．49光一03

0．153E－02　　　　0．904モー03　　　　0．521E－03　　　　0．821号一〇▲

0．181三一02　　　0．112モー02　　　0．959E－03　　　0．493も－03

0．153モー02　　　0．904モー03　　　0．521E－01　　　0．821エー04

爪．770E－02　　　　0．770E－02、　　0．770E－02　　　　0．770E－02

0．770E－02　　　　0．770E－02　　　　0．770E－02　　　　0．77mモー02

0．lqOE－03　　　　0．190E－03　　　　0．190E－03　　　　0．100モー03

0．139E－02　　　0．139モー02　　　nJ39E・42　　　0．139モー02

0．962E－03　　　0．，62E－03　　　0．962EJ）3　　　0．962E－03

0．4Z8E＿03　　◆　0．428モー03　　　0．428モー03　　　0．420E－03

0．815帥0　　　0．815＋00　　　0．815E．00　　　0．815をl00

1〉　Tbt【Ta⊂tlm Of ob…Tb●d暮Ctlvl【yln pl…鵬801喝【○亡ⅧMrtttnt8⊂暮れも●d亡TIvtdもymlltlplltatloれ■Of th…e Y41ut9

vltb O．96．

4－37



‾‾●‾■－1

図4．2・7ICRP Publ．67のプルトニウムの体内動態モデル（4・5）
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表4．2・14ICRP Publ．67のプルトニウムの体内動態モデルのパラメータ（4‘5）
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図4．2・8ICRP Publ．69のウランの体内動態モデル（4・32）
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表4．2・15ICRP Publ．69のウランの体内動態モデルのパラメータ（4’32）
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図4．2・9　テルルの体内動態モデル

表4．2・16　テルルの体内動態モデルのパラメータ（4・7）

Biokinetic data for tellurium

Distribution（％）

Age fl Skeleton Thyroid Kidney
Other Prompt

tissues excretion

Biological half－time（days）

Skeleton

Tissues other Transfer

than skeleton comp．

3　months

l year

5years

lO years

15years

Adult

0．3　　　25

0．3　　　　25

0．3・　　25

0．3　　　25

0．3　　　25

0．3　　　　25

0．2　　　　2．3

0．2　　　　2．3

0．2、　　2．3

0．2　　　　2．3

0．2　　　　2．3

0．2　　　　2．3

22．5　　　　　50

22．5　　　　　50

22．5　　　　　50

22．5　　　　　50

22．5　　　　　50

22．5　　　　　50

10000　　　　　　20

10000　　　　　　20

10000　　　　　　20

10000　　　　　　20

10000　　　　　　20

10000　　　　　　20

0．8

0．8

0．8

0．8

0．8

0．8

Aurinarytofaecalexcretionratioof4：1isassumedfortelluriumthathasenteredthetransfercompartment
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人a王竿d－1

人b・竿dTl

入C・苧d－1
図4．2・10　ヨウ素の体内動態モデル（呼吸器系、胃腸管を除く）（4■7）

表4．2－17　ヨウ素の体内動態モデルのパラメータ（4・7）

Biokinetic data foriodine

Biological half－time（d）　　　　　〝Apparent half－time〝（d）

Uptake by Faecal

thyroid excretion

Age　　′1’％■　　　％

Blood Thyroid Rest of body

毛　　　　　　先　　　　　　差

Thyroid書

J3months l

l year　　1

5years l

lO years l

15years l‘

Adult l†

30　　　　　　20

30　　　　　　20

30　　　　　　20

30　　　　　　20

30　　　　　　20

30†　　　　20

0，25　　　　　　　11．2

0．25　　　　　　15

0．25　　　　　　　23

0，25　　　　　　　58

0．25　　　　　　　67

0．25†　　　　80†

＊Between2and16days afterintake to the thyroid

†Value from ZC肝，jWllcatIo1730（ICRP，1979）．
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図4．2・11セシウムの体内動態モデル
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表4．2・18　セシウムの体内動態モデルのパラメータ（4－7）

Biokinetic data for caesium

Distribution（％）

Total body

Biological half－time

（d）

Total body

Age f．　　A B A B

3　months

l year

5years

lO years

15years

Adult

1　　　　　　　　　100

100

5

　

0

　

3

　

0

4
　
　
3
　
　
1
　
　
1

55　　　　9．1

70　　　　5．8

87　　　　2．2

90＊　　　2＊

6

　

3

　

0

　

0

　

3

　

0

1

　

1

　

3

　

5

　

9

　

11

＊value fromlCWpubllcatloD30（ICRP，1979）；appropriate

for males；conservativeif applied for calculating dose coefficients

for females（see text）．
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図4．2－12　ストロンチウムの体内動態モデル（4・31）
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表4．2－19　ストロンチウムの体内動態モデルのパラメータ（4’5）

Age－SpeCific transfer rates（dTl）for strontiummodel

3mo l y　　　　5y　　　　10y　　　　15y Adult

plasma to urinary bladder contents

plasma to ULI contents

plasma to trabecular bone surface

plasma to cortical bone surface

plasma to STO

plasma to STl

plasma to ST2

bone surface to plasma

bone surface to excha bone volume

exch bone volume to bone surface

exch bone volume tornonexcha volume

nonexch trabecular volumetoplasma

nonexch cortical volume to plasme

STO to plasma

STl to plasma

ST2to plasma

0．577　　　　1．27

0．175　　　　0．385

2．25　　　　1．35

9．00　　　　　5．40

2．50　　　　　5．50

0．50　　　　1．10

0．0010　　　　0．0022

0．601　　　　0．601

0．0924　　　　0．0924

0．0043　　　　0．0043

0．0043　　　　0．0043

1．38　　　　　1．02

0．42　　　　　0．308

1．33　　　　　2．12

4．67　　　　　6．28

6．00　　　　　4．40

1．20　　　　　0．880

0．0024　　　　0．0018

0．601　　　　0．601

0．0924　　　　0．0924

0．0043　　　　0．0043

0．0043　　　　0．0043

0，600　　　　　1．73

0．182　　　　　0．525

3．10　　　　　　2．08

8．00　　　　　1．67

2．60　　　　　　7．50

0．52　　　　　1．50

0．0010　　　　0．0030

0．601　　　　　0．578

0．0924　　　　0．116

0．0043　　　　0．0043

0．0043　　　　　0．0043

0．00822　　0．00288　　　0．00181　　0．00132　　　0．000959　　　0．000493

0．00822　　0．00288　　　0．00153　　　0．000904　　　0．000521　　0．0000821

0．833　　　1．83　　　　2．00　　　　1．47　　　　　0．867　　　　2．50

0．116　　　　0．116　　　　0．116　　　　0．116　　　　0．116　　　　0．116

0．00038　　0．00038　　　0．00038　　　0．00038　　　0．00038　　　0．00038

0．6　　　　　0．4

aexch＝eXChangeable，nOneXCh＝nOneXChangeable

0．4　　　　　　0．4 0．4　　　　　　0．3
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図4．2・13■ァメリシウムの体内動態モデル（4・31）

4－48



表4．2－20　アメリシウムの体内動態モデルのパラメータ（4’5）

Age－SpeCific transfer rates（d．1）for americium model・

3mo l y　　　　　　5y lO y　　　　15y adult

blood toliver l

blood to cortical surface

blood to trabecular surface

tblood to urinary bladder content

blood to kidney（urinary path）

blood to other kidney tissue

blood to ULI contents

blood to testes

blood to ovaries

blood to STO

blood to STl

blood to ST2

STO to blood

kidneys（urinary path）to bladder

Other kidney tissue to blood

STl to blood

ST2　to blood

trabecular surface to volume

trabecular surface to marrow

cortical surface to volume

cortical surface to marrow

trabecular volume to marrow

cortical volume to marrow

ICOrt／trab bone marrow to blood

liverl to blood

liverl to smallintestine

gonads to blood

2．33　　　　　　　2．33

8．15　　　　　　　8．15

8．15　　　　　　　8．15

1．63　　　　　　1．63

0．466　　　　　　0．466

0．116　　　　　　0．116

0．303　　　　　　0．303

0．00047　　　　　0．00070

0．00028　　　　　0．00037

10．0　　　　　　10，0

1．67　　　　　　1．67

0．466　　　　　　0．466

1．386　　　　　　1．386

0．099　　　　　　0．099

0．00139　　　　　0．00139

0．0139　　　　　　0．0139

6．98　　　　　6．98　　　　　6．98　　　　11．6

5．82　　　　　5．82　　　　　5．82　　　　　3．49

5．82・　　　5．82　　　　　5．82　　　　　3．49

1．63　　　　　1．63　　　　1．63　　　　　1．63

0．466　　　　0．466　　　　0．466　　　　0．466

0．116　　　　0．116　　　　0．116　　　　0．116

0．303　　　　　0．303・　　　0．303　　　　　0．303

0．00079　　　0．00093　　　0．0075　　　　0．0082

0．00093　　　0．0016　　　　0．0028　　　　0．0026

10．0　　　　　10．0　　　　10．0　　　　　10．0

1．67　　　　　1．67　　　　1．67　　　　　1．67

0．466　　　　0．466　　　　0．466　　　　0．466

1．386　　　　1．386　　　　1．386　　　　1．386

0．099　　　　　0．099　　　　0，099　　　　0．099

0．00139　　　0．00139　　　0．00139　　　0．00139

0．0139　　　　0．0139　　　　0．0139　　　　0．0139

0．000019　　　　0．000019　　　　0．000019　　0．000019

0．00822

0．00822

0．00822

0．00822

0．00822

0．00822

0．0076

0．00185

0．00288

0．00288

0．00288

0．00288

0，00288

0．00288

0．0076

0．00185

0．00181　　　0．00132

0．00181　　　0．00132

0．00153　　　0．000904

0．00153　　　0，000904

0．00181　　　0．00132

0．00153　　　0．000904

0．0076　　　　0．0076

0．00185　　　0．00185

0．000049　　　　0．000049　　　　0．000049　　0．000049

0．00019　　　　　0．00019　　　　0．00019　　　0．00019

0．000019　　0．000019

0．000959　　　0．000247

0．000959　　　0．000493

0．000521　　0．0000411

0．000521　　0．0000821

0．000959　　　0．000493

0．000521　　0．0000821

0，0076　　　　0．0076

0．00185　　　0．00185

0．000049　　　0．000049

0．00019　　　0．00019

fl O・005　　　　0・0005　　　　0・0005・　0・0005　　0・0005　　　0・0005
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（7）　NRPBのモデル

NRPBではチェルノブイリ事故に先立つ1984年に、公衆を対象とした体内動態モデル及び線量

評価モデルの開発を実施し、NRPB－GS3（4・33）に示している。NRPB・GS3では公衆を1歳児、10歳

児、成人の3年齢群に分類した。ICRP Publ．30は、作業場で働く作業者（成人作業者）の内部被

ばくの線量評価モデルを示したが、このNRPB・GS3は公衆（1歳児、10歳児、成人）の内部被ば

く線量評価モデルにICRP Publ．30の考え方を拡張したと位置づけることができる。公衆の線量

評価モデルに用いている基本的な仮定は以下のとおりである。

①ICRP Publ．30の呼吸器並びに消化管モデルを全年齢に用いる。

②　吸収率及び体内動態については特別なデータがない限り、ICRP Publ．30のモデルと値を用

いる。

③　体格の成長（全身の質量）は1歳から17歳まで指数関数的に増加するという以下の仮定式を

用いている。M（t）＝10exp（0．122（t・1））、ただし、Mは全身質量（kg）、tは年齢（歳）である。

④線源器官放射能量と標的器官の被ばくの関係を示すパラメータである比実効エネルギー

（SEE）は、以下の2つの仮定に従って求めて‾いる。

（カ　全身に対する臓器の質量比は全年齢で一定

（追臓器の寸法と臓器間距離は全身質量の三乗根に比例する。‘

一般環境においては、作業場と異なり、有機形として植物や動物に蓄積’され、食物連鎖として人

体に入ることが想定される。ヨウ素については、子供の代謝を含めより現実的なデータがあるため、

その値を用いる。なお、プルトニウム、アメリシウム、キュリウム、ネプツニウムについては作業

環境とは異なる一般環境での物理化学形を考慮して、消化管からの吸収率（fl値）にICRP

Publ．30とは異なった値を与えている。

ICRP Publ．60での放射線荷重係数の設定及び、組織荷重係数の改訂結果を反映して1991年

にNRPB・R245が出された。NRPB・R245（4■34）では年齢群をICRP Publ．56と同様の6群に拡張し、

ICRP Publ．56で扱っている12元素はモデル及びパラメータもICRP Publ．56に従っている。

NRPB・R245は水素、炭素、硫黄、コバルト、ニッケル、亜鉛、ストロンチウム、ジルコニウム、

モリブデン、テクネチウム、ルテニウム、銀、テルル、ヨウ素、セシウム、バリウム、セリウム、

鉛、ポロニウム、ラジウム、ウラン、ネプツニウム、プルトニウム、アメリシウムの25元素につ

いて扱っており。消化管からの吸収率を示すfl値は、NEA専門家グループの勧告値（4・35）に従って

いる。
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（8）各文書で引用された内部被ばくモデル

飲食物の摂取制限に関する指標作成の過程で用いられた内部被ばくモデルを表4．2－21に示す。

表4．2－21に関する指標作成の過程で用いられた内部被ばくモデル

文書 内部被ばくモデル 備考

環境放射線モニタリングに関 ICRP　Publ．2 I C R P 　P u b 1 ．2 は成人のデー

する指針 （原子力安全委員会） タのみであるため、歎射性 ヨ

（19甲） ウ素に対 して のみ年齢補正

（幼児 ：10、小児：5）を行っ

ている。

防災指針 （原子力発電所周辺の IC R P　P u b l．67　及び

防災対策について）（原子力安

全委員会）（1999）

N R PB ・R 245 （4・34）

食品中の放射能濃度の暫定限 ICRP　Publ．21－ 環境放射線モニタリングに関

度 する指針 （原子力安全委員会）

（食品中の放射能に関する検

討会 ：厚生省内）（1986）

（1983）を引見

W H O ： 明確な引用記述なし。 CEC，IAEA，Institutefor

D erived Investigation R adiation H ygi en e，F ederal

Leve1台for　Radioactive H ealth ・0 伍ce，m P B ？係数

nuclides　in　foods（1988） を用いた記述されているが、出

典は明記なし。

IAE A　BS S一（Sa fet y　Se ries N R P B －R 立45 IAEA　BSS（Safety　L‾series

N o．115（4・6） No．115（4・6）はUIEAlO9（4●3）を

引用し、IA E A 109 は

N R PB ・R 245 を引用 してい

る。
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4．3　IAEAの基準＿

4．3．1　緊急時の介入限度

放射線防護に関する国際的な基準埠、ICRPから勧善されてし．、る。ICRPによる勧告は、放射線

に関する様々な分野の専門家による国際的な議論をふまえたものであり、世界各国の放射線防護に

関する規制の規範になっている。しかしながら、ICRPは非政府機関であり、その勧告は各国に対

して拘束力をもつものではない。そこで、IAEAは、ICRP勧告の内容にもとづいて、WHOなどの

他の国際機関と協議して、加盟国に対して放射線防護基準を提示してきた。

MAは、緊急時の介入限度についても、防護基準と同様に国際的な基準を提示している（4・6）。

この中で、食品の誘導放射能濃度についての基準値も示されている。また、原子炉事故に限らず、

放射線防護全般に対する、最新の国際基本安全基準においても、緊急時の食品の誘導放射能濃度が

示されている（4◆6）。

4．3．2　原子力及び放射線緊急時の介入基準

IAEAは、原子力及び放射線緊急時の介入基準を1994年に、SafetySeriesNo．109として発表し

た（4・6）。ここでは、MAによる介入基準の設定方法についてまとめる。

（1）食品のカテゴリー

介入レベルの検討にあたり、表4．3・1に示す2つの食品カテゴリーが設定された。

表4．3・1食品カテゴリー

カテゴリー 内容 価格 年間摂取量

カテゴリー 1 牛乳，野菜，穀物，果実 ～1（＄収め 430（k g）

カテゴリー 2 肉，．乳製品 ～10（＄収め 60（k g）

（2）介入レベルの計算式■

最適化された介入レベルとしての食品中の放射能濃度は次式で計算される。

q仰＝

α×e（50）

ここで、

α。刀：食品中の放射能濃度（Bq収め

α：被ばく量による損失の価値（＄／Sv）

ム：重量当りの食品の価値（＄瓜∂■

e信砂：単位核種摂取当りの実効線量（Sv侶q）

である。

なお、e鋤は、核種別に以下の3グループに分類された。
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表4．3－2　核種グループ

グル ー プ 核 種 単位 核 種 摂 取

当 りの実 効 線 量

（S v 侶 q ）

グル ー プ 1 134Cs，137Cs，103Ru，106Ru，89Sr，131Ⅰ 10 ’8

グル ー プ 2 90S r 10 ‾7 ．

グル ー プ 3 241Am，238Pu，239Pu，240Pu・，242Pu 10 ●6

グループ1の核種の、食品カテゴリー1に対する介入レベルは、被ばく笹よる損失の価値変換を、

10，000～40，000（＄／Sv）として、以下のように求められるム

0．4～1（＄／kg）

10，000～40，000（＄／Sv）×～10欄（Sv侶心

先1，000～10，000（Bq耽g） （4．3．2）

被ばくによる損失の価値は、10，000～40，000（＄／Sdとされている∴先進国での一人当りの国民総生

産（GNP）、20，000（＄）を、単位Svの被ばくによる人名損失の価値の参考とし、データの不確かさを

2倍程度として、10，000～40，000（＄／Sv）が与えられている。なお、2003年の日本における国民一人

当り．の国内総生産（GDP）は33，727（＄）（4・36）である。

なお、（4．3．1）式は、ICRPPub163（4・14）で示された算出式と同じものである。このことからも、IAEA

が、ICRPが示す方式に従って介入レベルを算出したことが分かる。

（4．3．1）式では、年間の被ばく線量限度をもとに介入レべノ卜を算出するのではなく、食品の価値と

被ばくによる損失の価値から介入レベルが計算されている。この点は、コーデックス委員会（Codex

AlimentariusCommission：FAO／ⅣHO合同食品規格委員会）（4－12）やwn0（4・10）による基準の設定方

法と異なっている。

（3）介入レベルの範囲

（4．3．1）式にもとづき求められた介入レベルの範囲を表4．3－3に示す。

表4．3・3　食品の摂取制限及び代替に関して最適化された介入レベルの範囲

放 射性核 種の グループ

食 品カテ ゴ リー 1 食品 カテ ゴ リー 2

牛乳，野菜 ，穀物 ，果 実 写し製 品

（B q此g） （B q此g）

グルー プ 1 （10・さS v侶 q） 概 ね 1，0 00～10，00 0 概 ね 10，0 0 0～ 100，00 0

グルー プ 2 （10■7 S v侶 q） 概ね 10 0～1，00 0 概 ね 1，0 0 0～ 10，0 0 0

グルー プ 3 （10・6 S v侶q） 概ね 10～ 100 概 ね 100 ～ 1，0 0 0

注：これらの値は代替の供給が容易に利用可能であるという前提にもとづく。この範囲は、単位

核種摂取当りの被ばく量10－8，10－7，10－6（Sv侶q）それぞれに対応している。
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牛乳については、乳牛の飼料の価格に注目した計算が行われた。（4．3．1）式のあを飼料の価格（0．1

～0．5（＄））として一日当りの飼料25（kg）の1／3が代替品で置き換え可能とされた。また、牛乳の

生産量は10（以日）とされた。グループ1の放射性核種については、（4．3．3）式に示すように介入レベ

ルの範囲が求められた。

0・1～0・5（＄噸×；×25（k錘y）

10，000～40，000（＄／Sv）×10（e／day）×～10J（Sv侶q）

た100～1，000（Bq此g）

牛乳について求められた介入レベルの範囲を、表4．3・4に示す。

表4．3・4　牛乳の代替に関して最適化された介入レベルの範囲

（4．3．3）

放 射 性 核 種 の グ ル ー プ
介 入 レ ベ ル

（B q 肱 g ）

グ ル ー プ 1 （1 0 ・8 S v 侶 q ） 概 ね 1 0 0 ～ 1 ，0 0 0

グ ル ー プ 2 （1 0 ・7 S v 侶 q ） 概 ね 1 0 ～ 1 0 0

グ ル ー プ 3 （1 0 ・6 S v 侶 q ） 概 ね 1 ～ 1 0

飼料からの放射性核種の移行に時間がかかるために、肉については半減期を考慮した計算が行わ

れた。セシウムについて半減期を30日として、一頭の牛から300（kg）の肉が生産されるとした場合、

介入レベル範囲は次式のように求められる。

0．1～0．5（＄此g）×25（kg／day）

10，000～40，000（＄／Sv）×300kgx

彩100～1，000（Bq此g）

ln2．＿＿▲，∧＿8
×～10．‾○（Sv侶q）

30（day）

主な放射性核種に関する計算結果を表4．3・5に示す。
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表4．3－5　肉の代替に関して最適化された介入レベルの範囲

放 射 性 核 種
介 入 レベ ル

（B q 肱g）

137 C s 概 ね 10 0 ～ 1 ，0 00

131Ⅰ 10 0 ～1 ，00 0

90S r 数 10 ～数 1，00 0

239P u 概 ね 100 ～ 1，0 0 0 ／

単位核種当りの被ばぐ線量は成人のデータに＿よる。

介入レベル範囲の検討においては、表4．3・6に示す年齢別の単位核種摂取当りの実効線量のデー

タが用いられた。これらのデータは、NRPBによる内部被ばくモデルにもとづいている（4－34）。

表4．3－6　年齢グループ別の、単位核種摂取当りの実効線量

放 射 性 核 種
．臓 器 へ の 移 行

係 数 （成 人）

単 位 核 種 摂

取 当 りの

単 位 核 種 摂

取 当 りの 臓 器 へ の

単 位 核 種 摂

取 当 りの

実 効 線 量 、実 効 線 量 移 行 係 数 実 効線 量

（成 人）

・（S v 侶 q）

（1 歳 児）

（S v 侶 q）

（乳 児） （乳 児 ）

（S v侶 q）

134C s 1 1．9 ×1 0 ●8 1．3×1 0 －8 1 2．5×1 0－8

137C s 1 1．3×1 0●8 1．0×10■8 1 2．1×1 0●8

131Ⅰ 1 2．2×1 0●8 1 1・8×1 0 ●7 1 2．4×1 0■7

103R u ■0．0 5
　　　　王

1 ．1×1 0 ■9　 葦　 6 ．3 ×1 0 ●9 0．1 1．2×10－8

106R u 0 ．0 5 ．1．1×10－8 　7 ．3 ×1 0 －8
1

0 ．1 1．4 ×1 0■7

89S r 0．3 3 ．4 ×1 0 ‾9 2．4×10‘8 0．6 3．7×10‾8

90S r 0．3 2 ．8 ×1 0 ‾8 1．2×1 0－7 0 ．6 2．6×1 0－7

238P u 5×1 0‾4 2．6×10－7 6 ．1×10 ‾7 5 ×1 0 ‾3 6 ．2 ×1 0●6

239P u 5×1 0 ■4 2．8×10‾7 6 ．4 ×1 0●7 5 ×1 0 －3 6．5×10－6

241A m ・ 5×1 0 ●4 2．9×10●7 6．7×1 0－7 5 ×1 0 ●3 6．8×10■6

（4）介入レベル

ICRP Pub163及びコーデックス委員会によるガイドラインとの整合性を考えて、表4．3－7の課

介入レベル範囲が選択された。また、核種別には表4．3・8に示す介入レベルが設定された。

4・55



表4．3－7　食品に対する最適化された介入レベル

・ 次

グ／レ－プ

（よ56））★

最適化 された介入 レベノ叫B 鵬

食品の回収 ・ 汚染されていない食品による代替

食品カテゴリー 1 食品カテ ゴリー 2 牛乳 肉

グループ 1

（10‾8S v侶d
1，00 0～10，000 10，（泊0～100，000 100～1，000 1訂C s 数 100～数 1，00 0

131Ⅰ 100～1，000

カ レープ 2

（10・7 S v侶d
1 0 0 ～1 ，∝旧． 1，00 0～10，000 10～100 錮S r 数 10～数 1，000

カ レープ 3

（10づS v侶d
10一一100 100－1，000 1一一10 却 P u 数 100－数 1，000

★単位核種摂取当りの実効線量

表4．3・8　放射性核種別の食品中の誘導介入放射能濃度レベル

放 射 性 核 種

介入 レベ ル （B q此 g）

一 般 食 品 牛 乳 、 乳 幼児 食

134Cs，137Cs，103Ru，10 6Ru，89Sr

　 131Ⅰ

1・，000 1，000

10 0 r

90S i
10 0

241Am，238 Pu，239 Pu，2 40Pu，242Pu 10 1
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4．3．3　電離放射線に対する防護と放射線源の安全のための国際基本安全基準

最新の、放射線防護に関する国際基本安全基準13（BSSl15：Basic Safety Standard，Safety

Series No．115、以下、BSS・115と呼ぶ）は、ICRPの1990年勧告（4－13）の内容を反映したものであ

る。

（1）公衆の被ばくに対する線量限度

BSS・115における、線量限度等の基本的な基準及び放射線防護の考え方は、ICRP1990年勧告

と同じ内容である。しかしながら、一部にICRPの勧告と異なる部分もある。特に、原子力事故に

ともなう食品？放射能汚染を考える際に重要な、公衆の被ばく線量限度についても、BSS－115と

ICRPの1990年勧告で異なる部分がある。具体的には、BSS－115においては、特別な状況におい

ては、5年間の平均線量が1m岳Ⅴを超えないと場合に限り、年間の実効線量として5（mSv）という基

準が設定されている。このような基準は、ICRPの1990年勧告にはない。5（mSv／年間）という畢

準値は、コーデックス委員会（4・12）やWHO（4・10）による放射能に汚染された飲食物摂取制限の誘導介入

放射能濃度を算出する際に用いられた被ばく線量限度と同じ値である。

（2）誘導介入放射能濃度・

丑SS・115においては、表4．3－8に示すように、放射性緊急時の場合の基準と同じ値が示されてい

る（4・5）。このことは、食品に関する放射能汚染の基準が、より一般的な国際基本安全基準にも取り入

れられたことを示している。

表4．3・8IAEAの国際安全基準で示された食品中の誘導介入放射能濃度レベル

放射性 核種

介入 レベル （k B q瓜g）

一般食品 牛乳 、乳幼児食

134Cs，137 Cs，103 Ru，106 Ru，89Sr

　 131Ⅰ

1 1

0．1

90S r 0 ．1

241 Am，238Pu，239Pu，2 40Pu，242 Pu 0．0 1 0二0 0 1

（3）最新の緊急時対応についての基準・

IAEAが2002年に発表した、「原子力又は放射能による緊急事態のための対策及び対応」（4°13）

においても、食品の摂取制限に関しては表4．3．1と同じ基準が用いられている。

13国際原子力機関（lAEA）は、1996年に「電離放射線に対する防護と放射線源の安全のための国

際基本安全基準（InternationalBasicSafetyStandardsforProtectionagainstIoni2AmgRadiation

andfortheSafetyofRadiationSources．）ⅠAEA SAFETY SERIES No・115」（BSS）を刊行
した。
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4．4　食品安全に関する国際機関の基準

4．4．‾1　事故による放射能汚染後の食品国際商取引におけるガイドライン

コーデックス委員会（FAO∧VHO合同食品規格委員会）は、消費者の健康の保護、食品の公正な

貿易の確保等を目的として、1962年にmO及びWHOにより設置された国際的な政府間機関であ

り、国際食品規格（コーデックス規格）の作成等を行っている。我が国は1966年より参加してい

る。

（1）コーデックスによるガイドラインレベル

第18回コーデックス委員会（1989年ジュネーブ）では、「事故による放射能汚染後の食品中放

射性核種のガイドラインレベル」が採択された（4・■12）。このガイドラインレベルは、原子力事故後の

一年間に適用される。ガイドラインの目的と各国に求められる対応は以下の通りである。

ガイ ドラインの目的 ガイ ドラインレベルは、国際貿易で移動する食品の規制に使用することが

目的である。

各国の対応 ． 国際貿易で移動する食品が、ガイ ドラインレベルを上回る場合、各国の政

府はその食品をその国内あるいは管轄区域内で流通 させるべきかどうか、

どのような状況で流通させるべきかを決定 しなければならない。

コーデックス委員会が定めたガイドラインレベルを表4．4－1に示す。

表4．4・1事故による放射能汚染後の食品国際商取引におけるガイドライン

単位 因子 （核種 ） 摂取 代表 核 種 レベ ル

当た りの線 量 （S v侶 q） （B q瓜g）

一 般 消 費用食 品 10－6 241 Am，2 39P u 10

10●7 90S r 10 0

10●8 131Ⅰ，134C s，137C s 10 0 0

牛 乳 及 び乳児 食 品 10－6 2 41 Am，23 9P u 1

10●7 131Ⅰ，90Sr 10 0

10－8 134C s，137C s 10 0 0

この値は、事故の後、国際貿易で移動す卑食品を汚染している放射性核種だけに適用するよう設

定されている。食品中に常に存在する天然起源の放射性核種は適用外である。また、このガイドラ

インレベルの適用期間は、原子力事故の後の一年間である。原子力事故とは、放射性核種の環境へ

の放出に制御が効かなくなり、国際貿易に供される食品の汚染を招く状況を意味する。

なお、このガイドラインレベルは、著しく保守的な仮定にもとづいていることから、単位核種摂

取当たりの線量グループの間での寄与を加える必要はなく、3グループはそれぞれ独立して取り扱

うべきものとされている。しかしながら、事故により食品の汚染を起こしている放射性核種が、同

一の線量グループで複数ある場合には、それぞれの放射能濃度を足し合わせてガイドラインレベル

と照らし合わせなければならない。例えば、単位核種摂取当たり線量が10・8（Sv侶q）のグループに
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対する1000（Bq／kg）という値は、その線量グループに割り当てられる全ての核種による汚染物質の

合計である。

表4．4－1に示されたレベルは、消費用に調整された食品に適用することを目的としたものである。

乾燥或いは濃縮食品を希釈或いは還元する前に適用するのであれば、必要以上に厳密にこれらのレ

ベルを適用する必要はないとされている。

（2）ガイドラインレベルの算定方法

被ばく線量の参考値は、検討当時の公衆の年間線量限度5（mSv）とされた。この他、

・平均的な年間の総食品消費量

・様々な放射性核種の単位摂取当たりの線量

・食品消費パターン

を仮定して、（4．4．1）式によりガイドラインレベルが算出された。

レベル＝些
椚×d

ここで、

点乙β　＝　被ばく線量の参考値（Sv）

皿　＝　食品消費量（kg）

d　＝　単位核種摂取当たりの線量（Sv侶q）

である。

レベルを計算する際に以下の仮定がおかれた。

（4．4．1）

仮 定 ① 参 考 値 で あ る 、5 （m S v ）は 、 ほ と ん ど の 放 射 性 核 種 に つ い て 事 故 後 の 最 初 の 一 年 間 の 摂 取

に 起 因 す る 内 部 被 ば く の 預 託 線 量 当 量 で あ る 。 極 め て 保 守 的 な 仮 定 が お こ な わ れ て い る

た め 、 結 果 的 に 個 人 の 被 ば く線 量 は わ ず か 1 （m S v ）程 度 や 、 そ れ を 超 え る こ と は ほ と ん

ど あ りそ う に な い 。

仮 定 ② 5 5 0 （k g ）の 食 品 が 年 間 に 消 費 さ れ 、 そ の 全 て が 汚 染 さ れ て い る 。

仮 定 ③ 対 象 と な る 放 射 性 核 種 （131Ⅰ，137C s ，134C s ，90S r，239P u ） の 単 位 摂 取 当 た り の 線 量 は 便 宜

上 、 次 の 3 つ の ク ラ ス に 分 け ら れ 、 r一 般 公 衆 に 適 用 す る 。

1 0 ・6S v 侶 q ： 239P u 及 び 他 の ア ク チ ニ ド14 な ど 。

1 0 ・7S v 侶 q ： 90S r 及 び 他 の ベ ー タ 核 種 15 な ど。

1 0 ・8S v 侶 q ： 134C s ，137C s，131Ⅰな ど 。

乳 児 用 食 品 及 び 牛 乳 に 関 し て は 、 単 位 摂 取 当 た り の 線 量 と し て 1 0 －5S v 侶 q が 10 －6S v 侶 q

の 代 わ り に 使 用 さ れ 、 13 1Ⅰは 10 ・7S v 侶 q ク ラ ス の 放 射 性 核 種 に 入 れ ら れ た 。

14原子番号89のアクチニウムから103のローレンシウムに至る15の元素の総称。
15ベータ線を放出する核種。
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これらの仮定を（4．4．1）式に適用すると、10●8Sv侶qグループの放射性核種の一般公衆に対するレ

ベルは、以下の通りとなる。

5×10－3

550×10‾g

＝909（β曾／短）

この値は1000（Bq此由にまとめられた。アクチニドについては単位核種摂取当たりの線量が100倍

・なので、この値は10（Bq化g）となり、10．7（Sv侶q）クラス（90Sr等）の放射性核種については100（Bqrkg）

とされた。

WHOは、「食品中の放射性核種の派生介入レベル」（4・10）において、乳児用に別のガイドラインを

提案している。その値は、乳児の牛乳の消費量として275（超／年）、90Sr，131Ⅰ，137Csの乳児に対する線

量変換係数を、1．1×10‾7（Sv侶q）、3．6×10・6（Sv侶q）、1．0×10・8（Sv侶q）と設定している（1歳児に対

して）。こうして得られた、乳幼児に対するWHOガイドラインレベルは以下のとおりである。

90Sr160（Bq／包）

13111600（Bq／也）

※甲状腺に対する線量の参考値を50（mSv）、131Ⅰの平均寿命を11．5日として算出

137Cs1800（Bq／旦）

しかしアルファ線を放出するアクチニドを摂取する乳児の単位核種摂取当たりの線量は検討当時

に、上向きに改正されており、慎重な措置として牛乳及び乳児食品を消費する乳児には、これらの

放射性核種に対する単位核種摂取当たりの線量として10・5（Sv侶q）が適用された。

また、乳児の感受性を反映させるため、131Ⅰの単位核種摂取当たりの線量は10■7（Sv侶q）が割り当

てられ、90Srと同じクラスに置かれた。
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、4．4．2　放射線大事故による広域放射能汚染後の誘導介入レベルガイドライン

チェルノブイリ事故発生後、WHOは各国の規制当局が自国から遠くはなれた地域で発生した原

子力事故により食品の放射能汚染に対して、被ばくによる公衆のリスク低減を図るための意思決定

（政策決定）の助けとなるガイドラインを作成することが有用であると判断した。参考文献（4・10）

は、WHOによるガイドラインの作成を解説したものである。

誘導介入レベルは、（4．4．2）式で算出されている。

n比＝些旦
∽×d

ここで、

以乙　＝　誘導介入レベル

点乙か　＝　被ばく線量の参考値（Sv）

皿　＝　食品消費量（kg）

d　＝　単位核種摂取当たりの線量（Sv侶q）

である。

（4．4．2）

（1）介入の線量レベル

WHOは、ICRPが原子力事故発生地域の近隣の公衆に対する介入線量レベル5（mSv／年）（4・4）を、

事故発生地域から離れた国々の公衆にも適用可能であるとした。なお、ICRPが示した介入線量レ

ベルは、事故発生から1年間を想定している∴WHOは、この介入線量レベルにもとづいて、誘導

介入レベルを算出した。なお、内部被ばく線量5mSvは、甲状腺のみが被ばくしたとすると、甲状

腺線量で167mSvと過大な線量になるため、ヨウ素の介入線量レベルを検討する際には、甲状腺線

量50（mSv／年）が用いられた。

（2）食物摂取データ

140の国と地域の食物摂取データが検討され、表4．4・2に示すように、7種類の食品のカテゴリー

と、8種類の食習慣の異なるグループに分類された。

表4．4・2　食習慣の異なるグループ別の食物摂取データ（単位：kg／年）

食 習 慣 別 の

地 域 グ ル ー プ 穀 類 根 菜 －
転 菜

果 物 肉 魚 牛 乳

ア フ リ カ 12 7 ．4 13 4 ．8 2 5 ．9 4 5 ．2 室 16 ．8 1 5 ．0 2 8 ．9

中 央 ア メ リ カ 1 13 ．2 4 6 ．0 3 8 ．8 9 8 ．6 4 2 ．3 18 ．7 8 2 ．2

中 国 1 7 1 ．7 85 ．8 8 5 ．2 5 ．5 15 ．0 8．9 1 ．9

東 地 中 海 18 8 ．2 19 ．3 9 1．6 10 1 ．5 3 0 ．4 8 ．4 74 ．3

ヨ ー ロ ッ パ 1 2 1 ．1 7 2 ．7 86 ．7
8 1．■4 7 5 ．3 2 0 ．2 1 54 ．9

極 東 －2 0 6 ，6 2 8 ．4 54 ．3 4 8 ．3 2 1．5 2 4 ．4 33 ．6

北 米 1 6 1 ．9 －2 0 ．0 63 ．4 16 3 ．9 2 4 ．0 7 ．3 77 ．2

南 米 12 9 ．5 6 7 ．6 3 4 ．2 8 3 ．2 4 8 ．4 1 4 ．4 1 7 0 ．7
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誘導介入レベルの算出に当たっては、個別の食習慣グループの食物摂取データではなく、標準化

された単一のデータが用いられた。標準化に当たっては、表4．4・2の食習慣グループ別の最大の食

品摂取量を規格化したデータが用いられた。規格化は、表4．4－2の各食品の最大値の合計785（kg）

を、mOによる年食品摂取量の550（kg）すること、すなわち表4．4・2の食品別の最大値の0．7とな

る値をもとに行われた。表4．4－3に示すように、標準値は規格化された値の端数を切り捨てたもの

である。

表4・4・3　食物摂取量の地域別最大値と標準化された値（単位：kg／年）

翠類 根菜 野菜 果物 肉 魚 牛 乳

最大値 205 13 5 90 100 75 25 155

標準値 140 100 60 70 50 15 105

なお、飲料水については、成人の場合700（超／年）が用いられた。

（2）対象核種

事故によって放出される核種の範囲は、施設のタイプと事故の性質と重大さに依存する。全ての

核種について誘導介入レベルを設定することも可能だが、実際には最も潜在的影響の大きい核種に

ついて計算する。重要核種は、施設の安全解析や、いろいろな事故の状況における核種の組合せに

より特定される。核種の範囲と量は施設のタイプで異なる。そのため施設と被ばく経路に対して決

めておく必要がある。ここでは、事故によって放出されると考えられる核種であり、食物連鎖に取

り入れられた場合に遠方の地域でも影響が出る長半減期の核種を対象とする。

以上の観点で検討した結果、表4．4・4に示した核種が、誘導介入レベル算定の対象とされた。検

討においては、以下の文献のデーダ等が参考とされている。

・Alpert，D．J．etal．“RelativeImportance ofIndividualElementstoReactorAccident

ConsequencesAssumingEqualReleaseFractions，’’NUREG／CR－4467，（1986）．

・Charles，D・etal・“Contributionsofnuclidesandexposurepathwaystotheradiological

COnSequenCeS・Of degTaded core accidents postulated　for the Sizewell PWR，”

NRPB－MlOO，（1983）．

・USNRC，‘‘Reactor safety study：an assessment ofaccidentrisksinUS commercial

nuclearpowerplants，”WASH・1400，App．ⅤⅠ（NUREG・75／014），（1975）．
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表4．4－4　原子力事故後の食品汚染で重要な核種

90S r

13 1Ⅰ

1 34 Cs，13 7C s

239P u

（3）単位核種摂取当りの被ばく量

単位核種摂取当り’の被ばく線量については、表4．4－5に示すデータが用いられた。

表4．4－5　年齢に依存した単位核種摂取当りの被ばく量（Sv侶q）

核 種 1 歳 年 齢 10 歳 年 齢 成 人

90s r ム 1 ．1 × 10 ‾7 4 ．0 × 10 ‾8 3 ．6 × 10 －8

131IC 3 ．6 × 10 ‾6 1．0 × 10 ‾6 4 ．4 × 10 ‾7

154c s ム 1．2 × 10 ‾8 1．2 × 1 0 甘 2 ．0 ×1 0 ‾8

137c s ム 1 ．0 × 10 ‾8 1．0 ￥ 1 0 ‾8 1 ．3 × 1 0－8

239p u ム 2 ．4 × 10 ‾6 1．4 × 10 ‾6 1．3 × 1 0●6

∂lCRPが勧告するまでの暫定的な値．

ム　実効線量当量への寄与

C　甲状腺の線量当量への寄与

上記の値はICRPによる勧告値とは異なり、様々な機関から発表されているデータを参考にした

ものである16。なお、誘導介入レベルの算定に当たっては、上記のデータを丸めて、以下の2種類

の単位核種当りの被ばく線量データが用いられた。

表4．4－6　誘導介入レベルの計算に用いられた単位核種摂取当りの被ばく量（Sv侶q）

分 類 該 当核 種 単位 核 種摂 取 当‘りの

被 ば く量 （S v侶 q）

高 い破 ぱ く線 量 の核 種 239P u 10●6

低 い被 ば く線 量 の核 種 90S f

131Ⅰ

134Cs，137Cs

10 ■8　′

（4）誘導介入レベルのガイドライン

以下に示す前提で誘導介入レベルが求められた。

①最大年間預託線量当量を5（mSv）とする。ただし、甲状腺の最大預託線量当量は50（mSv）

16欧州共同体委員会（CEC：CommissionoftheEulopeanCommunities），IAEA，Institutefor

RadiationHygiene，FederalHealthOffice，FederalPublicofGermany，NationalRadiological
Pr。teCtionBoard　のデrタを参照したと記述されているが参考文献は明示されていない。
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②標準化された食物摂取データを用いる（表4．4・3参照）。

③単位核種摂取当りの被ばく量については、2種類のクラスをもうける（表4．4・6参照）。

なお、乳児については放射線感受性が高いので、別途レベルが設定された。

7つの食品カテゴリーと飲料水に対する誘導介入レベルのガイドラインを表4．4－7に示す。この

レベルは、単一の核種で単一カテゴリーの食品が汚染された場合について適用される。

表4．4・7　誘導介入レベルのガイドライン（単位：Bq茂g）

核種 の ク ラス 穀類 根菜類 野菜 果物 肉 牛乳 ■ 魚 飲料水

Ⅰ：高線 量率

（10－6sv／Bq）
35 50 80 70 10 4 5 350 7

ⅠⅠ：低線 量率

（10‾8sv ／Bq）
3500 5000 8000 70 00 1000 0 45 00 3 50 00 700

乳児については年間の食物摂取量として牛乳275（kg）、飲料水275（kg）を適用したガイドラインが

別途、表4．4・8に示すように定められた。

表4．4－8　乳児に対する誘導介入レベル（単位：Bq化）

核 種 ノ ・レ べ ′レ

90sr 1 6 0

131Ⅰ 16 0 0 8

137c s 1 8 0 0

239p u 7

3131Ⅰの半減期：11．5（day），甲状腺線量：50（mSv）

複数のカテゴリーの飲食物が複数の放射性核種で汚染された場合、対応する誘導介入レベルは

（4．4．3）式で計算する。

∑∑哉告≦l
J　′

ここで、

である。

（4．4．3）

C（才，′）：　飲食物カテゴリー中の′中の放射性核種才の濃度

か比（f，′）：飲食物カテゴリ」′の中だけに核種fだけがあるとして計算した誘導介

入レベル（表4．4・7）
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4．5　諸外国の基準

（1）米国

米国の原子力緊急時の防護措置に係る介入レベルは、PAG（PtotectiveActionGuides）として公的

機関の防護対策や意思決定のために1992年にマニュアル化されている。（4‾37）（4●38）飲食物については、

FDAが1982年に策定した基準が盛り込まれている。事象を早期、中期、長期に分けて、被ばくの

経路と防護対策を対応させている（図4．5・1）。

図4．5・l PAGにおける事象のフェーズと被ばく経路及び防護対策（4‾37）
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PAGには2種類あり、一つは食品や飼料の放射能汚染を予防あるいは低減して影響を最小限にす

る活動を行うための予防（preventive）PAGであり、甲状腺被ばくで15mSv（1．5rem）、全身で被ばく

で5mSv（0．5rem）になる。もう一つは汚染された食品を市場から隔離したり、廃棄したりの判断を

するための緊急（emergency）PAGで、甲状腺被ばくで50Sv（5rem）、全身で被ばくで150Sv（15rem）

に相当する。緊急時mGにおいて健康災害が予測される場合は、影響を拡大する活動でも正当化

される。（4・37）

対策レベルを次式で定義して、対策実施の基準としている。（4・37）

対策レベル
総摂取量レC中

消費量圃

食品の消費量のデータは、U・S・Department ofAgriculture．Household Food ConsumPtion

Survey（1965～1966）から作られたもので、表4．5・1のとおりである。

表4．5・1PAGにおける食品消費量データ（4・37）

食 品 一 般 公 衆 の 平 均 消 費 量 転 ／勿 ′】

ミル ク 、 チ ー ズ 、 ク リー ム 、 ア イ ス ク リー ム ．5 7 0

脂 肪 、 油 ．0 5 5

小 麦 粉 、 シ リア ル ．0 9 1

ベ ー カ リー 製 品 ．． ．15 0

牛 肉 ．22 0

鶏 肉 ．0 5 5

魚 介 ．02 3

タ マ ゴ ．0 5 5

砂 糖 、 シ ロ ッ プ 、 蜂 蜜 、 糖 蜜 な ど ．0 7 3

イ モ ．10 5

生 野 菜 （イ モ を含 む ） ．14 5

缶 詰 、 冷 凍 ま た は 乾 燥 野 菜 ．0 7 7

野 菜 ジ ュ ー ス ．0 0 9

果 物 （生 ） ．16 5

缶 詰 、 冷 凍 ま た は 乾 燥 果 物 ．0 3 6

果 物 ジ ュー ス ．04 5

そ の 他 飲 み 物 （ソ フ ト ド リ ン ク 、 コ ー ヒ ー 、 ．18 0

ア ル コー ル 飲 料 ）

ス ー プ及 び グ レー ビー ソー ス （濃 縮 ） ．0 3 6

ナ ッ ツ及 び ピー ナ ッ ツ バ タ ー ．0 0 9

合 計 2．099

対策レゲルは（i）牧草への沈着（立）食品や飼料の単位体積または単位質量中の量（揖）食事の

総量中における特定の核種の放射能量によって求める。予防RAGと顛急時PAGに該当する対策レ

※1【Ci］＝3．7×1010【Bq］，米国ではSI単位の【Bq］ではなく、従来単位の【Ci］が使用されている。
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ベルを食品量あたりの放射能量で表すと、表4．5－1及び表4．5－2のようになる。〉予防PAGは1歳未

満の幼児（胎児を含む）を評価基準として設定された。緊急時PAGは幼児と成人に分けている。（4－37）

表4．5・2　予防PAGに対する対策レベル（4■37）

131Ⅰ 134C s 137C s 90S r 89S r

初 期 の 単 位 面積 あ た りの 放 射 能 沈 着 量

　　　　 レr f／項 0 ．1 3 2 3 0 ．5 ■ 8

食 品 （生 の質 量 ） 中濃 度

　　　　 レ d f／短 ］
0 ．0 5 0 ．8 1 ．3 0．1 8 3

ミル ク 中 の ピー ク 濃 度

　　　　　 レ C 叫

1

0 ．0 1 5 0．1 5 0．2 4 0 ．0 0 9 0．14

食 事 総 量 中 の放 射 能

　　　　　 レ C f】
0 ．0 9 4 7 0 ．2 2．6

（1【Ci】＝3．7×1010【Bq】う

表4．5・3　緊急時PAGに対する対策レベル（4●37）

131Ⅰ 134C s 137C s 90S r 89S r

幼 児 成 人 幼 児 ．成 人 幼 児 成 人 幼児 成 人 幼 児 成 人

初 期 の 単位 面積 あ た りの

放射 能沈着量 レα ／∽2」
1．3　■ 18 2 0 4 0 3 0 ’ 50 5 2 0 8 0 16 0 0

食 品 （生 の質量 ） 中準 度

　　 レ C f／短 ］
0 ．5 7 8 17 13 19 1．8 8 3 0 7 0 0

ミル ク中の ピー ク濃度

　　 レC f／g】
0 ・1声 2 1．5 3 2．4 4 0 ．0 9 0．4 1．4 3 0

食 事総量 中の放射 能 ＿

　　　 レ C f］
0．9 10 40 7 0 70 8 0 2 7 ． 2 6 4 0 0

（1【Ci】＝3．7×1010【Bq】）

1982年のFDA基準は、放射線による癌発生確率が自然発生率に比例する相対リスクに関する

FRC（FederalRadiation Council）のレポートにに基づいて作られた。ICRPのPublication26によ

る実効線量当量を取り入れている。（4●39）

（2）カナダ（4・40）

カナダでは、食品薬品法（HealtbCanada，1981／1998）に基づいて、食品についての介入レベルを

3つの食品グループについて、それぞれ年間lmSvに設定している。3つの食品グループとは、①

牛乳②その他ゐ飲食物③公共水道水である。これは食事全体で年間3mSvとしていることによる。

この介入レベルを被ばくがlmSvにいたる誘導放射能量として対策レベルとしている。このレベル

はCodexのガイドラインに適合している。
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介入レベルの基準について、カナダ政府と州政府、他国及び国際機関と比較した表を表4．5－4に

示す。

表4．5－4介入レベルの比較（4・40）

機 関

防護 対 策

退 避 避 難 移 転 安定 ヨウ素剤 食 品 管理

（m S v ） （m S v） （m S v） （m S v） （m S v ）

カ ナ ダ政府 5 （1 日で） 5 0 （7 日で） 5 0 （年 間 ） 10 0 1 （3）

O n ta rio

州 政府
1・10 10 －100 2 0 （年 間 ） 10 0 －100 0 5

Q u eb ec 5 10 2 0
5 0

1 年 目 ：

2 （食 品 毎）

州 政 府 （発 生初 期 ） （発 生初期） （1 年 自） 2 年 目以 降 ：

1 （食 品毎 ）

N ew B ru n SW ick

　 州 政 府
5 0 10 0 5

米 国（E R 心 5・5 0 10 ・50 5 0 （生涯 ） 2 50 5

英 国 （N R P B ） 3・3 0 30 ・30 0 3 0 ・30 0 3 ■

M A （19 9 4 ） 10 （2 日で） 50 （7 日で） 3 0 （月 間） IOO 5

IC R P （19 9 3） 5・5 0 5 0 ・50 0 5 ・15 （月 間） 5 0・50 0 1 0

（3）EU（4・41）（4・42）

国際的な組織、ICRP、IAEA、WHO／mO及びEUはいずれも食品の回収／交換や農業対策の介

入レベル（対策を講じた場合の回避線量のレベル）と対策レベル（介入を正当化できるだけの線量

率や濃度の低下できるようなレベル）の基準を持っている。加えてコーデックス委員会は国際商取

引における食品の移動に必要な品質を定めている。

EU理事会では、‾EU加盟国に係る食品の流噂や消費における不確実な要素を考慮した上で最大

許容レベル（MaximumPermissibleLevel）を設定した。これは、将来事故が発生した場合には即発

夢できるように予め設定している基準であり、その後3ケ月以内に事故及びその影響の実態を考慮

した基準を再構築することとしている。加盟国は最大許容レベルの範囲内で介入レベルや対策レベ

ルを設定する。

表4．5・5にEU理事会が定めた最大許容レベルを示す。4つの放射性核種のグループに対して定

めており、各グループの最大許容レベルは十分な余裕を持って設定してあるので他のグループと独

立で使うことができる。
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表4．5・5　EU理事会による基準に基づく最大許容レベル（4●41）（4‾42）

核種 グル∵プ
乳児食 日常食 その他食品 流動食 飼　　　 料

匝 侮 ］ 匝 ／短 】 匝 ／短 】 【β車 桓 】 匝 ／短 】

・ス トロンチ ウム同位元素、特 に 90S r 7 5 12 5 7 5 0 12 5

ヨウ素同位元素、特に 131Ⅰ 150 50 0 2，000 50 0

α線放 出プル トニ ウム同位元素及

び超プル トニ ウム元素、特に 239P u

及び 241A m

1 2 0 8 0 2 0　■

半減期が 10 日以上の他の元素、特

に 134C s 及び 137C s
40 0 1，000 1，250 1，000

豚 ：1，2 5 0

鶏 ：2，50 0

他 ：5，0 0 0

（4）英国（4‾43）（4・44）

EU理事会による汚染、レベルに関する基準は、EU全体で標準すべき基準として示されているも

のであり、市場中の食品の最大許容放射能濃度を定めるものである。この基準はEU内で食品制限

を導入した場合のメリットとデメリットの最適なバランスとしてEUが判断したものである。英国

では、この基準を食品及び環境保護法（theFoodandEnvironmentProtectionAct）の下で実施して

いる。

EUの基準には飲料水について介入レベルが与えられていないので、NRPB（National

RadiologiCalProtectionBoard）の推奨により・、英国では飲料水に対する対策レベルとしてEU基

準の流動食と同じものを推奨している。英国における飲料水に対する対策レベルを表4．5－6に示す。

表4．5・6　英国における飲料水に対する対策レベル（4‾亜）（4一崩）

核 種 グル ープ 対策 レベル 匝 ／短 】

ス トロ ンチ ウム 同位 元 素 12 5

ヨウ素同位 元 秦 50 0

α線放 出プル トニ ウム同位 元素 及び埠 プル トニ ウム元 素 2 0

半減期 が 10 日以 上の他 の 元素 （3H 、14C 及び 40Ⅹ 除 く） 1，000
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l 影壁 ■　 眉
■●　　日 基準

核種 飲食物
1，00 0 （Bq／kg）134cs

1＿37Cs

全ての輸入餐

ヽ
1，00 0 （Bq／kg）

ヽ
10 0 （Bq／kg）

火　日、　 － 100 （Bq／kg）
核種 10 （Bq／kg）
放射性 ヨウ素

（混合核種の代表核種 ：1311） ヽ
1（Bq／kg）

1
璽

放射性セシウム 竜 基準

卑 1，000 （Bq／kg）

空

士
1，000 （Bq／kg）

軍
戸 r

1，000 （Bq／kg）

竜
100 （Bq／kg）

ウラン

′ 100 （Bq／kg）

雲

量

1PO （Bq／kg）

l‾
10 （Bq／kg）

レ
；て

1 （Bq／kg）

妄導介入 レベルガイ ドライン）

プル トニウム及び

超ウラン元素の

アルファ核種

（23やU，239pu，240pu，242pu．

琶 基準

′ 35 （Bq／kg）

∃ 50 （Bq／kg）

■軍 80 （Bq／kg）
241加 242c m，243cm，244cm

の放射能濃度の合計）
E

；；

70 （Bq／kg）

づ 100 （Bq／kg）

（ 45 （Bq／kg）

350 （Bq／kg）

7（Bq／kg）3．1CRP63（放射線緊急時におけj

核種 飲食物 3，500（Bq／kg）

β／γ放出体 1 種類の食品 5，000（Bq／kg）

α放出体 1種類の食品 8，000（Bq／kg）

介入レベル10（mSv／年）

4．1AEA（Safety Series No．115，1

7，000（Bq／kg）

10，000（Bq／kg）

4，500（Bq／kg）

35，000（Bq／kg）

700（Bq／kg）■

1．800（Bq／企）

1，600（Bq／且）

160（Bq／£）

7（Bq／£）

核種 飲食物

134cs，137cs，103Ru．106Ru，89sr 食品－

牛乳・

1311 牛乳・

90sr 食品－

241Am，238pu，239pu 食品－

牛乳 ・



表4．5－7　放射性物質により汚染された食品に関する主な基準

1．チェルノブイリ事故影響による日本における輸入食品の放射能汚染に関する暫定限度

核種 飲食物 基準

134cs 全七の輸入食品 370（Bq／kg）

一千千Cs 134cs と137es の合計

2 ．防災指針 における飲食物摂取制限に関する指標

核種 飲食物 指標

放射性 ヨウ素 飲料水 3．×102（Bq／kg）以上　◆

（混合核種の代表核種 ：131l■） 牛乳 ・乳製品

野菜類 （根菜 ・芋類 を除 く） 2 長103（Bq／kg）以上

放射性セシウム 飲料水

牛乳 ・乳製品

2 ×102（Bq／k占）以上

野菜類

穀 類

肉 ・卵 ■魚 ・その他

5 ×102（Bq／kg）以上

ウラン 飲料水

牛乳 ・乳製品

20 （Bq／kg）以上

野菜類

穀 類

肉 ・卵 ・魚 ・その他

1×102（Bq／kg）以上

乳幼児食 として市販 され る食品

（調理され食事に供 される形）

20 （Bq／kg）以上

プル トニウム及び 飲料水 1くBq／kg）以上

超ウラン元素の

アルファ核種 ．

（238pu，239pu，240pu，242pu．

241加 242cm ，243cm，244cm

の放射能濃度の合計）

牛乳 ・乳製品

野菜類

穀 類

肉 ・卵 ・魚 ・その他

10（Bq／kg）以上

乳幼児食として市販 され る食品

（調理 され食事 に供 され る形）

1くBq／kg）以上

3．1CRP63（放射線緊急時における公衆の防護のための介入に関する諸原則）

核種 飲食物 基準

β／γ放出体 1種類の食品に対して 1，000～10，000（Bq／kg）

α放出体 1種類の食品に対して 10～100 （Bq／kg）

介入レベル10（mSv／年）

4． 1AEA （Safety Ser ies No．115，1996）

核種 飲食物 基準

134cs，137cs，103Ru，106Ru，89sr 食品一般 1，000 （Bq／kg）

牛乳 ・乳幼児食 ・飲料水 1，000 （Bq／kg）■

1311 牛乳 ・乳幼児食 ・飲料水 100（Bq／kg）

90sr 食品一般 100（Bq／kg）

241Am，238pu，239pu 食品一般 10 （Bd／kg）

牛乳 ・乳幼児食 ・飲料水 1（Bq／kg）
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5 ．1AEA（Safety Series No．109．1994）　　　　　 L
核種 飲食物　　　　　 ‡ 基準
134cs．137cs，103Ru，106Ru，89sr 食品一般　　　 i 1，000（Bq／kg）

牛乳・乳幼児食・飲料水 1，000（Bq／kg）

1311 牛乳・乳幼児食・飲料水 100（Bq／kg）

90sr 食品一般．　　　 【 100（Bq／kg）

241Am，238pu，239pu，J
240pu．242pu

食品一般　　　　　 t 10（Bq／kg）
牛乳・乳幼児食・飲料水 1（Bq／kg）

i

6 ．CODEX（CAC／GL 5－1989）

核種 飲食物　　　　　 1 基準

134cs，137cs 食品一般　　　　 ‡ 1，000（Bq／kg）

牛乳 ・乳幼児食 1，000（Bq／kg）

1寧1l 食品一般　　　 ！ 1，000（Bq／，kg）

牛乳 ・乳幼児食 100（Bq／kg）

90sr 食品一般 100（Bq／kg）

牛乳・乳幼児食　　　 ↓ 1PO（Bq／kg）

241A机238pu 食品一般 10（Bq／kg）
牛乳・乳幼児食　　　 － 1（Bd／kg）

　　　　　　　　1

7． WHO （放射線大事故による広域放射能汚染後の誘導介入レベルガイドライン）
核種 飲食物 基準

Bq あたりの被ばく線量

が高い核種

（10‾6sv／Bq）

一穀物　　　　　 i 35（Bq／kg）

根菜 t芋類　　　 ； 50（Bq／kg）

野菜類　　　　　　 ∃ 80（Bq／kg）

果物　　　　　　 l 70（Bq／kg）

肉 100（Bq／kg）

牛乳　　　　　　　　 － 45（Bq／kg）

魚　　　　　　　 ！ 350（Bq／kg）

飲料水　　　　　　 t 7（Bq／kg）

Bq・あたりの被ばく線量－′

が低い核種

（10‾8sv／Bq）

穀物 3，500（Bq／kg）
根菜■芋類　　　　　 r 5，000（Bq／kg）

野菜類 8，000（Bq／kg）

果物 7．000（Bq／kg）

肉　　　　　　　 と 10，000（Bq／kg）

牛乳 4，500（Bq／kg）

魚 35，000（Bq／kg）

飲料水 700（Bq／kg）■

137cs 乳幼児食 1．800（Bq／立）

1311 乳幼児食　　　　 l 1，600（Bq／旦）

90sr 乳幼児食　　　　 l 160（Bq／£）

239pu 乳幼児食　　　　　 t 7（Bq／£）
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5．放射性降下物の環境中の挙動および人体への影響に関する文献

5．1放射性物質の放出から人体の健康影響にいたる過程

原子力発電所等の事故により放射性核種が環境中を移行して食品に取り込まれ、それを人間が摂

取する＿ことにより体内に放射性核種が蓄積して放射線被ばく（内部被ばく）をもたらすおそれか奉

る。そして、内部被ばくによって人体に様々な健康影響が生じるおそれがある。

原子力発電所等から放射性核種が放出されて人の健康影響にいたる経路を図5・1－1に示す。

図5．1－1放射性核種が放出されてから人の健康影響にいたる経路

5－1



大気中に放出された放射性核種は、土壌、動植物あるいは海、湖沼、河川といった水系の上に沈

着したり、動植物に吸入されたりする。土壌に沈着したものの一部は再浮遊して大気中に移り、ま

た一部は植物の根から植物内に取り込まれる。植物は土壌内または水系から放射性核種を取り込む。

動物は飲食によって植物や水系から取り込む。環境中の食材が食品になる場合は、洗浄されたり、

不可食部を除いたり調理することにより放射性核種の一部が取り除かれる。食品と‘して人体に取り

込まれると代謝によって一部は排出されるが、一部は体内に残って内部被ばくをもたらし、健康影

響にいたる。

本章では、図‘5・1－1の経路を放射線核種の移行の観点で分割して、それぞれについて参考となる

文献を整理する。

5・2節では、放射性核種の環境中の移行を解明する取り組みとして、環境移行パラメータと環

境移行モデルの例とモデルの検証事例及び国内での研究事例について述べる。

5・3節では、食品からの被ばくを評価する上で必要となる食品摂取のパターンについて述べる。

5・4節では、体内に取り込まれた放射性核種の人体への影響について述べる。
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5．2　放射性核種の環境中の移行

5．2．1　環境移行パラメータの整備

核施設から放出される放射性核種による被ばくの影響を評価するための数学モデルでは、環境を

幾つかのコンパートメント（区画）に分けて、その間を放射性核種が移行する割合をパラメータ化

する方法が用いられる。IAEAでは核施設からのルーチン放出において放射性核種が環境中を移行

するパラメータを整備して、SefetySeriesNo．57としてまとめた。SefetySeriesNo・57のパラメ二

タは、被ばく線量が限度を超える可能性を低くすることを意図して安全側に設定されていた。

IAEAでは、実際的な評価に必要となる「ベストな推定値」としてのパラメータをIUR（the

InternationalUmionofRadioecologists）1と協力して整備して、・TbclmicalReportSeriesNo・364

（以下、TRS364）（5－1）として享とめた。TRS364では、ハンドブック中のパラメータはあくまで‾

般的な条件での推定値であり、対象地域の特性的なデータがあればそれを使用すべきであると記さ

れている。しかし実際のところ、TRS364は膨大な移行パラメータが掲載されているので殆どの影

響評価において引用されている○例えば、仏EAのSefetySeriesNo・57の見直し版IAEASafety

ReportSeriesNo・19（5－2）における国際的な手法研究においても活用されている0わが国特有の土壌、

生態系、食習慣等を考慮したパラメータ研究においても、TRS364が参照されている。

図5．2－1放射性核種の環境移行モデル図）（TRS364の表紙より）

lIUR（InternationalUnionofRadioQCOlogists）：国際放射生態学者連合（InternationalUnionof

Radi。eC。logy）。本部フランス。放射線生態学の専門家間の情報交換等を目的とした非政治的・非営

利的な科学的組乳（ホームページhttp：〝ⅣYW・iur－uir・Org／）
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IAEAでは、これまでに核燃料サイクルや核廃棄物処分に関連して放射性核種の環境中挙動を明

らかにし、その性質を解析するために、一連の国際協同プロジェクトを実施し、環境影響評価の手

法の改善に努めてきた。旧いものから順に挙げると、

VAMP（VaridationofemvironmentalModelPrediction）（5・3）（5・4）

BIOMOⅥSII（BiosphericModelⅥlridationStudy）

BIOMASS（BiosphericModelingandAssessment）（5－5）

EMRAS（EmvironmentalModelingforRadiationSafety）

である。EMRASは現在進行中のプログラムであり、そのワーキンググループの1つでは、チェル

ノブイリ後の情報や新たな実験結果等をもとにTRS364の見直しを行っている。特に重要な見直し

のポイントは、mS364以降のチェルノブイリ後の情報や新たな実験結果をもとに、パラメータの

数値の不確実性を特定することと、動的なパラメータを導入することである。見直し作業は2007

年に終了する計画である。

5．2．2　環境移行パラメータ（5・1）

（1）農産物（植物）への移行

環境中から農産物への移行経路は様々である。大気からの乾燥沈着あるいは降雨沈着や、潅漑の

水が汚染されている場合など、植物の表面が汚染する。さらに、風などで地表から再浮遊して汚染

する場合もある。表面に付着した放射性核種の一部は植物内部に吸収される。他にも、植物の根を

経由して土壌中め放射性核種を取り込んで汚染する場合がある。

植物中の放射能は、放射性核種自身が壊変して低減する他に、植物の成長に伴い希釈（植物の単

位体積あたり放射能が低下する）され‘たり、放射性核種が水により洗い流されたり植物内から外部

へ染み出したりする。また、動物によって食べられたり農作物として収穫されることにより、放射

性核種が除去される場合がある。

植物に関する放射性核種の環境との移行の主要なパラメータは以下のとおりである。

①大気から植物への沈着

植物上に沈着した放射性核種はある割合で植物に挿捉される。

ト′〒eXpトβ）

ここで、′は最初に植物上に留められる物質の割合、月毎′項ま単位面積あたりの植物の乾燥質

量、〟折融ま捕捉係数である。

TRS364では、乾燥沈着に対しては〝、降雨沈着に対してはけ／β）がデータとして整理されてい
る。（表5．2－1）
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‾表5．2－1降雨沈着による放射能に対する単位植物質量あたりの移行比率（′／可（5・1）
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これらのデータはⅥMPの第二レポート（5・3）のレビューを反映している。主なレビュー結果は次

のとおりである。

1）捕捉係数fは質量捕捉係数釘Bよりも変動が大きい。

2）乾燥沈着の質量捕捉係数〝Bの変動は、小さい粒子に対して小さい。大きい粒子に対して

は、濡れた植物の表面は乾燥した降下物の捕捉は乾燥した面に対して3倍以上である。

3）降雨沈着放射能の質量捕捉係数灯Bは、化学的条件に高く依存する。陽イオンの値は陰イ

オンよりも高い。

4）生物量に対する捕捉の割合の関係は牧草と他の葉の作物に関してデータが多いが、穀類、

果物及び野菜など他の作物に対しては生長期間の半分、葉の面積に対する正規化が必要なた

め適用可能なデータは限られている。

5）多くのモデルでは捕捉割合または質量捕捉係数を沈着速度を用いて計算する乾燥沈着放射

能に適用しているが、沈着速度は沈着の時間積分放射能に対する植物表面上の放射能の関係

として決定されることが多い。

6）ルーチン放出の放射線学的影響の予測モデルにおいては、一般的で経験に基づく捕捉係数

を乾燥沈着及び降雨沈着に対して整備しておくのがよい。状況別の寄与を考慮するためには

個別にモデル化して検討すべきである。

②葉から植物内への移行

植物において葉から吸収されて各器官へ移行することは沈着とは別プロセスとして扱われ、移

行係数は次のように定義されている。

TLF＝
収穫時に可食部の放射能濃度（勾／短）

沈着時に菓1m2あたりに留まった放射能量

TRS364の移行係数を表5．2－2に示す。

③植物内の放射性核種の減少

植物の放射性核種が減少する理由と，して、放射能の減衰、降雨・潅漑等の外的要因、植物の成

長に伴う内的な要因に基づくものを総合的に評価して汚染量の減少は次式で定義されている。

MノM。＝eXP（－t／T）

ここで、M。及びMは、それぞれ最初に留まった量及び時間J後の質量、丁は経験的に求め

られた時定数である。成長期には丁はおよそ15日である。

④土壌から植物への取り込み

土壌から植物↑の放射性物質の取り込みは、移行係数札で記述される。札は、植物と土壌の

放射性核種の濃度比（濃度は乾燥質量あたりの放射能で表す）である。

TRS364では、ナトリウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、銅≠亜鉛、ルビジ

ウム、ストロンチウム、イットリウム、ジルコニウム、ニオブ、モリブデン、テクネチウム、ル

テニウム、ロジウム、銀、アンチモン、テルル、ヨウ素、セシウム、バリウム、ランタン、セリ

ウム、プラセオジム、ネオジム、タングステン、鉛、ポロニウム、ラドン、トリウム、ウラン、

ネプツニウム、プルトニウム、アメリシウム、キュリウムの各核種について、作物ごと放射性核

種の移行係数βγのデータの一部を表5．2－3に示す。
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表5．2・2　一移行係数（m2／kg）（5■1）
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表5．2・3　土壌から植物への移行係数（乾燥土壌と乾燥作物の単位質量あたりの濃度比（5・l）
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⑤土壌粒子の再浮遊及び再付着

風によって地表から土壌粒子が空中に浮遊したり、雨などのしぶきといっしょに地表付近の放

射性核種が植物に付着する場合を考慮する。

TRS364の土の再付着の移行係数を表5．2・4のように整理している。

表5．2－4　土壌の再付着する推定値（5－1）

条件
推定値（植物の乾燥質量〔 k g 〕に．対す

る付着す る土の乾 燥 質 量 〔g〕）

葉や 草低 めの推 定 値

4高 さ　 地 表 4 0cm 以上

地 表 4 0em 以 下 10

穀 物 の粒 く4

推 定値 の上 限 （通 常 の条件 ） 25 0

推 定値 の上 限 （嵐 や 動 物 の影響 が大 きい場 合） 50 0

⑥土壌中の放射性核種の喪失（5・3）

植物上に放射性核種が沈着した後、放射能減衰とともに、環境影響による除去作用が働いて初

期の汚染量から減少する。単一項の指数のメカニズムを仮定すれば、環境作用により除去される

放射能量が半分になる時間は環境作用半減期（environmentalhalftime）Tlで決められる。このパ

ラメータは環境作用喪失定数んと次の関係がある。

環境作用による喪失過程の放射能減衰を考慮すると、有効半減期圭がまたは喪失定数見好は以

下のとおり計算できる。

r：｛ざ＝

㍍・r

㌫＋γ

ここで、午は放射線学上の半減期である。

環境作用による半減期への影響要因

環境作用による半減期は多ぐのプロセスの影響を受ける。特定のプロセスについて定量化するこ

とは困難である。それゆえLは植物における時間経過濃度から逆算して求められる。

【風による除句

粒径の大きい放射能は風によって植物からゆすり落とされる。このプロセスは沈着後すぐに

放射性物質の初期喪失になる。風の作用による表面磨耗や菓折れは塩粒子、ろう成分の突起、

表皮及びその他表面の小部分を植物から除去する。

【水による除去】

降雨、霧、露、ミストは2つのプロセスで植物から放射性核種を除く可能性がある。洗い流

しは植物表面から物質を除き、ろ過は植物内部に結合した物質を除く。直接的な風の除去めよ

うに洗い流しは沈着後すぐに最も効果的である。軽く続く霧雨のような降雨は短期間に大量の
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雨が降るよりもろ過の効果が高い。ろ過は高い温度でも効果が増す。

【成長】

成熟するまで、菓植物の成長は級数的な過程と近似的にみなすことができる。結果として植

物に関連するあらゆる物質の質量濃度は植物が成長するのとほぼ同じ速度で減少する。成長に

よる希釈の影響は成長の各段階における農地管理及び成長期間中の天候条件に依存する。

集約的な農業システムでは植物の成長を模擬して収穫を最大にするために異なる種類の肥料

がしばしば適用される。これは主に成長による希釈を増大させる。もう一つの重要なファクタ

ーは植物の水供給である。

土壌からの核種の喪失において最も重要なプロセスは地下水層におけるろ過であり、土壌中

における放射性核種濃度と液層における濃度の比がパラメータ方。¢／短）として整備されて

いる。

土壌中の放射能濃度（頻／短）

溶解液中の放射能濃度（勾／ゼ）

TRS364では、土壌から取り除かれる放射性核種の割合を表5．2・5のように整理している。
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表5．2二5　土壌における放射性核種の分配係数KD（劇／kg）（5－1）
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（2）　畜産物（牛乳、食肉及びタマゴ）への移行

動物食品における放射性核種濃度は、放射性核種の取り込み、動物の器官あるいは排泄物への代

謝に依存する。動物あるいは動物食品の汚染は、呼吸や飲水によるものもあるが、大部分は汚染し

た餌を摂取することによる。

①動物の放射性核種の取り込み

動物の放射性核種の取り込みは動物の種類、大きさ、年齢、成長率、餌の消化率、ミルクの

算出に依存する。

②餌から動物製品への移行

餌から動物製品への放射性核種の移行については、ミルクへ移行係数㌔とその他の動物製品

への移行係数町こ分けて整備されている。これらの移行係数は、動物製品1g当たりまたは1kg

当たりに、動物が一日に摂取する核種の量として定義されている。移行係数を利用する上では、

平衡関係の確認と、新陳代謝、核種の化学的及び物理的形態及び食構成、年齢の影響を考慮す

る必要がある。

TRS364の飼料から牛のミルクへの移行係数㌔を表5．6に示す。TRS364には家畜の一日当

亘りの餌と水の量のデータも記載されている。

表5．2－6のデータのタイプは以下のとおりである。

a）一回の管理された線量、安定核種あるいはRIの餌。

b）繰り返し／継続的にRIの餌。

C）ミルクと餌の安定核種の濃度比較。

e）他のデータの付随データ。注意して使用のこと。

h）文献レビューに基づく。

i）利用可能なデータを調査して100日の推定モデル。

j）付属データによるレビューに基づく。

t）自己均衡的に制御されているため、使うべきでない。
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表5．2－6　飼料から牛のミルクへの核種の移行係数（d／の‾（5‘1）
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（3）　陸水生態系（魚類）への移行

水環境からの食品による被ばくとしては魚類及び軟体動物や甲殻類の無脊椎動物が考慮されてい

る。被ばくに寄与するものとして沈殿物や浮遊物上の放射性核種と魚類の体内に蓄積される放射性

核種が考慮されている。

①沈殿物及び浮遊物上の核種の取り込み

淡水中の粒子状物質への放射性核種の吸収は分布係数gdとして表現される。固体粒子に吸

収された放射性核種の量と溶廃液中に撃った放射性核種の量ゐ比で去る。単位は（卿短）また

は（勾／g）で表す。

②魚類への移行

放射性核種の水圏生物への混入は濃度係数弟で表現される0βタは生物臓器内の放射能濃度

と水中の放射能濃度の比として定義されている。またβクの設定に地域の特性を盛り込めるよう

に、水中のカリウムやカルシウムの濃度、あるいは食魚性の魚類か否かなどをパラメータとす

る計算式を提唱する研究もある。

表5・2・7に、濃度係数βクのデータを示す。
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表5．2－7　淡水魚の食べられる分量（也化g）に対する濃度比（5●1）
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（4）　自然生態系中の食品への移行

自然生態系中の食品に関してTRS364では、きのこ類、ベリー類、蜂蜜、狩猟動物、放牧動物な

どについて移行係数が整理されているが、VAMPTbrrestrialWorkingGroupの第2レポート（5●3）

による報告に基づいている。
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半自然生態系から取れる陸域から人への放射性核種の移行の潜在的な放射線学的重要性はチェル

ノブイリ事故以降明らかとなった。以前に開発されていた食物連鎖モデルはそのような移行は考慮

されていなかった。これらの食品については汚染につながる過程が複雑であり、現時点で移行メカ

ニズムの理解は完了していない。これらの理由により地表沈着と食品における汚染の経験的な関係

を一括したパラメータによる方法を用いて表した。

自然生態系としては、原野、高地、湿地帯及びツンドラが含まれている。このような地域で取れ

る食材は一般公衆による消費は少ないが、狩猟者や、ベリーやきのこの採取者は比較的大きな量を

移行係数は単位面積あたりの地表降下物の放射能（勾／椚2）に対する食材中の放射能濃度

（軸／短）として整理されている。

表5・2－8に、半自然生態系で取れる食品への137Csの移行係数を示す。
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表5．2－8　半自然生態系で取れる食品への137Csの移行係数（m2／kg）（5‾1）
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（5）　食品加工における移行

食品中の放射性核種の濃度は工場や家庭における食品加工時の煮沸による抽出、不可食部分（ぬ

か、皮、骨、殻等）の除去、乾燥や希釈などによって変化する。これを考慮しないと被ばく量を過

大に評価する可能性がある。

加工における放射性核種の移行パラメータとしてほ、元々の生の食材中の放射性核種の量に対す

る、加工後の放射性核種の量の比吾として整理されている。また併せて、食品が加工によって変化

する質量の割合を加工効率蔦として整理されている。

表5・2・9に食肉についての残留係数吾と加工効率蔦のデータを示す。

表5．2－9　食肉の残留係数と加工効率（5・1）
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5．2．3　チェルノブイリデータによるモデル検証

IAEA・BIOMASSは、環境中における放射性該種の移行を予測する機能を開発及び改善すること′

を目的として、1996年10月にウィーンで立ち上げられた。このプログラムのテーマは以下の3つ

であった。

テーマ1：放射能廃棄物処分

テーマ2：環境放出

テ一寸3：生態系過程

テーマ2の下の線量再構築ワーキンググループでは、線量再構築の評価プロセスを検証するため

に、1986年にチェルノブイリ原子力発電所から事故で放出された137Cs、ロシア連邦のブリヤンス

ク地方のイプーチ集水地域における被ばくについて、シナリオを作成して複数のモデルの比較によ

るシナリオ演習を行った。

このプロジェクトには、畠－ロツパ、オース′トラリア、米国、日本など世界の異なる地域から参

加しており、多様な地理及び気候地域を代表している。モデルはいずれも国家が放射線学的状況に

対する評価及び意思決定に用いる商業化されたあるいは公的なモデルや研究目的で開発されたもの

であった。参加したモデルの一覧を表5．2－10に示す。

計算は、幾つかのステージで行われ、最初の計算は参加者によるブラインドテストとして行われ

た。これらの初期の結果を解析によってモデラーは結果における誤った推定あるいは入力情報の誤

った解釈を認識することができた。

シナリオ演習の最大の問題は、テストエリアの斑的汚染に対するデータの平均化、土中（根ゾー

ン）の137Csの移入と生体内取り込みの模擬、対策の有効性のモデル化であった。全ての問感につ

いてワーキンググループで議論をして、アイデアの交換することにより、モデルの改良が進められ

た。

図5．2－3にシナリオ演習における評価結束の例を示す。
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表5．2－10　BIO舶SSシナリオ演習に参加したモデル
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シナリオ演習による得られた知見は次のとおりであった。

1）概して、プロセスを詳細に記述した複雑なモデルは、多くのケースにおいて利用できないあ

るいは取得困難な、大量かつ高品質の入力情報を必要とする。放射線環境評価に用いるための

モデルの複雑性は、入力情報の利用可能性を踏まえるべきである。不十分な入力情報による複

雑なモデルの使用は放射線環境学的な評価の目的に対して無益である。

2）幾つかの放射線環境学の計算コードは、一つの計算開始ポイントを持つ。例えば放射性核種

の大気拡散と沈着である。そのような計算コードの固定的な構造は、選定した入力データが利

‾　用できなくて計算を他のポイント例えば土壌の汚染などから開始する必要がある場合、多くの

困難を生じる。理想的には放射線環境学の評価に用いる商用コードは高度に柔軟であり、利用

者に幾つかのサブプログラムのブロックを省略することを可能にしたり、もっとも適切な開始

ポイントから計算を開始したりすることができるべきである。

3）イプーチシナリオ演習によりモデラーは農業対策（特に農薬による対策）が幾つかの重要な

ファクターにより特徴づけられる複雑な作用、植物と動物による放射性核種の生態系への取り

込み、時間的な効果の継続、飽和効果、農耕地の肥沃化への間接的影響、となることを学んだ。

4）ここで扱われたモデルは放射性核種の大気拡散のモデル、植物表面の初期掃捉、放射能雲か

らの被ばく、牛における放射性核種の移行のモデルを含む。土壌への137Csの移入モデルはま

だ不完全である。異なるタイプの土壌に対するキ⊥パラメータのデフォルト値はまばらである。

5）モデルの予測は、とりわけ線量再構築においてデータが不完全な状況に対して、パラメータ

値の選択あるいは入力情報の解釈におけるモデラーの判断に強く依存しているおそれがある。

6）放射線環境学モデルにおける不確定性の解析は、専門家の個人的な判断から複雑なモンテカ

ルロシミュレーション2まで、異なる仮定に基づいている。一般には、不確定性の評価のため

の標準的な手法を利用することは、モデラーの予測とテストデータを比較する上で非常な助け

となる。

7）ある特定の経路（例えば、果物、森林及び湖など）の詳細なモデルが開発されたので、多重

の経路モデルに組み込むことができた。

2乱数を用いたシミュレーションを何度も行なうことにより近似解を求める計算手配解析的に解く

ことができない問題でも、十分多くの回数シミュレーションを繰り返すことにより、近似的に解を

求めることができる。但し、統計的な平均を求めるために膨大なデータを扱うので、結果を得るま

での時間が計算機の性能に大きく依存する。また、高い精厚を得るにはデータ数を増やすのが最も
簡単な方法であるが、そうすると計算回数が膨大になり、解析に時間がかかるという弱点もある。

5・22



5．■2．4　　日本における研究事例

IAEAでは、環境中の放射性核種の挙動について移行パラメ，タを整備してハンドブック（IAEA

TechnicalReportSeriesNo．364）（5・1）を出版した。しかし、同ハンドブックでも強調されているよ

うに、ハンドブックのパラメータはあくまでデータがない場合のデフォルト値であり、可能なかぎ

り実際にモデル化する地域の特性を考慮したパラメータを使うべきである0ハンドブックのデータ

が欧州のデータが中心であるのに対し、わが国は気象、土壌の条件が欧州と異なっており、何より

も食生活が異なることから農作物の態様も欧州とは全く異なっている。

＿このことから、環境中に放出された放射性物質がどのように環境中を移動してゆくのか、わが国

特有の環境を考慮したパラメータの整理とモデルの検討が必要である。本節では、放射性核種の環

境中の移行について、移行パラメータの研究（5・5）と移行モデルのシステム化研究の2例について述べ

る。

（1）放射性核種生物圏移行パラメータ調査（5●5）

資源エネルギー庁では、原子力発電及び核燃料サイクル事業に伴って発生する放射性廃棄物を埋

設処分することに関し、長期の安全確保のために技術開発研究を実施している。地下の処分場から

放射性核種が地下水により移動し、最終的に人間の生活環境に到達する場合についても、核種の移

行プロセスと被ばく経路を適切に評価しなければならない。このため、放射性核種の生物圏移行パ

ラメータ調査を平成14年度から実施している。

放射性核種の移行パラメータを考えた場合、気象条件、土壌の種類、作物種や農業形態が、わが

国と欧米では異なっている。特に食品摂取のパターンが重要で、わが国の場合、他のテジア諸国と

同様、穀類の摂取が多い点が欧米と大きく異なっている。また、わが国における主な土地利用の形

態の一つである水田一水稲生態系ま、湛水を行うことで水稲生育の環境を作りだしているが、同時

に土壌の物理的・化学的特性を大きく変化させている。

この調査では、放射性核種の水田生態系の動的コンパートメントモデルを構築するとともに、放

射性核種を対象として、モデル構築に必要なデータ整備を実施した。

1）対象とする農作物

わが国において摂取する農作物の種類は欧米に比較して非常に多いため、現実的な対応手段とし

て、農作物を①水稲②水稲以外の穀類③イモ類④根菜類⑤葉菜類⑥果菜類⑦種実類の7つのグルー

プに分けた。さらに、フォールアウト90srtと137Csの摂取に寄与する割合（図5・2－4）を考慮し、

米、野菜類、豆類を重要食品として移行係数を収集すlることとした。
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図5・2－4　フォールアウト137Cs（Cs－137）及び90Sr（Sr・90）の各食品中に占める割合

2）水田生態系の動的コンパートメントモデル

水田生態系のコンパートメントモデルは、パラメータが多い放射性ヨウ素についてモデル構築を

行った。放射性ヨウ素の場合、大気中及び土壌廃液中での存在形態が2つ以上あり、それぞれにつ

いて移行経路を検討しておく必要がある。水田生態系のコンパートメントモデルを　図5．2－5に示

す。
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3）移行係数

全国の22地点から土壌及びそこに生育している農作物中の元素濃度分析を行い、そのデータか

ら図5．2－6に示す移行係数が求められている。
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図5．2－6　土壌一農作物移行係数

（2）環境負荷物質陸域移行予測コード（MOGRA）（5・7）

環境中に放出される放射性物質の大気中の広がりを評価し、大気中放射能濃度、放射能地表沈着

量、外部被ばく、吸入摂取による内部被ばくを予測する七とは、日本原子力研究所が開発した

SPEEDIシステムが行っており、実際の防災対策に活用されている。

日本原子力研究所では、さらに沈着後の放射性物質の土壌、農作物、河川中での動きを解析予測

する「環境負荷物質陸域移行予測コード（MOGRA‥モグラ塑igrationQf良基ound皇dditionals）」

を開発した。MOGRAは、原子力委員会と文部科学省が進める原子力基盤クロスオーバー研究の一

環として、京都大学原子炉実験所、放射線医学総合研究所の協力を得て開発した。以下にその概要

を説明する。

計算コードの構成としては、動的コンパートメントモデル解析部を中核とし、計算条件の設定・

結果の表示を行うためのグラフィカルユーザインターフェイス（GUI）やデータファイル等からなる。

コンパートメントとは種々多様な自然環境を、性質が類似しているいくつかに区分けしたものであ

る。本コードは、コンパートメントの作成・削除、コンパートメント間における負荷物質の移行の

設定等がマウスによる簡単な操作で可能であるとともに、種々の核種への対応等の汎用性、拡張性

に優れている。

評価を行う際には、まず評価対象となる陸域生態圏を土地利用形態等によって分割（モジュール

化）し、各モジュールで図5・2－7のようなコンパートメントを設定する。モジュール間の物質の移

行に関しても任意に設定できる。MOGRAの適用例として、図5．2－8に、大気中に90Srが放出され

た場合の葉菜中濃度の経時変化予測を示す。
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図5．2－7　環境負荷物質陸域移行予測コード（MOGRA）におけるコンパートメント

（「たゆまざる探究の軌跡一研究活動と成果」2004日本原子力研究所、より）
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図5・2－8　MOG餌の適用例　大気中に90srが放出された場合の葉菜申濃度の経時変化予測（5・7）
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5．3　食品に含まれる核種に関する文献

（1）チェルノブイリ事故における食品中の放射性核種（5●8）

1986年4月26日に発生したチェルノブイリ原子力発電所事故により環境中に放出された放射性

物質は、地表面の土壌、牧草や他の植物上に降下した後、牛乳や葉菜などの摂政によりヒトに移行

した。なかでも放射性セシウム（137Cs及び134Cs）の占める割合が大きかった。このうち特に137Cs

は半減期が比較的長いことから長期的に注目される核種である。また、放射性ヨウ素も放出されて

おり、甲状腺被ばくを考慮すると半減期の短い131Ⅰなども注目される核種である。つまり、事故直

後に影響が現れる牛乳や葉菜では131Ⅰが、収穫まである程度の時間を要する穀類や混載、そして肉

などの食品では137Csがより重要な核種となる。

①食品中の131Ⅰ

事故の2～3日後から汚染した牧草や飼料を食べた牛のミルクに現れた。事蓼地域周辺では牛乳

1丘あたり‘4万から40万Bqの濃度を示した。これは旧ソ連の許容濃度の数十倍から数百倍である0

しかし、同時期牛舎にいた牛のミルクの汚染ははるかに少ないことが確認されている。131Ⅰは半減

期が約8日と短いため短期間に減少し、1986年6月までに牛乳及び他の食品中の含有量は下降し

て問題とならなくなった。

②食品中の137Cs

事故当初は放射性ヨウ素が重要核種であったが、これが減少しそくると137Csが主要核種となっ

た。牛乳中の放射性セシウムは1986年に最大濃度11～18MBq／m3を示した。市販されたものでも

12～43kBq／m3の濃度が確認されている○これらの値は肉中の137Csより2～4倍大きかった0また、

汚染地域からのキノコやイチゴについては高い濃度が観測されている。

③食品中のその他の放射性物質

事故直後チェルノブイリやその周辺で144Ce、95Nbが検出されている。また夢千の106Ruも検出

されている。90Srも放射性セシウムの0．3～3％の範囲で検出されている。
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（2）食品の摂取量（5・9）

厚生労働省が実施している国民栄養調査は、国民？健康増進や生活習慣改善に資するためのデー

タと位置づけられているが、放射性物質に汚染された食品による被ばくを亭平価する際にも、食品摂

取量のデータが不可欠である。食品摂政量が既知あるいは推定できれば、これに食品中の放射能濃

度を乗じることで、放射性核種の摂取量がわかる。

平成15年度国民栄養調査で取得された年齢別の食品群別摂取量を表5．3－1に示す。

表5．3・1年齢別の食品群別摂取量（単位：g）（5・9）
総 　数 1－6 歳 7 －1 4 歳 1 5－1 9歳 2 0－2 9 歳 3 0－3 9 歳 4 0 －49 歳 5 0 －5 9 歳 6 0 －6 9 歳 7 0 歳以

…同蛮 人 敷 く結 敷 ） 1 1．1 0 5 6 3 9 9 3 9 5 6 3 1 1．8 6 8 1．39 3 1．33 1 1．73 0 1．64 2 1．8（氾

殻 類 4 6 2 ．0 2 6 1．5 43 9．3 5 1 7．7 4 7 4 2 48 6．5 48 8．0 4 79．4 48 4．7 44 4．9

い も 謂 5 9．7 3 9．6 7 6．6 5 9．0 53．4 50．7 5 3．5 60．0 69．7 64．1

砂 糖 ・甘 囁 料 類 7．2 4．3 6．2 5．9 6．3 6．3 6．4 8．1 9．0 8．5

豆 類 58．1 2 8．3 5 0．7 4 0．2 4 5 ．7 4 6 ．7 53．6 67．6 78．8 69．6

種 実類 2 1 1．1 2．1 1．7 1．4 1．8 1．9 2．6 3，0 2．3

野 菜類 27 7．5 1 41．7 23 8．8 24 3．1 24 9．3 2 5 5 ．5 276．2 311．6 339．3 30 2．3

うち株 主 色 野 菜 94．2 5 1．8 7 4．6 7 9．5 79．1 86．3 8 7．9 1 0 2 2 1 2 3．9 1 09 2

果 実穎 11 5．1 12 4．1 1 1 卑3 1 01．3 73，7 63．2 8 8．0 12 8．2 153．8 15 1．5

き の こ類 ・ 15．0 8．2 10．4 1 3．0 1 2．9 13．4 1 6二7 16．5 20．5 15．3

海 草類 13．2 7．8 11．5 9．2 9．8 1 1．4 1 2．9 14．1 19．3 14．3

魚 介 類 　■ 8 6．7 38．1 60．6 7 2 ．2 7 1．5 7 3．3 9 3．2 105．5 1 10．9 9 6．5

内 妻奉 76．9 5 0．7 87．7 12 5．1 1 0 6．8 9 6．2 8 5．8 7 6．4 57．3 4 5．0

卵 類 36．6 27．0 3 9 月 52．2 3 8．4 3 7．9 42．2 3 5．5 32．7 3 2 ．1

字L 類 12 6．4 2 2 1．8 3 8 7．8 18 2．1 10 0．2 9 4．年 82，4 94．7 1 06．2 101．9

油 脂芙頁 10．4 8．1 1 1．8 14．7 1 2．9 1 2．5 11．5 10．5 8．6 6．8
菓 子 天白 2 5．8 32．6 3 8．0 3 8．0 26．1 ・2 5．0 23．4 23．5 21．9 引．2
噂 好 飲 料 類 5 9 2．8 17 0．1 2 4 2．5 42 7．3 53 5．4 68 0．7 7 45．9 7 52．4 7 0 6 ．9 和．6

調 囁 料 ・香 辛 料 類

補 助 栄 蓋 素 ・

9 3．2 38．6 5 7 ．0 84．7 9 8．4 99．6 1 05．5 1 09．4 10 5．6 9 0．1

特 定 †呆健 用 食 品 1 1．9 14．7 8．4 10．6 8」∋ 9．8 10．7 11．9 15．9 13．9
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（3）小売食品中の放射能濃度調査（5・10）

1989年～1994年の間、日本全国における小売市場から購入した食品中の【90Sr及び137Csの濃度

の詳細調査を実施した。1986年のチェルノブイリ発電所事故の影響と見られる濃度が測定された。

調査の結果、以下のことが判明した。

・天然放射線源による内部被ばくの約0．08％（90Sr）及び0．26％（137Cs）にすぎないことが

わかった。

・食物を動物起源と植物起源に分けると、動物起源は90Srがf37Csより高く、植物起源は90Sr

が137Csより低い。

・年実効線量への寄与が大きい食品は、90Srが豆、野菜、牛乳等、137Csが米、チョコレート、

豆、マッシュルーム、牛乳等であった。

また、本調査では、食品毎の濃厚測定結果と国民栄養調査のデータに基づく摂取量から計算した

90Sr及び137Csの摂取量と、実際的な1日間の総摂取食物からを分析した核種量の実測値の比較を

行っており、90Srについてはよく一致することが確認された。137Csは計算値が4割程度大きく．な

った。これはアルカリ土類金属のストロンチウムに比べてアルカリ金属のセシウムが水に溶出しや

すいため調理中に除去されるためと考えられる。

（4）食事における放射性核種と非放射性核種の比較（5■11）

食事によるセシウムの摂取について、安定セシウムと放射性セシウムの関係を、ガンマ線スペク

トル測定とICP・MS（誘導結合プラズマイオン源質量分析装置）3による測定により調査した。食品

は国民栄養調査と同じく18品目に分類している。ただし米は主食なので穀物から独立させた。

食品の18品目に対し、安定セシウムと放射性セシウムについてそれぞれ単位質量あたりの質量

と放射能を求めた。日本人の食事における食品の種類と量を考慮して137Csの摂取量を求めること

が重要であるとし、きのこ類、魚介類、牛乳及び乳製品類、食肉類、イモ額、豆類及び種子類が137Cs

の摂取に大きく寄与することがわかった。分析測定をさらに高感度化して安定核種の摂取経路を解

析することにより放射性核種の摂取経路を明らかにすることができる。

（5）放射能汚染状況下での栄養摂取

放射能汚染状況下においても、人は栄養を摂取する必要がある。国際赤十字社ではチェルノブイ

リ発電所事故で放射能汚染された地域の住民に対し、最良の健康を維持する観点からどのように食

事を摂ればよいかを説明するための小冊子「チ土ルノブイリ：放射能と栄養」（5■12）を作成して無料

配布している。同小冊子の主な内容は次のとおりである。

・放射線と人への影響に関する説明

・チェルノブイリ事故の影響で被ばくのおそれがある核種

・食事中の基本成分と役割

・起こりうる問題に対する対策と回答

・食品の放射能濃度を減らす加工法

・放射能汚染状況下での栄養摂取法■

・調剤等の特殊製品の製造

3アルゴンガスに高周波エネルギーを与えて発生したプラズマをイオン源として原子化・イオン化・し

た試料を高真空で質量分析して定性・定量する装置
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・予想される質問の回答

食品の放射能濃度を減らす加工法として、多量の温水で洗浄する、長時間水に浸す、熱処理する、

マリネにする、乳製品であれば脂肪分とたんばく質に分解するなどの方法について解説している。

また、栄養摂取法として、食材の選択、前処理、調理方法について解説している。幾つかの料理に

ついてレシピも紹介されている。
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5．4　体内へ取り込まれた放射性核種の人体への影響

5．4．．1　汚染された食品による人体への影響

放射性核種により汚染された飲料や食品を摂取すると、取り込んだ飲食物中に含まれる放射性核

種は、体液に対する可溶性が非常に大きいものについては胃から直接吸収され、そ＿の他のものはそ

れぞれの体液に対する可溶性に応じて小腸から血液に吸収されたり、大腸を通過して体外に排出さ

れる。

体内へ取り込まれた放射性核種は、血液またはリンパ液とともに体内を移動する。体内の臓器や

組織は、それぞれ韓定の種類の放射性核種を沈着させやすい性質を持っているため、血液やリンパ

液中の放射性核種のあるものは各々特定の臓器や組織に集まる。核種毎の各臓器への移行について

は、ICRPより内部被ばく線量評価の報告が行われる中で、体内の代謝挙動（体内動態）を示すモ

デルが開発され、現在まで改訂されてきている。それらの変遷については、4・2・．2章において

述べたとおりである。

放射性核種が沈着した臓器や組織から、それ自身あるいは周囲の臓器や組織が被ばくを受ける。

内部被ばくは外部被ばくとは異なり、プルトニウムやアメリシウムなど電離効果の高いα線を放出

する核種からの被ばくが問題となる。内部被ばくを確認するには、体内に摂取された放射性物質か

ら放出されるγ線やX線を体外から直接測定する体外計測準や、生体組織や血液などの体液あるい

は排泄物中への放射性核種の排泄量（率）を測定することによって放射性核種の残留量又は摂取量

を推定するバイオアッセイ法がある。

5．4．2章では、放射性核種を含む食品の摂取による内部被ばくについての研究成果に関する

文献を紹介する。

そして、臓器や組織が被ばくによってその機能に影響を受けるこ。とにより、健康影響が発生する。

放射線による被ばくの影響については、5．4．3章において、内部被ばくによる健康影響に関す

る文献を紹介する。

5．4．2　放射性核種を含む食品の摂取による内部被ばく

放射性核種を含む食品を摂取することにより、体内へ放射性核種が取り込まれ、内部被ばくを受

ける。白石ら（5・13）は1996年に、日本人成人男性ゐ食物摂取による放射性核種の摂取量及びこれらの

核種に起因する内部被ばく線量に関する研究を行い、その成果を発表している。以下、その研究の

概要について述べる。

放射線による内部被ばく線量を推定する際には、放射性物質の摂取量を算定することが必要不可

欠である。このため、日常食を分析することによる放射性核種の摂取量の算定や直接人体組織・臓

器の核種分析が試みられてきた。

・放射線から受ける日本人成人の年実効線量は、3．75mSvであると評価されていろ（1992原安協）。

この実効線量評価において用いるパラメータは、殆どが日本人のパラメータが使用されたが、ある

核種については、日本人に対する身体負荷量のデータ不足から幾つかのパラメータは

UNSCEAR（UNSCEAR1988）の値が使用された。日本人の被ばく線量に主として寄与するものは、

医療被ばく（2．25mSvウ）と天然の放射線源からの被ばく（1・48mS巾）である。これら2つの被

ばく線量の合計値は年実効線量の99．6％に相当する。天然の放射線源からの被ばくは、外部被ばく
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（0・67mSvケ）と内部被ばく（0．81mSvウ）からなり、内部被ばく線量の約半分はラ、ドンとその子

孫核種に起因する。

食物摂取は、直接的には内部被ばく線量に関係しない天然放射性核種及び人工放射性核種を摂取

する。日常の食物摂取による放射性核種の摂取量の評価ついては、表5．4－1のような調査方法があ

る。

」表5．4－1放射性核種の摂取量の評価方法

調査方法 具体的評価手法

個 々の食 物 に対す る選 基本的な食物 を収集 し、被験者が消費す る食物 を化学分

択的な調査 析することに より、日常の食物摂取による放射性核種 の平

均的な摂取量を評価す る。

マ ー ケ ッ トバ ス ケ ッ ト 食料品店 か ら得 られ る個々の食料品あ るいはそれ らの

方式による調査 コンポジシ ト試料 を分析す ることによ り放射 性核種 の摂

取量を評価す る。

・モ デル デ ィ ッシ ュ に よ 食品の種類及び これ らの摂取率 に基づ く典型 的 な調理

る調査 品を準備 し、これ らを分析す ることにより放射性核種の摂

取量を調査す る。■

陰膳法に よる調査 ある何人が 1 日間 に摂取 した全ての食物 を分析 し放射

性核種の摂取量を評価する。

上表のうち、マーケットバスケット方式による調査は、食料品の選択にあたって、平均的な人の

食物摂取率が特に重要となる。陰膳法4による調査は、通常1人前多く食事をつくってもらい、それ

を収集する。実際に個人が摂取する食物を分析するため、他の方法と比較して最も現実性を帯びた

調査方法である。

これらの調査方法にはそれぞれ長所と短所があり、放射性核種の代表的な摂取量を評価するため

に、一つあるいは複数の方法を選択しなければならない。

ここでは、日本人成人に対する食物摂取のみによる内部被ばく線量を取扱い摂取量から年実効線

量への換算は線量換算係数（単位放射能あたりの線量当量、Sv侶q）を用いている。また呼吸によ

る内部被ばく線量は評価していない。

評価方法について、日本人男性について放射性核種の代表的な摂取量の文献調査を行っており、

殆どのデータは陰膳法によるものを使用し、その他わずかではあるがマーケットバスケット方式に

よる調査結果及びモデルディッシュによる調査結果を使用している。年実効線量は摂取された個々

の核種及び国際放射線防護委員会（ICRP、1978、1994）から報告されているこれらの内部被ばく

線量換算係琴（Sv侶q）を用い算出されている。それによると、一人当たりの年実効線量の計算式

は以下のとおりである。

4陰膳法（かげぜんほう）：実際に被験者が摂取した食事と同じものを採取し科学的分析を行い、調
査物質の1日あたりの摂取量を推定するものである。他の栄養調査と比較してより正確な調査がで
きるが，調査費用が高くつく等の欠点がある。
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年実効線量＝∑IiX365×Di

Ii：放射性核種の1日間の摂取量（Bq／d）

Di：経口摂取による内部被ばく換算係数（Sv侶q）

検討に用いた放射性核種摂取量の文献値には、核種によっては1960年代の古いデータを用いざる

を得なかったため、線量計算の前に日本人の食生活の変遷について検討後、食物摂取による主な放

射性核種（天然放射性核種及び人工放射性核種）の摂取量について検討している。

日本人の食習慣について日本人の摂取率をFOODBALANCESEETS（FAO1991）及び国民栄養

調査（MHW1994）で報告されている多種甲食品消費率から、農作物、畜産物、海産物、その他食品

の4つのカテゴリにグループ分けすることにより、得た結果、表5．4－2のとおりであった。

表5．4－2　日本人の食習慣の一般的な特徴（5■14）

統計データ　　　　農作物t　畜産物d　海産物○　その他一　合計

食物供給－▼　（9／d）1099．9　　307●3

栄養調訂　－‡冨くd）7；；：…　2三；：；

199．6　’246．6

10．8　　　13．3

102．9　　207．6

7．7　　15．5

1853．4

100

1337．7

．100

－1984－1986（m）の平均値，　　　唱民栄養調査報告書（1994）
t穀類，野菜，果軌豆類等，　　d肉′卵，ミルク，乳製品
モ魚類．貝類，海藻類．その他の海産物
一菓子′調味料．飲料．詞理済食品，その他の食品

moによるものは食品の供給側、国民栄養調査によるものは食品の消費側から得られた統計値で

ある。二つの報告書で得られた4群の食品の消費割合は両者でほぼ同じであるが、合計の消費量は、

約40％の差異がある。日本人の食習慣には以下の特徴が認められた。

（1）農作物と畜産物の消費量は、消費量の合計に対してそれぞれ約60％、20％を占める。

（2）海産物の摂取量（10％）は、世界平均（1⊥4％）の摂取量より多い。

（3）畜産物の摂取量は過去10年間で20％以上に増加し、ヨ⊥ロツパ諸国の消費パターン

に近づいている。

（4）日本人の食品摂取傾向は、過去20年間に、海藻類、肉類、調味料、飲料、脂肪及び調

理済み食品など18の食品グループについて10～40％増加した（MHW1994、SUMm

1989）。

数種類の食品について日本人の摂取量が10～40％変化していることが分かったが、各々の食品グ

ループの分析データは豊富ではないので日本人の食習慣は全体として見ると従来と大差はないもの

としている。

日本人成人男性の年実効線量について、日本人原人男性の年実効線量の推定値を血液への移行係

数（n）と経口摂取による内部被ばく線量換算係数（Sv侶q）とともに下表に示されている。本表で

はICRP30及びICRP68（ICRP1978、1994）の2種琴の経口摂取による内部被ばく・線量換算係

数を用いて年実効線量を評価しており、それぞれ0．42mSv及び0．32mSvとなっている。この差は、

210Pb及び210Poに対するICRP30及びICRP68の経口摂取による内部被ばく線量換算係数の違い

に起因するとしている。

5・35



個々の核種の総線量に対する．寄与もまとめられており、ICRP68の線量換算係数を用いた場合、

総線量に対する寄与が大きい核種は、大きい順に40Ⅹ（63％）、210Pb（16％）、210Po（16％）である。

l　また、人工起源の90Sr、137Cs、239Pu、240Pu及び241Amによる実効線量は無視しうるほど小さ

い寄与でしかない。

核種の摂取量の推定値を用いて実効線量を評価する方法は、身体の負荷量を用いて評価する方法

と比較すると精度が低いと考えられている（UNSCEAR199声）が、ICRP30及びICRP68の経

口摂取による内部被ばく線量換算係数を用いて評価された実効線量（0．42mSv及び0．32mSv）は、

身体負荷量の測定により評価された値0．41mSv（NSRA1992）とよく一致しており、特に、緊急時

においては食事試料や食品中の放射性核種を定量して内部被ばく線量を評価する方が、人体の組織

や器官を分析して評価する方法より簡便、迅速で実用的であるとしている。

ただし、本文献では一般公衆に対する経口摂取による年齢依存内部被ばく線量換算係数（ICRP

1991、1993）は考慮されていない。主な理由は、日本における食物摂取量の年齢依存性に関するデ

ータが不足していることによるものとしている。さらに、年齢依存の線量換算係数（ICRP1991、

1993）が報告されている核種が限られていることにもよる。表5．4－3に、日本人成人男性の経口摂

取量及び内部被ばく線量の推定値についてまとめている。

表5．4－3　日本人成人男性の経口摂取量及び内部被ばく線量の推定値（5・14）

核種　摂取畳　線畳換算係数は▼／呵）
（王均／d／人）

エロP30　▼　ⅨRP68

（1978）　11994）

年実効線虫tmSv／y〉

エロ貯30　　（篭）　三脚8　（篭〉

五一3　　　4，O

C－14　　56

Ⅹ十40　　　－－

紐ト87　2．3

か210　0．20
Rトa0　0．60

Ra－226　0．025

mぺ巴和　0．0017

か232　0．0017
M34　0．00，9
ロー235　　0．00Ml

O・「238　　0．0088

Sr－90　　0．066

缶－137　0■064

訊ト239′240

0●0002

如ト241　0●000037

実効線量合計

1．7×10‾11

5．6×10‾10

1．3×10‾事

1．4×10‾●

4．4×10‾†

3．1×1（「7

1．5×1（「▼

7．4×1什■7

7．1×1町1
6．8×10－●

6．3×lt「●

3．6×1t「●

1．4×10－●

1．2×1t「1

5．9×1伊■丁

1．8×10‾l■

5．8火10‾10

1．5xlt「事

6．8Xl（「7

2．4×∬「†
2．8Xl町■7

2．1×10‾1

2．2×10‾7

4．9×10‾1

4．6×10－■

4．4xlO－●

2．8×10－1

1．3×10■●

2．5xlO一丁

2．0×10－I●

0．080tI25　0iO060　0．000026　0．0082
0．011　　2．8　　0．0⊥2　　3．7

0．20‘■　　48　　　　0．20●　　63

0．0011　　0．26　　0．0m　　0．39

0．10　　　25　　　　0．050．　16

0．096　　23・　　　0．053　　16

0●0028　　0．68　●0．0026　　0．80

0．000093　0．022　0．00013　0●041

0．00046．0．11　　0．00041　0．043

0．00026　0．062　0．00018　0．055

0．000010　0．0024　0．000069　0．0022

0．00020　0．049　0．00814　0．044

0．00087　0．21　　0．00067　0．m
0．00033　　0．079　0．00030　0．095

0●008809　0．002　0．00002　0二〇〇6

0．00000800．0019　0．00000270．0009

0．42　　　　　　　　　0．32

●全身計測法による推定底

本表から、日本人男性が天然及び人工起源の放射線源から受ける実効線量の評価結果は、それぞ

れ約0．4mSv、約0．002mSvとなっている。

5．4．3　内部被ばくによる健康影響

内部被ばくによる健康影響について、松原（5・15）は、各種環境要因の人への健康リスク評価につい

ての現状及びその問題点について取り上げる中で、内部被ばくによる健康影響に着目している。以

下にその概要を述べる。
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生体へのリスクを評価するには、（1）環境（外界）に存在するリスク要因を同定し、生体への曝

露、摂取、吸収、蓄積の各段階で、量的推定を行い、それらの情報に基づいて健康影響を評価する

場合と、（2）逆に影響をうけた人間集団の疫学調査により外的内的リスク要因を推定し、それらの

影響度を非曝露集団の値と比較することにより、リスクの相対的評価をする場合とがある。それら

の研究調査により得られるデータは、それぞれにディメンジョンや性質が異なるので、得られた推

定値と、評価しようとする健康リスクとの関係を明らかにし、介在する問題についても検討するべ

きである。図5．4－1は、放射線内部被ばくのリスク推定例である。また、表5．．4－4には輸入食品か

ら摂取するする食品からの実効線量当量の計算例を、衰5．4－5には低線量の放射線影響に関する疫

学調査とその解析例を示している。

r血OfInt血⊇

生体試料
の測定

1804y or Org帥
！細。ntOfthe
J uant吋亡Xjs紬9
1in也e⊂○叩a佃nt

卜も
Rate of【メCItath的

）r（t－t－）dt－

funCtlbn

排　泄　　量

放射性物質摂取のT日後に、ある問窟絃器での線量当量†、

EシーベルHS可†は、

ヱ＝ま賢弟細R（t読
た鱒L
R（f）：放射性物質の全身残留粥数
A　：放射性物質の崩壊定数

伽：放射性物質の摂取孟（一回摂取ならば定数だし、連銭摂取の時留的となる。

単位はベクレル¢q）岬）

ム：ある問題厳器での残留が全身残留に占める都合

刑：鹿砦質孟（グラム、d
g　：1崩壊あたりの実行吸収エネルギー

こ¢場合どこ∑E・F・Q・n
E：放射線のエネルギー

F：娘核種の馴抜穂の底変数

Q：貿係数（放射線の毯薪や質の違いによって定める、吸収

線丑にかける荷重係数

n：埼一に分布しない時の修正係数

排　　泄　率

玖ダ　〝Ci
（方法）
尿、糞便の化学分所

放射能測定
（必要な情報）

核隆、放射能半減臥化学形状態」

粒子サイズ、摂取経路

被　曝　量

月「】陀m O　〝Ci／日

（方法）
計算

（必葉な情報）
等官質宜（m）

実効エネルギー（E）

俸内分寿げJ

（方法）
計算

ゝ及　〝CV8

（方法）
排泄時間による方法
クレアチ二ソによる方法

（必要な情報）

排泄時間（日）

排泄経路（昂，ネ）

初期体内畳

・如　〝Ci

（方法）

麓留曲線の外挿

捗　泄　曲　線

g（f）　〟Cy日

（方法）
計説法によるあてiまめ

最小自乗法による作成

（必要額情報）
排泄時刻（f）、全身計測データ

既知排泄率曲線（y（り）

摂取時刻 残　留　式

ね　　目　　　　　　　　す（′）甚i
く方法）　　　　　　　（方法）

作菜、作業環境の詞査　残留曲線の解析
体内汚染データの解析

（必要な情報）
作業報告、日誌等の記蚤、

作薬帯費モニタリソグの　‾
データ

留で　〝Ci

（方法）
全身、胸部の外部計測

（必要な情報）

舞狂畳の場合と同じ、皮膚汚染の有無

残　留　曲　線

g（f）　〝Ci
（方法）
排泄曲紋の場合と同じ

切要な情報）
経過時間川、生体試料分析のデータ

図5．4－1内部被曝線量算出の手順（5－15）
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表5．4－4　輸入食品からの実効線量当量の計算例（1987．10）（5・15）

食　品
1日摂　　　　　　　欧　州

㌢箸慧去細管規定
日教／年　セシウムについ

ての線量換算計
数

kqノd／人　割　合、；　■割．令．・＝：寧q躇g d／y伽pⅥO BqJmSY

86
1．4　×　0．35　　×　　　　　　　X　370　　×

2217

1人1日あたりの釈量のうち
欧州からの皇

たときのセシウム摂取量

1人1年あたりの摂取セシウム放射能

書1．脚による内部攻守碧雲尊く％）1射7．10
聖計∴・＿5．2

鱒蝕　　　4．3

認　餅0・相和

欧州からの
輸入食品が

全線量に　　すべて370‘
対するセ　Bq／kgのと
シウムの　　き得られる
寄与酎合　線量僅

mS▼／y（輌

365×／．（飢075xlが・X O・9）二〇・鵬
≒0．叫

全放射能によるlmS▼ノy伽p叫
．を生ずるセシウム放射能▲（蓑一1＝参照）

輸入食品がすべて37曙q／短であったとすると
mS▼Jy（i嘘咄

紐ミ0．98，≒1
欧州からの輸入食品が平均10王iq／短劇下
とすれば　線量＝0．001以下

表5．4－5　低線量の放射線影響に関する疫学調査とその解析例（松原、科学、

61，408，1991）（早・15）
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これらのリスク評価においては、問題点として、以下のような事項がある。

1．環境要因と生体との相互作用の全貌がわかっておらず、個体レベルの反応の解釈は

進みつつあるが、全体的理解に問題がある。（図5．4－2、図5．4－3）

2．生体事象を単純化して眺めている。

3．生体への毒性は蓄積量と比例することを仮定（前提と）している。

4．実験動物で得た結果を外挿している。

5．疫学調査は結果からの判断であって、生体条件は時と空間で異なり生態環境も違っ

てくる。

6．生体への慢性的影響、特にガンや循環器病などはライフスタイルの寄与が基本的に

大きい部分を占め、特殊な環境条件の寄与すなわちattributablerisk（起因性のリ

スク）は相対的に小さくなり、疫学的評価もしにくい。
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図5．4－2　総合的生体防御系

（松原1992）（5・15）

序 才
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桟 ・

‡こ．1≡抗 酸 化 お よ び 免 疫 機 能 の 克 、

適 応 観 念 ＝】

図5．4－3　ホルミシスのメカニズム

（松原1992）（5・15）



くEndogeneousAntioxidanu〉

（E不OgenerusAntioXi血nls〉

Fig・ReleasesofcytokinesinducedbYOX舶tivestressersincIudingradiationandcoDrdinatedradioprotective
reaptions・（C†iWeichselbaumetal．1993．Bdawin1996－Matsubara199551）

図5・4－4放射線および放射線防護の統合反応を含む酸化性stressersによって誘導さ

れるサイトカインの放出（5－15）

放射線被ばくによる生体へのリスク評価では、図5．4－4のように被ばく自体が生体にある種の防

御力を与える（生体防御機構の活性化）という側面の取り入れが必要であり、社会的影響の観点か

らは市民のリスク観に配慮しつつ、専門家はこの事実を加味して被ばくの影響を語るべきである。
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6．最近の疫学データに関する文献

放射性物質に汚染された食品の健康影響評価に参考となる最近の研究として、以下の3つの文献

に注目した。

①低線量被ばくの影響の疫学評価に関する文献（叫

②緊急時における被ばく線量及びリスクの低減に関する文献（6●2）

③アジア人の食事に対するICRPデータの適用性に関する文献（6■3）

文献①は、ロシアのテチヤ川コホートの疫学調査に関するものである。文献②は緊急時の被ばく

線量とその低減に関する報告である。文献③は食品の摂取量に関する検討である。

6．1低線量放射線の確率的影響の評価

大部分の放射線リスク推定は、日本の原爆被爆者の疫学調査にもとづいている。確率的影響は，

より低線量の放射線ではきわめて小さいと推測されるが、ヒトでこの問題を調査する機会はほとん

どなかった。1948年に運転を開始したロシアにおけるプルトニウムの生産・分離工場から、テチヤ

川に大量の廃棄物（廃水約10～17Bq）が放出された○この川に沿った居住者は・外部放射線に被

ばくするとともに、90Srおよびその他の放射性核種で汚染された食品を摂取した。放射性物質に汚

染された食品を摂取した疫学研究に関しては、このコホートは今後重要な役割を持つ可能性がある0

（1）研究の現状

1995年より米国とロシアによる共同研究が始まった。住民の被ばく線量の再構成は2000年の3

月までに完了した。このコホートの特徴は、90Srのホールボディカウンターによる計測データが

15，000件以上あることである。人体ファントムを用いた線量計測の較正も行われ、90Srの長期間に

わたる被ばくのデータが蓄積されている。

（2）今後の予定

コホートの被ばく線量が精度良く再構成されたことから、今後長期的な渡学調査が継続実施され

れば、・90Srによる食品汚染の健康影響等に関する貴重なデータが入手できる可能性がある。
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6．2　緊急時における被ばく線量及びリスクの低減

「緊急時におけるヒト集団の被ばく線量及びリスク低減化評価に関する研究」（6・2）では、疫学的観

点を含めて，放射線事故後の緊急時の線量測定，線量低減化方鼠・大規模な過去の放射線事故およ

び原子力防災計画の検討の結果が報告されている。さらに，放射能に汚染された食品による健康影

響に関連が深い課題として、放射性核種の吸入・摂取による内部被爆線量の推定，乳児の内部被爆

低減化方策，が報告されている

（1）原子炉等の事故発生時の健康影響評価での課題

原子力発電所等の事故により、滞染された食品を摂取することで一般公衆が健康を影響を受ける

ような場合には、大規模な集団に対する長期継続の疫学調査が必要である。放射線被ばくによる線

量一反応．関係をできる限り正確に評価するにあたっては、以下の点が重要であると指摘されている。

・放射性核種の吸入・経口摂取による内部被ばく線量の評価

・国別あるいは年齢別の人体の生理パラメーター

・食生活等の環境の違い

（2）乳児の内部被ばくの低減化

原子力施設事故時には、経口摂取による幼児の内部被ばく線量の低減化カミ重要な課題となる。本

研究では、大気圏核実験びチェルノブイリ事故に起因する放射性降下物（フォールアウト）中の137Cs

による日本人乳児の内部被ばく線量が評価された。評価の結果から、大気圏核実験によるフォール

アウトが顕著であった時期には、人工栄養の乳児の被ばく線量が、母乳児の約5倍と推定された。

一方、チェルノブイリ事故後には、人工栄養の乳児と母乳児の間で、顕著な違いは無かったも

上記の検討データをもとに、日本の原子力施設の事故で放出された137Csにより国内が広域汚染

されたケースが検討された。例として、50％あるいは80％の割合で粉ミルクを海外から輸入した場

合、低減される内部被ばく線量は、それぞれ58％、34％まで低減される結果になった。通常の食品

での低減レベルは、91％（50％輸入）、87％（80％輸入）であり、粉ミルク輸入の効果は大きい。同

様の検討が131Ⅰについても行われた。131Ⅰは、137Csよりも半減期が短いことから、母乳よりも粉ミ

ルクの影響が大きいと評価された。なお、131Ⅰの半減期8．021（日）、137Csの半減期は30．07（年）であ

る。
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6．3　アジア人の食事に対するICRPデータの適用性

IAEAの共同研究プロジェクトとして、アジアの9か国の成人住民による7種類の元素の毎日の

食事からの取込量が調べられた。対象国は、バングラデシュ、中国、インド、インドネシア、日本、

パキスタン、フィリピン、韓国及びベトナムである。対象元素はカルシウム，セシウム，ヨウ素，カリ

ウム，ストロンチウム，トリウム及びウランである。これら7元素は、原子力発電にともない生成さ

れる核種と化学的、生物学的挙動が類似しており、被ばくの影響を考える際に重要な元素である。

また、ICRP等の国際基準で利用されているデータとアジア人のデータの違いを検討することは非

常に重要である。

図6．3－1に全世界の異なるグループの割合を示す。ICRPのデータは主にコーカソイドのデータ

にもとづいているが、世界全体で見るとアジア人が約2／3をしめている。

［］Others

【∃Asian

□Caucasian

図6．3・1世界人口の構成グループ別の割合（6■3）

調査の結果を表6．3・1に示す。表より、多くの元素の摂取量がICRP等の国際的なデータより少

ないことが分かる。また、食品別の摂取量につついても、表6．3・2に示すようにコーカソイドとア

ジア人の間でデータに違いが認められている。
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表6・3－1アジア諸国におけるCa，Cs，Ⅰ，K∴sr，Th．Uの日々の摂取の比較とICRP ReferenceManと国際的な摂取量（673）

Country

バングラデシュ（9）

中国（48）

インド（20）

インドネシア（26）

日本（27）

韓国（5）

パキスタン（31）

フィリピン（31）

ベトナム（18）

Ca（g）　・Cs（Ljg） Ⅰ（〃g）　　　　K（g） Sr（mg）　　　Th（〟g）　　　U（〟g）

0．31　　　　　23．58

0．25－0．35　11．01－40．75

0．72　　　　12．98

0．62－0．91　10．33－15．51

0．36　　　　　4．35

0．17－0．67　　2．64－日．8

0．30　　　　　15．4

0．1－1．0　　1．60－77．00

0．44　　　　　　7．01

0．12－1．29　　3．5卜19．51

0．43　　　　　　5．74

0．38－0．75　　　2．45－6．82

0．48　　　　　　5．97　■

0．22－0．71　　2．60－12．90

0．49　　　　　　5．25

0．22－0．69　　2．56－28．13

0．64　　　　　　8．96

0．06－1．44　　　5．85－20．3

0．30－0．72　　4．35－23．58

0．45　　　　　　7．0

1．1　　　　　10．0

0．75　　　　　　9．4

アジア領域
アジアにおける有効中央値
ICRP－（23）ReferenceMan

国際的摂取量＊

1．83　　　　　　3．53

1．02－2．56　　1．33－16．99

326．8　　　　2．09　　　　　2．88　　　　　3．13

175．2－631．9　1．69－2．56　　1．99－3．67　1．14－14．07

85．0　　　　1．57　　　　1．50　　　　　0．64

56．9－260　　1．24－3．84　　0．76－2．96　　0．44－1．75

1．1　　　　　　2．20

0．2－2．8　　　0．20－7．50

1■246．0　　　　1．91

38．0－8710　　ト15－2．62

86．98　　　　　2．86■

53．60－527．3　1．63－4．07

43．47　　　　　2．62

15．40－139．211．70－4．30

30．0　　　　　1．10

21．5－519．4　　0．55－1．81

1449　　　　　1．28

600－2400　　　0．4－2．72

30．0－1449　　1．1－2．86

90．0　　　　　1．75

200　　　　　　3．3

190　　　　　　2．64

1．31

0．51－8．18

5．04

1．56－15．36

0．54

0．35－1．16

1．60　　　　　0．32　　　　　0．64

0．52－3．86　　　0．12－0．97　　　0．13－6．52

1．64　　　　　1．00　　　　　3．80

0．96－4．24　　　0．78－1．47　　0．36－10．37

2．43　　　　　　2．66　　　　　　2．16

0．91－5．70　　　0．92－7．15　　1．35－6．70

1．36　　　　　0．15　　　　　0．56

0．69－5．15　　　0．02－1，69　　　0．11－4．82

1．29　　　　　1．04　　　　　0．74

0．13－7．15　　　0．39－5．73　　　0，09－2．33

1．36－2．88　　　0．15－3．53　　　0．54－5．04

1．65　　　　　1．0　　　　　　1．0

1．9　　　　　　3．0　　　　　　2．0

1．41

各国の摂取のおいての有効中央値はそれぞれの母集団の典型的摂取のように考慮されている。
＊国際的摂取量（Parrら1992年）有効中央値○括弧中の数字は分析されたアジア各国のサンプル番号を意味する。



表6．3⊥2コーカソイドとアジア人の主な食品素材の日々の摂取比較a（6‾3）

アジア地域
9－147

12－172

9－98

6－91

2－46

6－33

■1－64

65－324

30－163

10－232

3－165

171－520

35－114

U．S．d

508

19

228

206

CEEC

287

21

140

118

22

21

63

57

？76
196

180

114

346

U．K．b

382

12

158

137

1
　
4
　
4
　
7

2
　
3
4
　
7

32P
202

118

108

246

食品群
ミルク
チーズ
生鮮食品
肉
魚、その他の海産食品
卵
油脂
砂糖
野菜
ジャガイモ
その他の野菜
果物
穀物
豆類　、

2
　
7
　
9
　
9

2
　
4
　
4
　
6

305

103

202

184

207

a情報の出典：ICRPReferenceManData（ICRP1975）．AsiandatafromIAEA－TECDOC－
1005（1998）

bAssumeslO％wastefromthosepurchased・

C centraland EasternEurope（CEE）．actualconsumption．

dAssumes15％wastefromthosepurchased．

eHyphensdenotedatanotavaiJabIe．
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7．まとめ

7．1　成果の概要

本調査は、原子力発電所等の事故等の際の食品安全委員会における適切な対応に資するため、放

射性物質により汚染された食品の健康影響評価等に関する文献の収集と整理を実施したものである。

1号では、本調査の背景として食品安全と原子力発電所の事故等の関係について過去の事例等を

参照して整理するとともに、調査の概要と実施方法について記述した。

2章では、原子力発電所等の事故による被ばくの実態の理解に資するため、チェルノブイリ発電

所事故及び東海村JCOウラン加工工場臨界事故の事例に関する文献を整理した。

3章では、原子力発電所等の事故発生時の飲食物摂取制限に関する対応の理解に資するため、日

本及び諸外国の対応に関する文献を整理した。

4章では、飲食物摂取制限の根拠となる規制、基準値の理解に資するため、日本及び諸外国の規

制、基準値とその設定根拠に関する文献を整理した。

5章では、放射性降下物の環境中の挙動及び人体への影響に関する理解に資するため、環境移行

パラメータ、環境移行モデル、食品摂取、健康影響等に関する文献を整理した。

6章では、放射性物質に汚染された食品のリスク評価に資する資料として最近の疫学的な知見と

しての文献を整理した。

7．2　原子力発電所等の事故への対応

放射線による災害が発生する可能性があるとして国や自治体が行う防災訓練で想定されている事

案としては、原子力発電所や核燃料サイクル施設における事故、原子力艦の事故、テロによる原子

力施設の襲撃や等がある。海外の事例では、病院の解体工事中に放射線治療機械が盗み出されたこ

とにより放射性物質が人の生活圏を拡散して多くの住民が汚染検査を受けた例（7■1）もある。また、チ

ェルノブイリ発電所級の事故が近隣国で発生した場合には、国内にも放射性降下物が飛来する可能

性がある。

チェルノブイリ発電所事故に対し、わが国では大きく分けてiつの対応がとられた。（7■2）一つは放

射性降下物による国土の汚染状況の監視と評価である。これは国の関係機関や自治体が協力して全

国で環境放射線モニタリングが実施され、最終的には影響が小さいとして安全が確認された。もう

一つは3∴1・で述べた海外の汚染された地域からの汚染食品の輸入制限である。

東海村JCO臨界事故は、わが国において実際に住民が避難したり屋内退避を強いられた唯一の

事態である。この事故においては2．2で述べたように、放射性物質の所外放出は微量であり、食

串に関連した実害は発生していなかった。それにもかかわらず、住民の食品に対する不安は長期に

及び農水産業や食品産業の被害も甚大であった。これに対し、茨城県や東海村では、住民の不安を

取り除き産業を正常化するために様々な努力を長期にわたって実施する必要があった。農産物につ

いては、事故当日からサンプリングして放射能測定を実施して影響のないことを確認することを続

けた。（7・3）、しかしながら、住民の不安を払拭することは容易でなく、全国紙及び地方紙における広報、

国内主要雑誌における広報、IAEA調査報告のリーフレットの新聞折込による首都圏各家庭向け配

布、原子力専門家による電話相談窓口の設置、、ホームページによる広報などの地道な対策を1年近

く継続する必要があった。（7－4）（7●5）

このようにチェルノブイリ事故は∴汚染食品に対する監視や摂取制限等の措置を取ることが最重
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要なケースであり、JCO事故は汚染していないということの国民の理解を得ることが最も大きな問

題となったケースであった。いずれのケースについても、事故後の反省と1して、的確かつ迅速な情

報をわかりやすく国民に伝えることの重要性と難しさが確認された。

7．3　成果の活用について

本調査では、原子力発電所等の事故による食品の影響について、全体像ゐ理解の助けとなるべく

関連する項目を順序立ててまとめるとともに、リスク評価を行う上で根拠となる科学的な基本デー

タを整理できるように心がけて文献を選定した。

2章及び3章については、既に評価が固まった事実あるいは実際に行われた事実を整理したので

確定的なデータと言える。4章については、現在適用されている基準を整理したが、今後も規準の

見直しがあった場合は修正する必要がある。5章及び6章については、現時点でも調査や研究が進

行中のものであるため、今後は最新の情報にも留意する必要がある。

各文献について関する報告葦本文の説明は、それだけで内容の概略を把握できるように心がけた。

本報告書の構成と整理した文献の対応が一覧できるように附録に整理表をつけた。また、直接文献

を参照する際の一助になればと、各文献についてシート形式で整理してこれも附録につけた。そし

て参考として表4．5・7でまとめた放射性核種により汚染された食品に関する主な基準に基づき、本

報告書で取り上げられた主な放射性核種の半減期、存在比、使用用準等について一覧表にまとめ附

録につけた。

7．4　今後の課題

本調査の成果を出発点として、今後以下の項目について調査を進めるべきと考えちれる。

①対象とする事態の整理

食品が放射能に汚染される事態としては、以下が考えられる。

・原子力発電所、核燃料サイクル施設あるいは原子力艦の事故による汚染

・工場、研究所あるいは病院等のRI施設の事故による汚染

・，テロ行為による任意の場所の汚染

これらについては、それぞれ対象となる放射性核種と食品の関係を整理し、具体的な対応

を想定しておく必要がある。

②リスク評価の仕組みづくり

実際に食品が放射能に汚染される事態に備えて、リスク評価の仕組みを構築する。

・対象とする事態に合わせたモデルの構築

・リスク評価のためのデータの整理

③最初情報の取り入れ

基準の見直し、最新の研究成果に基づく情報の更新

以上
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附録1調査対象文献リスト

1．はじめに

目次 文献 備考

1 ． 1　 背景 （1－1） IA E A ，“T he Intern ational N u clear E vent S cale

1 ． 2 日的

1 ． 3 調査項目

（IN E S）U ser，s M anu al，200 1 E dition．

（1－2） 松岡　 理，「放射性物質の人体摂取障害の記録　過

1 ． 4　 調査方法 ちの歴史に何を学ぶか」，■日刊工業新聞社，（1995）．

（1－3） 大西　他，「原子力施設の事故 〔調査報告〕」，JA E R I

4052，（1969）．

（1・4） （財）原子力安全研究協会，「放射線事故の総論」，緊

急被ばく医療情報ネ ットワーク地域フォーラムテキ

ス ト，

h ttt）：／血w w．rem net．jT）几ecture／fo ru m ／04 0 1．htmi （199 7）．
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2．過去の事故における汚染実態等に関する文献

目次 甘献 借宴

2． 1　 チェルノ （2－1） U N S‾CE A R 2000 R E P O R T S O U R C E S A N D E F F E C T S 和訳書籍

ブイリ原子力発電 O F IO N IZ IN G R A D IA T IO N ．U n ited N ation s S cientifi C 参照

所事故 ・C om m ittee on th e E 鮎cts ofA tom ic R adiation

（和文）「放射線の線源と影響，原子放射線の影響に関する

．国連科学委員会の総会に対する2000 年報告書」

（2－2）”●Ukra inia n　thyr oid　dose s　afte r　th e　Cher nobyl

a c c i d e nt 　”　，Lik h t a r e v，　I A．et　　a l．He a l t h

p bys64（6）pp．59 4－599（199 3）．

（2－3）”．Est i ma t i on　of 1 31 1 do s e sf o rt h ee v ac u ee s f r。m

P ri pjat，”G ou lko，G ．M ．et al，R adiat．E nviron．B iophys．

35，pp．81－87（1996）．

（2－4） ” The fe asibility of u sin g 129I to recon stru ct 13 1Ⅰ

deposi tionfro mthe　Chermo bylre actora ccide nt，”

Straume，Tl，etal．HealtbPhys．71（5）pp．733－740（1996）

（2・5）’’Int er nal ex po sur e．fro m　th eln geS ti on　of fo od s

COn tami nates b y 137C s after th e C h ernobyl acciden t．

Rep o r tl．Ge ne r a l　mo de l：lng e S ti o n　dos e s　an d

COunt ermea Sure　e飴ctive nessfo rthea dultso fRovn o

OblastofUkraine．，”■　Likhtarev，I．A．，etal．・Health

phy s70（3）pp ．297－317 （1996）

（2・6） ” 134C s an d 137C s w h ole－body m easu rem ents and

internaldosimetryofthe＿POPulationlivinginareas

COntaminated　by　radioActivity　aRer　the　Chernobyl

a cci den t二，”　zvono va，Ⅰ．A．，et　al．Rad iat ion　an d

E n vi ronm ental B iop hysics，62，PP．213－22 1（1995）

2． 2　 東海村 J （2－7） 原子力安全委員会、「原子力発電所等周辺の防災対策につ

C O ウラン加工工

場臨界事故

いて」、昭和 55 年 6 月 （平成 15 年 7 月一部改訂）”）■

（2・8） 「ウラン加工工場臨界事故調査委員会報告」平成 1 1 年 1

2 月 2 4 日，原子力安全委員会 （ウラン加工工場臨界事故

調査委員会）

（2－9） 「JCO ウラン加工工場における臨界事故の調査報告」1 9

9 9 年 1 2 月 2 7 日，日本原子力学会 （原子力安全調査専

門委員会）

（2－10）岩崎民子，「I A E A の J C O 事故暫定報告書 （抜粋）」放

一射線生物研究Vbl．35（3），pp．193－215（200 0）
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3．各国における原子力発電所等の事故発生時の飲食物摂取制限に関する文献

目次 文献 備考

3． 1　 わが国に （3・1） 岩島　清，大久保　隆，「日本における輸入食品の放射

おける飲食物摂取 能汚染の関する暫定限度」，保鹿物理，23，63 －67 ，

制限 （1988）．

（3－2） 岩島　他，「輸入食品中の放射能規制の考え方工 食品衛

生研究，37（7），p．7（1997）

（3・3）IC RP　Pub licat ion　26，”Recomm endat ions・Of　the

Intern ati on al C om mi Ssion on R adiological Protection

（adopted 1977），”Pergam on p ress（1977）．

（3・4） 科学技術庁，「環境放射線モニタリングに関する指針」，

44（1983）．

（3・5） IC R P P ublication 2，“Recom m endation s ofth e

InternationalC om m ission II on Permi ssible D ose fo r

InternalRadiation”，PergamonPress，0Ⅹford（1960）．

日本語訳 ：（社）日本放射性同位元素協会、（財）仁科記

念財団：体内放射線の許容線量 IC R P シリーズ2 （1959）

（3・6）　 近藤 ，「輸入食品 の放 射能検査結 果」， Isotop e

News，No．4，Pp．12・17，（1999）

（3－7） K ．Juznic and S．Fedina；”D istribution of 89Sr an d

90S r in S lovenia，ⅥlgOSlavi a，aft er th e C h ernob yl

・A ccident，”J．Environ，R adioactivi ty，5，159（1987）・

■（3－8） 平成 1 0 年 1 2 月 2 日ノ‥衛検第2 2 3 号，「旧ソ連原子

力発電所事故に係る輸入食品の監視指導について」

（3－9）　 原子力安全委員会，「原子力発電所等周辺の防災対策に

ついて」，昭和 55 年 6 月 （平成 15 年 7 月一部改訂

3 ． 2　 諸外国の ’（3－10） （財）原子力安全技術センター，「チェルノブイリ原子

対応 力発電所事故に対する各国の対応に関する調査」，昭和

61年度科学技術庁調査資料作成委託，昭和 62 年 3 月．

（3・11）岩島　清，大久保　隆，「輸入食品中の放射能規制の考

え方」，食品衛生研究，Vol．37，N o．7，7－20，（1987上

（3－12）TU．S．Department　ofHealth－and　Human　Services，

“AccidentalRadioactive　Contamination　of　Human

F ood and A nim al F eeds：R ecom m endations fo r State

and L ocal A gencies”，Food、an d D ru g A dmi nistration，

（1998）
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4．日本及び諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

目次 文献 備考

4 ．　 1 （4－1） 原子力安全委員会、「原子力発電所等周辺の防災対策について」、昭

日本の基

準

和55年6 月 （平成 15 年7 月一部改訂）

（4－2） 琴賀　他、「防災指針における飲食物摂取制限指標の改訂について」、

保健物理、35（4）、pp．449・466（2000）

（4－3） “Interv ention C ri teria in a N uclear or R adiation E m ergency，，こ

Safe ty Series N o．109，IA E A ，V ienna，Safe ty SeriesN o．109，（1994）．

（4－4）U N SC E A R 1 9 8 8R E P O R T S OU R C E S，E F F EC T S A N D R I SK O F

IONIZINGRADIATION．UnitedNationsScientificCommitteeon

the E fEbctsofA tom icR adiatiQn

（和文）「放射線の線源と影響 ：原子放射線の影響に関する国連科学

委員会の総会に対する1988 年報告書」（付属書D ）

（4－5）ICRP　Publicatioh　67　仏nnals　of　theICRP　23，Nos．3・4），

“Age・DependeムtDoSeStOMembersofthe＿PublicfromIntakesof

R adionuclides，Part 2：Ingestion D ose Coefficients”，Pergam on

Press，0Ⅹford（1993）．

（4・6） ‖Intem ational B asic Safe ty Starldards F or P rotection A gainst

Ionizlng Radiation An d F or The Safe ty O f R adiation Sources，‖

Safe ty Series N o．115，IA E A V IE N N A，1996．

（4－7）ICRP　PublicatiQn　56　仏nnals　of　theICRP　20，Nos．2），

“A ge－D ependent D oses to M em bei・S Ofthe Public fr om Intakes of

Radionuclides，Partl”，PergamonPress，0Ⅹford（1989）．

（4・8）N・SJarvis，etal．，”LUDEP2．0：PersonalComputerProgramfor

CalculatingInternal　Doses　Using　theICRP　Publication　66

Respiratory Tr actM odel，”N R PB ・SR 287，（1996）．

（4・9） ICRP Publication 23，“Inte血al C om mi ssion on R adiologi cal

Protection，TaskGroupReportonReferenceMan，”Pergamon

Press，0Ⅹ鈷rd（1975）．

（4・10）’’DerivedIntervention　Levels　For　RadionuclidesIn　F。。d．

■Guidelmes　for　apphcation・after　widespread　radioactive

COntami nation resultin g fr om a m aJOr radiation accident，”wn 0 ，

G eneva，（1988）．

（4・11）ICR P Publiqation 38 h nnals of the ICRP ll・13）R adionuclide

Tr ansfo rm ations‥E nergy and Intenもity of E mi ssions，Pergam on

Press，0Ⅹ払rd（1983）．

（4－12）”Guideline　Levels　For　RadionuclidesIn　Foods　Following

AccidentalNuclear　Contamination　For　UseInInternational

Tr ade，”CA C／G L 5・1989．
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目次 文献　　　　　　　　 ・・ 備考

4 ． 2 ． （4－13）IC R P P ubli cation 60－仏n n als of the IC R P 2 1，N os．1・3），“1990

・1　 緊急 R ecom m endation s ofth e International C om m ission on R adiologi cal

時の被 ば

く限度

Protection”，PergamonPress，0Ⅹford（1991）．

（4－14）IC R P P ublicati。n 63 h nn als 。f th e IC R P 22，N o．4），“P rinciples k）r

P rotection ofth e P ubli c in a R adiological E m ergen cy”，P ergam on

Press，0Ⅹhrd（199立）．

（4－15）IC R P P ublication 75（A n nals ofth e IC R P 27，N o・1），“G ep eral

P rin ciples fo r th e R adiation P rotection W orkers”，P ergam on P ress，

0 Ⅹ払rd （1997）

（4－16）IC R P P ublication 40 （A n nals ofth e IC R P 14，N o．2），“P rotection of

th e P u blic in the E vent ofM ajor R atioactive A cciden ts：P rin cip le of

P lan nning”（1984）．

（4－17）■草間朋子編 ：IC R P 1990 年勧告　要点 とその考え方，日刊工業新聞社

（199 1）．

（4－18）IC R P P ublication 26（血 nals ofthe IC R P l，N o・3），

“R ecom m endation ofIn ternation al”com m ission on R adiologi cal

P rotection”，Pergam on P ress，0 Ⅹfo rd （1977）．

4 ． 2 ． （4－19）R eport of N ation al C om mi ttee on R adiation P rotection，N ation al・

∴ノ．

2　 内部 B ureau of Standard s H andbook 52，“M axim u m P erm issible

被 ば くモ A m ou nts ofR adioisotop es in the H u m ap B ody an d M axim u m

デル全般 P ermi ssible C oncen tration s in A ir an d W ater’’，Sup erin ten den t of

Documents，U．S．GovernmentPrintingO凪ce，Washington’D．C・

（1953）

（4こ20）“R ecom 血endations ofthe Internation al C om m ission on

R adiologicalIProtection”，B ritish Jou rn al ofR a diology，

S upplem ent 6 （1955）．

（4－21）IC R P P u blication 2，“R ecom m end ation s ofth e In ternation al

CommiS㌫on．IIonPermissible．DoseforInternalRadiation”，

P ergam on P ress，0 Ⅹfo rd （1960）．

日本語訳 ：（社）日本放射性同位元素協会、（財）仁科記念財団：体内

放射線の許容線量 IC R P シリーズ 2 （19 59）

（4－22）IC R P P ublication lO，“R ecom m en dation s ofth e Intern ational

C om m ission on R adiologicalP rotection R ep ort on C om mi ttee Ⅳ

on E valuation of R adiation D oses to B ody T issu es fr om Intern al

C ontam ination due to、o cQu Pation E xposu re”，P ergam on P ress，

0 Xb rd （1968）．
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目次 文献 備考

4 ．　2 ， （4－23）IC R P Pllblication 19，E‘The M etabolism ofCom pounds of

2　 内部 PlutoniumandotherActinides”，PergamonPress，Oxford

被ばくモ

デル全般

（1972）．

（4－24）IC R P Task G roup on L ung D ynami cs，”Deposition an d retention

m odels fo r in tern aldosim etry ofth e hum an reSPiratory tract”，

H ealth Physics 19，173－207，（1966）．

（4－25）ICRPPublication20“Task　Group　Report　on　Alkaline

Earth　Metabolism　血　AdultlMan，PergamonPress，

0Xb rd （1973）．

（4－26）ICRPPublication30，SupplementtoPartl．仏皿nalsoftheICRP

3，Nos．1－4），”Limits丘！rIntakesofRadionuclidesbyWorkers”，

Pergaムon p ress，0Ⅹfo rd （1979）．

日本語訳：（社）日本アイソトープ協会、（財）仁科記念財団：作業

者による放射性核種の摂取限度PartlICR P Publication30（1980）

（4－27）ICRPPublicatioh48（AnnalsoftheICRP16，Nos．2－3），”The

MetabolismofPlutoniumandRelatesElements”，PergamOn

Press，0Ⅹ払fd（1986）．

（4－28）ICRPPublication30（AnnalsoftheICRP19，Nos．4），”Limitsfor

IntakesofR adionuclidesby W orkers：An A ddendum ”，Pergam On

Press，0Ⅹbrd（1988）．

（4－29）ICRPPublication66（AnnalsoftheICRP24，Nos．1・4），‘‘Human

R espiratoty Tr actM odelfo r R adiological Pri tection”，EIsevier

Science Ltd，Oxfo rd （1994）．

（4二30）ICR P Publication 71（A皿alsofthe ICR P 25JN os．3・4），

“Age－DependentD osestopM em bersofthePublicfr om Intakesof

Radionuclides；Part4：ⅠnhalationDoseCoefficients”，Perga皿On

Press，Oxford（1995）．

（4－31）ICRPPublication78（AnmdsoftheICRP27，Nos．3・4），i‘Individual

M onitoring fo r Intern alExposure ofⅥbrkers”，Pergam on Press，

0 Ⅹ血rd （1997）．

（4－32）ICR PP ub lic at io n6 9（Ann als of th eIC RP 25，No．1），

“A ge・DependentD osesto M em bersofth ePublic fr om Intakesof

Radionuclides，Part3：IngestionDoseCoe伍cients”，Pergamon

Press，0Ⅹ払rd（1995）．

（4－33）“M etabolic and dosim etricm odelsfo rapplication to m em bersof

the public”，N ati onalR adiologicalProtection Board，Chilton，一

N R PB －GS3 （1984）
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ll以 丈1最こ

4 ．　2 ． （4・34）PHIPPS，A．W．，KENI）ALL，G．M．，STATIⅡR，J，W，FELL，T・P・，

2　 内部 ”C om mi tted equivalentorgan dosesand com mi tted e鮎ctive doses

被ば くモ fr om intake占ofradionuchdes“，N ationalRadiologi calProtection

デル全般 Board，Chilton，Rep．NRPB・R245（1991）．

（4－35）”G astro－intestinal absorption ofselected radionuclides，”A reportby

an N E A expertgroup．Pari S，O E C D／N EA （1988）・

4． ．　 3 （4－36） 総務省統計局 ・簡計研修所

I A E A

の基準

（http：／／w w w．stat．go．jp／data／sekai ／03．htm ）

4 ．　 5 （4・37）U nited States E nvironm ental Protection Agency；”M an ual of

諸外国 の Protective A ction Guides An d Protective ActiQnS fo r’‾N uclear

基準 Incidents”，EPA402・R－92・001（1992）．

（4－38）U nited States E nviron皿ental Protection A gency；”　 R adiation

Protectibn at EPA”，EPA 402・B ・00－001（2000）．

（4・39）U・S・DepartmentOfHealth　andHunan　Services・“Accidental

R adioactive Contami natidn of H um an Food and A 血m al Feeds：

R ecom m endations fo r State and Local A gencies”，Food and D ru g

A dm inistration （1998）．

（4－40）M inistry ofH eal th（Canada），“C an adian G uidelinesfo rInterv ention

D uri ng a N uclear‾E m ergency”，M inistry ofH eal th（Canada）（2003）・

（4・41）CounCilofE示opean　Communities，“laying　down　maximum

permi tted levels of radioactive contami nation of fo odstuffS an d

fe edingstu鮎 fo llowi ng a nuclear accident or any other case of

radiologi cal em ergency”， Council R egul ation（E U R AT OM ） ・N o・

3954／87 （1987）．

（4－42）B elgi an N uclearR e■serch Center，”A European M anualfo r ‘0 ff・Site

E m ergency Planning an d R esponse to N uclearAccidents”’，Prepared

lfo r the E uropean Com mi ssion D irectorate・G eneral Environm ent

C ontract SU B V／00I277065 ‾（2002）．

（4・43）H eal th Protection Agency（U K），’’・U K R ecovery H an dbook fo r

RadiationIncidents：2005”，HPA・RPD・002，Health　Protection

A gency （2005）．

’（4－44）N H S Scotlan d，“M anaging Incidents Presenting Actual or Potendal

Risks　to　the　Public　Health：”，GuidanCe　On　the　Roles　and

R esponsibilitiesofIncident ControITban ，Appendix 3 to J （2003）・
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5．放射性降下物の環境中の挙動および人体への影響に関する文献

目次 文献 備考

5． 1　 概要 ー

5 ∴ 2　 放射 （5－1）IAEA，“Generic　Models　and　ParametersHandbook’of 和訳付

性核種の環境 Param eterV alues fo r the Prediction ofR adionuclide Tr ansfe r

中の移行に関 in Tbm perate E nvi ronm ents”，Tbchnical R eport Seri es N o．

する文献） 364，IAEA，Vienna（1994）

（5・2）IAEA，“GenericModelsfor　UseinAssessingtheImpactof

D ischarge of Radioactiv占Substances to the E nvironm ent”，

Safe ty R eportSeri esN b．19，IEA E ，Ⅵenna（2001）

（5－3） IA EA ，“M odellm g of resuspension，SeaSOnality and losses

duri ng fo od processlng’’，F irstreportofthe V 創M P T rrestrial

W orking G roup，IEA E ，Ⅵenna（1992）

（5－4） IA EA ，“M odellin g of radionuclide interception and loss

processes in　vegetationand　 transfe rL in ・Sem i－natural

ecosystem s “，2nd report Qf the V M P Tbrrestri al W orkirLg

G roup，IE A E ，V ienna（1996）

（5・5） IA E A，“Tbstin岳of■environm entak transfe r m odels using

C hernobylfallout data fr om the Iput R iver catchm ent area，

B ryan Sk R egion，R us Sian F ederation“，R epQrt Of the D ose

Reconstruction　WorkingProup　ofBIOMASS　Theme　2，

IEAE，Vienna，（2003）■

（5・6） 資源エネルギー庁，「放射性廃棄物共通技術調査　専業内容」；放

射性廃棄物共通事業調査技術検討委員会説明‾資料，平成 15 年

12 月

（5－7） 天野　光，“環境負荷物質陸域移行予測コ一半 「M O G RA 」”，原

子力EYE，Vbl．48，No．6，（2002年6月）
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目次 頭税 備考

5． 3 食品に （5－8） 科学技術庁，C hern obyl チェル ノブイル～環境 ・健康への影響，

含まれる核種

に関する文献

科学技術庁原子力局，平成 8 年度．

（5－9） 厚生労働省，▲「平成 15 年　 国民健康 ・栄養調査結果の概要につ

いて」，

httl）‥／／w w w ．m h lw ．go，il）nlOu dou／2005／04几0421－1・hfm l，■平成 ・17

年 4 月

（5・10） 園尾， 「日本における小売食品中のS r・90 及び C s－137 放射能レ

ベル調査」， 国民線量推定のための基礎調査 （ⅩⅩⅡ）， （財）

放射線影響協会，平成 11 年 3 月．

（5－11） sh iraishi et　al．， “ C om p arison　of　stable　 ceciu m ，and

radiocecium on dietary intakes by Japan ese su bjects u sln g

18 fo od categories刀，J・Of R adioan al yrical an d N u clear

C hemi stry，V bl．242，N o．3，（1■999）687・692

（5・12） V N ．コルズン他、白石久二雄訳， 「チェルノブイ リ＝放射能 と栄

養」， （株）実業広報社 （2000）

5．4　 体 内へ （5－13）K un io Shiraish ian d M asayoshiY am am oto ’’ⅠN T E R N A L D O SE

取 り込まれた F R O M IN G E ST IO N F O R JA PA N E SE A I）U u lM A L E S”

放射性核種の

人体への影響

H ealtb Pb ys ．71（5）：700－704；1996

（5・14） 国民線量推定のための基礎調査 （ⅩⅩ） ［Ⅳ］食物摂取によ

る放射性核種の摂取量及び内部被ば く線量」 財）放射線影響

協会　 平成 9 年 3 月

（5－15） “生体リスク評価の諸問題 ‘（E stim ation of H ealth R isk s・and

A b。ut Wh at w e should D iscu ss N ow 　松原純子　第 24 回放医研

環境セ ミナー特別講演）”
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6．放射性物質に汚染された食品の健康影響評価に参考となる研究

目次 甘献 借老

6 ． 1　 低線量放 （6・1）”EYal uation of th e 白toch astic E飴cts of L ow ・D os。

射線の確率的影響 R adiation：D ose R econ stru ction fo r the Tbcha R iver

の評価 CohortinRussia，”．DOERep（2005）

6． 2　 緊急時に （6－2）「緊急時におけるヒト集団の被ばく線量及びリスク低

ける被ばく線量及 減化評価に関する研究」河村　他，放射能調査研究報

びリスクの低減 告書，‾N IR S －R r 45，PP．37 －39（2001）

6． 3　 アジア人 （6・3）”D IE T A R Y IN T A K E S O F S E V E N E L E M E N T S O F

の食 事 に対 す る I M P O R T A N C E 　　　I N 　　　　R A D I O L O G I C A L

IC R P　データの適 PR O T E C T IO N 　 B Y　 A S IA N 　 P O P U I，A T IO N ：

用性 C O M R A R ISO N W IT H IC R P D A T A，” Iyengar G V

e t　al，He alt h　Ph ys　V OL．86，NO．6　PA GE．557－

564（200 4）

7．まとめ

目次 文献 備考

7． 1　 成果の概要 （7－1）IA E A，“The　Ra di o l og i C a l　Ac c id e n ti n

7． 2 原子力発電所

　 等 の事故へ の

G o i a n i a ”，I A E A ，1 9 8 8 ．

（7・2） 科学技術庁，“チェルノブイル～環境 ・健康への

対鱒

7 ．＿3 成果の活用に

ついて

影響～”，平成 8 年度．

（7t3）・農業と環境

（7・4） （社）茨城原子力協議会，“（株）ジェ一・■シー ・

7． 4　 今後の課題 オー事故特集”，原子力広報 「あす」，N o．101，

1999．

（7－5） （社）茨城原子力協議会
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附録2　調査対象文献シート

調査項目　r はじめに

調査テーマ

サブテーマ

文献名 T h e Intern ational■N u clear E vent S cale （IN E S）U ser’s M an ual，200 1

E dition．

著者 IA EA ，O E C D ／N E A

出典 M A （2000）

概要 国際原子力事象尺度（IN E S）は、原子力施設において発生した事象の安全

上の重要性を、迅速かつ理解 しやすい形式で公衆に知 らせるための手段

である。本尺度は、，事象を適切かつ大局的に表現することにより、原子

力産業界 とマスコミ及び一般公衆 との間での共通理解を促進することが

できる。

本マニュアルは、IN E S 尺度 を用いて事象の安全上の重要性を評価する

任を負 う人たちの作業 を容易 にす る ことを 目的 として、IA E A と

O E C D／N E A が共同作成 したものである。本マニュアルは2QO0 年版であ

り、1992 年版の適用によって得 られた経験 と 「提起された問題点の明確

化」と題された文書が組み込まれている。

〔構成〕

第 Ⅰ部　概要

第Ⅱ部　事象の評価手順とIA E A への報告方法

第Ⅲ部　所外および所内への影響基準

第Ⅳ部　深層防護への影響

第Ⅴ部　深層防護に基づく評価の事例

第Ⅵ部　付録

収集日的 原子力発電所事故の影響評価に関する情報

′　参考文献番号 1－1

附録2・1



調査項目 はじめに

調査テーマ

サブテーマ ．

文献名 放射性物質の人体摂取障害の記録　過ちの歴史に何を学ぶか

著者 松岡　理

出典 日刊工業新聞社 （1995）

概要 放射性核種ごとに典型的な事故を取り上げ、その特徴的な障害を解説す

るとともに、その事故から今後に備えて何を学ぶべきかを論じた書籍。

〔目次〕＿

序章 1・放射線事故の中での内部被曝事故

序章2　 内部被曝人体事故発生例の歴史年表

第 1 章 トリチウム、摂取内部被曝致死事例

第2 章　3 2 P 投与真性多血症患者例

第3 章　テチヤ川事故 （抑Sr）

第4 章一①　マーシャル群島住民の甲状腺腫 （131Ⅰ）－

第4 章一②　第五福竜丸乗組員の放射性降下物被曝

第 5 章一①　ゴイアニア事故 （137Ⅰ線源破壊）

第 5 章一② ・テチャ川事故 （137C s）

第 6 章　ウラン鉱夫の肺がん （222R n）

第7 章　2 2 4 R n 投与患者の骨肉腫発生例

第8 章　ラジウム ・ダイアルペインタ十事故 （R a・226，R a－228）

第9 章 トロトラスト投与患者の肝がん （Th・232）

第 1 0 章一①　マンハッタン・ブ ロージェクト被曝者集団 （硝酸Pu・239）

第1 0 章一②　P u 投与末期患者集団（P u ・2 3 9 ，クエン酸塩）

第 1 0 章一③　金屑Pu 片侵入創傷組織検査例 （Pu・239）

第 1 0 章一④　 ワッキーフラット火災被曝者 （Pu・239，酸化物）

第 1 0 章一⑤　中国核工業部プル トニウム過剰被曝例 （Pu・239）

第 1 1章　ハンホー ド241A m 事故 （241A m ）

第 1 2章　まだ影響が解明されていない大型人体被曝事故

あとがき

収集日的 放射線事故事例に関する情報収集

参考文献番号 1・2

附録2－2



調査項目 はじめに

調査テーア

サブテーマ

文献名 原子力施設の事故 〔調査報告〕

著者 大西武，南賢太郎，山岸英雄，佐藤信之，村田幹生

出典 JA E R I 4052 （1969）

筆全対策の資料 とするために世界の原子力施設の事故例を調査、分析し、

これ らの事故の体験によって得 られた教訓を有効に生かすために一般的

な教訓をとりあげて解説を行なった。また事故の具体例 285 をここに収

録 した。事故の見方にはその原因に重点を置いた見方 と結果に重点を置

いた見方 とある■が、ここでは主として後者の見方に立って事故の記述を

行ない、■事故後に出された勧告、学んだ教訓および取 られた措置などに

ついても記述 した。（以上、本文要旨より）

〔目次〕

1 ．まえがき

2． 集録事故一覧表

3． 臨界事故

4． 輸送中の事故

5 二　爆発事故

6． 火災事故

7． 原子炉の事故

8． 施設内の汚染事故

9 ．環境の汚染事故

1 0 ．被曝事故

1 －1．・その他の事故

1 畠．あとがき

1 ，3 ．原子力施設の事故一覧表

1 4． 参考文献

収集 日的 原子力施設の事故事例に関する情報

参考文献番号 1・3

1

附録2・3



調査項 目 は じめに

調査テーマ

サブテーマ

文献名 放射線事故の総論

著者 （財）原子力安全研究協会

出典 緊急被ばく医療情報ネットワーク　‾

地域フォーラムテキス ト

httl）：〟www・remnet・iT｝neCture／for竺m／0401．html（1997）

緊急被ばく医療情報ネットワークR E M n etは、緊急被ばく医療に即応す

るためには緊急被ばく医療に関する知識や技術を備えた医療関係者の理

解 と医療機関の協力が不可欠であり、かつ実効性 を向上す るためには

様々な医療機関の人的ネッ トワークの構築が重要であるとして、（財）原

子力安全研究協会が運営 しているホームページである。

〔主なコンテンツ〕

○ トップページ

緊急被ばく医療 とは

緊急被ばく医療の実際を学ぶ

緊急被ばく医療への取組み

地域におけるネ ットワークの構築 ・

放射線 ・原子力の基礎を学ぶ

○資料 ・ビデオ

マニュアル等

ビデオ

テキス ト

○フォーラム ・研修会

全国拡大フォーラム

地域フォーラム

○地域の情報

収集 日的 原子力施設の事故事例に関する情報

参考文献番号 1・4

附録2－4



調査項目 過去の事故における汚染実態等に関する文献

調査テーヤ チェルノブイリ原子力発電所事故

サブテーマ

文献名 U N SCEA R 2000 R EP ORT SO U R CE S A N D E FF E CT S O F IO N IZIN G

R AD IATIO N ．

「放射線の線源と影響，原子放射線の影響に関する国連科学委員会の総

会に対する2000年報告書」

著者 United　Nations　Scientific　Committee　on　the　E鮎cts　ofAtomic

Radiation

出典 U nited N ations

日本語訳 ：（独）放射線医学総合研究所監訳， （株）実業公報社（2002）

原子放射線の影響に関する国連科学委員会 （U N SCE A R ：U nited

N ationsScientific Com mi ttee on the E 飴ctsofA tom icIR adiation）は、

1955年に国連に設置された。当初は、大気圏内核実験による琴境影響及

び人体影響を調査することを目的としていたが、最近は放射線に廃わる

人類と環境への重要事項すべてを調査対象とし、国連総会に報告を行う

とともに、適宜詳細な報告書を刊行しているムU N S‾CE A R の報告書は

ICRP （国際放射線防護委員会）による基準値等の検討のための科学的な

基礎資料となっている。そのため、U N SC E鱒 が引用した文献等は、複

数の国際的な専門家によるレビューを経た、科学的にも信頼性の高い文

献といえる。なお、2000 年の報告書 （以下、U N SC EA R 2000）では、

チェル‘ノブイリ事故の琴ぱくと影叡 こついて最新の科学的データが報告

されている。

収集．目的 チェルノブイリの原子力発電所事故に関する情報収集

参考文献番号 2・1

附録2－5



調査項 目 過去の事故における汚染実態等に関する文献

調査テーマ チェルノブイ リ原子力発電所事故

サブテーマ

文献名 U krai nian th yroid doses after th e C h ernobylaccident

「チェルノブイ リ事故後のウクライナにおける甲状腺線量」

著者 Lihtarev，IA．etal．

出典 H eal th p hys64（6）p p．594◆・599（1993）

子供の甲状腺の集団線量の現実的な推定値は6 4 ，0 0 0 （人・G y ）で、3 0 0 人

の甲状腺がんの発生が予測 された。この中には、不治のもの 30 人を含む。

大人に関しては、127，000 （人 ・G y）で、不治のもの 10 人を含む 100

人の甲状腺がんの発生が予測 された。

199 1 年から2026 年の 35 年間で、1986 年に・ウクライナの高汚染地域に

いた子供たちの甲状腺がん発生率は、自然発生率の 1．4 倍になると推定

された。

収集 日的 チェルノブイ リの原子力発電所事故に関する情報収集

参考文献番号十・ 2・2

附録2－6



調査項目 過去の事故における汚染実態等に関する文献

調査テーマ ‾■・ チェルノブイ リ原子力発電所事故

サブテーマ

文献名 E stim ation of 1311 do鱒S fo r the evacu ees fr om P ripjat

「プリピアチからの避難者の 131Ⅰ線量の推定」

著者 G ou lko，G ．M ．et al．

出典 R ad iat．E nvi ron．B ioph ys．35，PP．8 1，87（1996）

プリピアチか らの避難者、49＿，360 人の甲状腺線量が再評価 された。ほと

んどの避難民は、避難中に高い汚染地域を通過した。大規模な公的調査

では、約 50％のみが 5 ◆日以内に高い汚染地域から去ったこと及び約 30％

が 30 日間以上、そこに留まったことが分かった。事故後の、最初の 5

日間は 131Ⅰによる甲状腺の被ばくは吸入のみにより、その後は牛乳の摂

取によるとするモデルを用いて、甲状腺線量が評価 された。線量評価の

結果、以前に推定された線量埠過大評価の傾向があり、特に若い避難者

で過大評価が大きいとされた。

収集日的 チ・エルノブイ リの原子力発電所事故に関する情報収集 ．

参考文献番号 2－3

附録2・7



調査項目 過去の事故における汚染実態等に関する文献

調査テーア チェルノブイリ原子力東電所事故

サブテーマ

文献名 T he fe asibility of usin g 129I to recon struct 13 1I deposition fr om th e

C h erm obylreactor acciden t

「チェルノブイリ原子炉事故からの 131Ⅰ沈着再構成のための 129Ⅰ利用の

試み」

著者 Straume，T．，etal．

出典 H ealth P hys．71（5）pp．733－740 （1996）

ベラルーシの特定地域への 131Ⅰ沈着密度の再構築をなすための土壌中長

寿命 129Ⅰの現時点測定法の利用可能性について検討 した。O s t r p v

s k i e など5 地域 8 地点より土壌コア試料を採取 し，土壌中ヨウ素な

どを抽出分離し，土壌中 131Ⅰは 129Ⅰの測定により再構築可能である。

甲状腺がんの増加が問題 となっている子供たちについて、 131Ⅰの半減期

が短いことから、事故直後の 131Ⅰによる甲状腺の被ばく線量評価に十分

なデータが無いことが指摘されている。本研究では、加速器愛量分析法

を用いてi 2 9 Ⅰ，l 卵C s なぜが分析され、ノ1 3 1 Ⅰによる疲ぱく線量の再構築方法

が検討 された。その結果、．137C s については異なる地区の土壌で 12もⅠとの

存在比に大きな違い （最大 20 倍程度）が認められたことか ら、131Ⅰの適

切な代替核種とはならないと指摘 している。一方、129Ⅰと 131Ⅰの比は、

概ね一定であり、代替核種として 129Ⅰを利用することがより適切である

との結論を導いている。

収集 日的 チェルノブイ リの原子力発電所事故に関する情報収集

参考文献番号 2・4

附録2・8



調査項目 過去の事故における汚染実態等に関する文献

調査テーマ チェルノブイリ原子力発電所事故

サブテ丁マ

文献名 Internal exposure fr om the ingestion of fo ods contami nates by 137C s

aRer＿the・Chernobylaccident・Reportl・Generalmodel：ingestion

doses and counterm easure e飴ctiveness fo r the adults of R ovno

O blastofU kraine．

「チェルノブイリ事故後に 137Cs で汚染した食品の摂取による体内被曝

第 1報 「般モデル　 ウクライナの R ovno O blast の成人の経口摂取線

量及び対策の有効性」

著者 Likhtarev；Ⅰ．A ．，etal ．

出典 H ealth phys70（3）pp．297・317（1996）

ウクライナの R。VnO O blast の成人集団ゐ 137Cs による線量が検討され

た。この地域のフォールアウトは他の地域に比べて少なかったが、土壌

から牛乳への137C sの移行は大きかった （“20（（B q／跡（kB q／m 2）））。137C s

の土壌中の濃度、牛乳中の濃度及び人体への負荷が測定され、内部被ば

くの評価に用いられた。汚染地域生産食品と清浄地域食品の交換対策に

よる体内被曝の減少については，無対策の場合の1／4 ～1／8 との計

算による線量評価結果が報告された。

収集日的 チェルノブイリの原子力発電所事故に関する情報収集

参考文献番号 2－5

附録2・9



調査項目 過去の事故における汚染実態等に関する文献

調査テーマ チェルノブイリ原子力■発電所事故

サブテーマ

文献名 134C s and 137Cs w hole・body m easurem ents and intern aLldosim etry of

the popul ation livin g ln areaS COntami nated by radioactivi ty a氏erthe

Chern Obylaccident．

「チェルノブイリ事故後の放射能により汚染した地域に居住する集団の

134C s及び 137Cs の全身計数及び内部線量測定」

著者 Z v o n o v a ， Ⅰ ． A ． ， e t a l ．

出典 R adiation and E nvironm ental Biophysics，62，Pp．213・221（1995）

ブリヤンスク地域の6つの西部地区鱒チェルノブイリ事故のフォールア

ウトでの汚染がひどかった。1991年から1994 年の間の毎年、約 500 人

の居住者について、134＋137Cs の全身計測が行われた。その結果、Cs の全

身計測値と土壌濃度には相関が認められなかった。一方で、土壌の種類

などの自然要因，森林生産品摂取などの食習慣と内部被曝低減化対策な

どの社会的要因には依存することが分かった。

1991年から1994 年の134＋1㍍C sの全身計測値は成人で3 ～60（kB q）であ

り、対応する実効線量は0．1～0．4（血Svケ）であった。Cs の全身計測値は

男女ともi ．こ成人になるにつれて増加した。また、男性は女性の概ね1 ．2

～2 倍であった。

収集日的 チェルノブイリの原子力発電所事故に関する情報収集

参考文献番号 2－6

附録2・10



調査項 目 過去の事故における汚染実態等に関する文献

調査テーマ 東海村 J C O ウラン加工工場臨界事故

サブテーマ

文献名 原子力発電所等周辺の防災対策について

著者 原子力安全委員会

出典 原子力安全要員会，昭軒 55 年 6 月 （平成 15 年 7 月一部改訂）

昭和 54 年 3 別 ；発生した米国スリーマイル島（T M I）原発の事故を契機

に、原子力安全委員会において、原子力災害特有の事象に着目し、原子

力発電所等の周辺における防災活動を円滑に実施セきるよう技術的、専

門的事項にづいて検討して、決定された指針。

原子力防災対策における留意点、防災対策を重点的に充実すべき地域の

範囲、愚弟的な原子力防災対策について定めている。

〔目次〕

第 1 章　序

第 2 章　防災対策一般

第 3 章　防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲

第4 章　緊急時環境放射線モニタリング

第 5 章　災害応急対策の実施のための指針

第6 章　緊急被ばく．医療

付属資料

‘収集月的 チェルノブイ リの原子力発電所事故に関する情報収集

参考文献番号 2・7

3・9

4・1

附録2－11



調査項目 過去の事故における汚染実態等に関する文献

調査テーマ 東海村 J C O ウラン加工工場臨界事故

サブテーマ ー ウランに対する食品摂取制限に関する指標の設置

文献名 「ウラン加工工場臨界事故調査委員会報告」

平成 1 1 年 1 2 月 2 4 日

著者 1 原子力安全委員会 （ウラン加工工場臨界事故調査委員会）

出典 原子力安全委員会

httT）：／／aec．ist．go．jl）パicst丑JC／iinkai／teirei／sirv099／sirv078／sirv011．htm

JC O 事故の直接的 ・間接的原因をさらに究明するとともに、将来に向け

た原子力安全の確保のあり方にまで踏み込んで、再発防止のための基本

的な考え方を打ち出 してい くことを 目指 してまとめられた報告書であ

る。詳細な検討は、「技術 ・評価」、「企業 ・産業」、「社会 ・安全」・の3 つ

の検討チームにより実施され、事実や原因のより緻密な把握 とともに、

事実の背後にある構造的 ・倫理的な問題を含めて検討が行われている。

食品の放射能汚染に関する直接的な記述は無い。

報告書 目次

Ⅰ．はじめに

Ⅱ． 事故の全体像

Ⅲ．事故の原因とそれに関する状況 ．

Ⅳ．事故に係る防災上の対応

Ⅴ．健康対策 ・事故現場の対応

Ⅵ．事故の背景についての考察

Ⅶ．今後の取 り組みのあり方について

Ⅷ．事故調査委員会委員長所感 （結言にかえて）

収集日的 原子力安全委員会のJC O 事故に関する△式の記録 として収集

参考文献番号 2－8

附録2・12



調査項目 過去の事故における汚染実態等に関する文献

調査テーマ 東海村J C O ウラン加工工場臨界事故

サブテーマ ウランに対する食品摂取制限に関する指標の設置

文献名 「JCO ウラン加工工場における臨界事故の調査報告」

1 9 9 9年 1 2 月2 7 日

著者 日本原子力学会 （原子力安全調査専門委員会）

出典 日本原子力学会

httl）：〟w w w．nr．titech ．ac．jl）／～hsekim ot／A E SJSafe tv／

日本原子力学会 「原子力安全」調査専門委員会が、J e 0 ウラン加工工

場における臨界事故について調査した結果をまとめた報告書である。

事故の放射線影響として、鱒分裂反応に伴って発生した希ガスとヨウ素

の一部が環境に漏れたが、放射線影響という観点からは、転換試験棟か

ら直接、外部に放射された中性子線とガンや線が、環境への影響の大部

分を占めたことに特徴があるとされている。

第1章 はじめに

第2章　臨界安全と臨界事故

第3章　事故の経過と事実の解明

第4章　原因分析と問題点の摘出

第5・章　改善提案

第6 章　日本原子力学会のやるべきこと

第7 章　原子力安全文化に■関わる今後の取り組み

第8 章　おわりに

収集日的 日本原子力学会のJC O 事故に関する公式の記轟として収集

参考文献番号 2・9

附録2－13



調査項目 過去の事故における汚染実態等に関する文献

調査テーマ 東海村 J C O ウラン加工工場臨界事故

サブテーマ ウランに対する食品摂取制限に関する指標の設置

文献名 「I A E A のJ C O 事故暫定報告書 （抜粋）」

著者 岩崎民子

出典 放射線生物研究，Vbl．35（3），pp．193－215（2000）

日本の東海村にあるJ C O 核燃料加工施設で1 9 9 9年9月3 0 日に事

故が起きたこ I A E A では日本から事故の報告を受け，事故の■2週間後

に専門家を派遣し、暫定報告書を取りまとめ1 1月に公表した。この報

告書の目的は事故とその影響に関する情報を伝達し，確かな事実を詳述

することである。これらの情報が事故とその影響を技術的に理解するの

に有用であり，多くの人々にも知らせる必要があると考え，報告内容を

抜粋，その概要が紹介された。報告 （抜粋）は事故とその影響の低減，

J C O 周辺の事故後の放射線線量率と環境モニタリングについて述べら

れている。また，講じられた緊急対応措置，事故による健康の影響と過

剰被爆 した人たちの医学的処置などについても述べられている。

収集 日的 IA EA による事故調査報告の解説資料

参考文献番号 2・10

附録2－14



調査項目 各国における原子力発亀所等の事故発生時の飲食物摂取制限に関する対

応に関する文献

調査テーマ わが国の飲食物摂取制限

■サブテーマ 輸入食品の暫定酸度

文献名 日本における輸入食品の放射能汚染の関する暫定限度

著者 岩島　清，大久保 ■隆

出典 保健物理，23，63－67 （1988）

チェル ノブイリ原子力発電所事故による放射性物質で汚染 された食品

が、国内に輸入されることを防ぐために、厚生省は輸入食品中の放射鹿

を規制する暫定限度の設定根拠等を示した論文である。

輸入食品中の放射能濃度の暫定限度は以下のように定められた。

134C s と 137C s の合計 3 70（B q／k g）

この■限度は厚生省に設置された、「食品中の放射能■に関する検討会」にお

ける専門家の検討結果をもとに 1986 年に定められた。暫定限度につい

ては、逐次見直しが検討 されてきたが変更はされていない。この暫定限

度を越える輸入食品は、積み戻され国内には流通しない。

収集 日的 輸入食品の放射能汚染に関する暫定限度の設定根拠

参考文献番号 3・1

附録2－15



調査項目 各国における原子力発電所等の事故発生時の飲食物摂取制限に関する対

応に関する文献

調査テーマ わが国の飲食物摂取制限

サブテーマ 輸入食品の暫定限度

文献名 輸入食品中の放射能規制の考え方

著者 岩島　清l 大久保　隆

出典 食品衛生研究，Vbl．37，No．7，p7－21（1987）

1986 年のチェルノブイリ事故に対し、厚生省は輸入食品中の放射能を規

制する暫定限度を設定し、監視を行い、暫定限度を超える食品について

は積戻し措置を指示した。

本文献では暫定限度を検討するにいたる経緯、暫定限度の検討のための

試算の内容、定められた暫定限度、検査の現状及び今後の課題について

述べている。また、fA O がまとめた諸外国の基準も併せて示されている。

i 暫定限度検討に至るまでの経緯

Ⅱ’暫定限度の検討のための試算

試算のための前提

Ⅲ　暫定限度について

Ⅳ　検査の現状

1．検疫所における輸入食品の放射能検査

2． 国立衛生試験所での測定

3．検査結果と措置

Ⅴ　今後の課題

収集日的 輸入食品の放射能汚染に関する暫定限度の設定根拠

参考文献番号 3・2

附録2－16



調査項目 各国における原子力発電所等の事故発生時の飲食物摂取制限に関する対 ‘

応に関する文献

調査テーマ わが国の飲食物摂取制限

サブテーマ 放射能暫定限度の設定方法

文献名 環境放射線モニタリングに関する指針

著者 科学技術庁

出典 科学技術庁（1983）

原子力発電所等周辺においては、周辺住民等の健康と安全を守る観点に

立ち、地方公共団体が中心となって実施する環境放射線モニタリングに

関し、原子力安全委員会 ・環境放射線モニタリング中央言車価専門部会が

取りまとめたモニタリングの計画立案、実施及び線量の評価について基

本的方法を示した指針。

〔目次〕

第1章　本指針の基本的考え方

第2章　モニタリング計画【

第3革　モニタリング結果の評価等

解説

モニタリングの目標について－、

空間放射線の測定

気象要素の計測

テレメータシステム

指標生物

環境試料の保存

全ベータ放射能測定

測定目標値

操業前調査

測定結果の解析

核爆発実験による放射性降下物

線量の推定と評価方法

収集日的 輸入食品の放射能狩削こ関する暫定限度の設定根拠

参考文献番号 3・4

附録2－17



調査項目 各国における原子力発電所等の事故発生時の飲食物摂取制限に関する対

応に関する文献

調査テーマ わが国の飲食物摂取制限

サブテーマ 放射能暫定限度の見直し

文献名 輸入食品の放射能検査結果

著者 近藤　卓也

出典 Isotop e N ew s，N o．4，PP．12－17 （199 9）

輸入食品の放射能検査について、検査開始の経緯、暫定限度の設定と検

査結果及び検査対象食品の見直 しの経緯 と今後の検査体制 手ついて解説

した記事。

〔目次〕

1　 はじめに

2　 放射能検査を開始した経緯

3　 輸入食品中の放射能暫定限度

4　 輸入食品の放射能検査体制および検査結果

4 －1　 事故直後 （1986 年 5 月～）

4 － 2　 放射能暫定限度設定後 （198 6 年 11 月～）

4 －3　 暫定限度を超えた食品の発見後 （1987 年 1 月～）

4 －4　 検疫所におけるヨウ化ナ トリウム検出器およびゲルマニウム

半導体検出器整備直後 （19 88 年 5 月～）

4 －5　 検疫所におけるモ土タリング検査体制の導入後 ・

（1990 年 1月～）

4 －6　 検査対象食品の第 1 回見直 し （199 1 年 9 月～）

4 －7　 検査対象食品の第 2 回見直 し （1993 年 1 月～）

4 －8　 検査対象食品の第 3 回見直 し （1998 年 12 月～）

5　 今後の放射能検査体制

収集 日的　‾ 輸入食品の放射能汚染に関する暫定限度の見直 しに関する情報収集

参考文献番号 3－6
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調査項目 各国における原子力発電所等の事故発生時の飲食物摂取制限に関する対

応に関する文献

調査テーマ わが国の飲食物摂取制限

サブテーマ 放射能暫定限度の見直し

文献名 D istri bution of 89Sr an d 90S r in ’s loven ia，‰ goslavi a，after th e

C hem Obylaccident．

「チェルノブイ リ事故後の7 ユー ゴスラビアのスロベニアでの8 9 s r お

よび90 s r の分布」

著者 K．JuznicandS．Fedina

出典 J E nviron R adioact

Vbl．5（2），pp．159－163（1987）

ユーゴスラビア北部スロベニア共和国地区でのチェル ノブイ リ後の雨

水，ミルク，植物など有機質，および土壌中の 89馳 90Sr が測定 された。これ らの

核種は試料を溶液化した後に放射化学分離 して 89＋90S r を，ついで 90Y を

生成・分離させて90Sr を分析することにより測定された。上記測定試料の

いくつかについては 139C s，137C s も分析された。89＋90Sr の雨水による全沈

着量は5，750B q／m 3，90Sr は 420B q／m 3で 89Sr／90S r は 12 であった。事故後

の 4 月 30 日－6 月 18 日の間の雨水中の S r の経時変化分析では、最高値

が5 月 3－5 日で384B q几であった。137C s／134C s は 2瀬 射性 C s とS r の比

は草で 1．3，ミルクで 9 であった。植物中の放射能め大半は葉からの直接摂取

によるものと推測された。

収集 日的 輸入限度の見直しの際に参考とされたデータ

参考文献番号 3・7
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調査項 目 各 国にお け る原子力発電所等 の事故発生時の飲食物摂取制限に関す る対応

に関す る文献

調査テーマ わが国の飲食物摂取制＿限

サブテーマ 放射能 暫定 限度‘の見直 し

文献名 旧 ソ連原 子力発電所事故 に係 る輸入食 品’の監視指導 について

著者 厚生省

出典 衛検 第 2 2 3 敦 平成 1 0 年 1 2 月 2 日

’ht tl）：肋ⅤⅥWn・Shok uei．it）几suc hi／9812 02・223．html

平成 10 年 12 月、厚生省 におし．、て検疫所業務管理室長から各検疫所長に出

され た通 達。本通達 によ り、検査体制が以下の ように変更となった。

〔旧体制 〕

l

t
l

国 】
ヨーロッパ地域■　 ‘

食　品 －　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

l野草及 び野草加工 品 （水煮等を除く。）　　 f　 10 0 ％　　 蒼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
トナカイ肉 検査　　 ！

l
　　　　　　　　　　　　　　　i香 辛料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ！

　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　 lビ－フエキス　　　　　　　　　 ！
10 ％　　 …

　　 l　　　 t
はちみつ

モニタリング検査

　　　　 ！
！

〔新体制 〕

国
ヨーロッパ地域

1 10 0 ％検査
i

食　品

きの こ及びきのこ乾 製品

トナカイ肉

ハーブ及びハーブ乾製品 10 ％　　　　i

ビーフエキス モニタノング検査

播 辛料 ．

モニタノング解除
はちみ つ

収集 日的 放射能汚 染食 品の検査体制 に関す る情報収集

参考文献番号 3・8　■
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調査項目 各国における原子力発電所等の事故発生時の飲食物摂取制限に関する対

応に関する文献

調査テーマ 諸外国の飲食物摂取制限

サブテーマ チェル ノブイリ事故に対する諸外国の防災体制

文献名 チェルノブ イル原子力発電所事故に対する各国？対応に関する調査

著者 （財）原子力安全技術センター

出典 昭和 6 1 年度科学技術庁調査資料作成委託，昭和 62 年 3 月．

概要 昭和 6 1 年 4 月のチェルノブイリ発電所事故の発生に対 し、わが国におい

ては原子力安全委員会ソ連原子力発電所事故調査特別委員会が設置され

て、同事故に関してわが国の原子力安全確保上反映させるべき事項等の

検討を行った。本資料はこの検討のための資料 として、諸外国で従来か

ら講 じられている防災対策、格納容器ベンティ′グ、同事故に対 して諸

外国において講じられた措置等をまとめたものである。

Ⅰ　 海外調査

1 ．調査結果の概要

1 ． 1　 原子力防災対策

1 ． 2　 格納容器べシ ト

2 ′．．原子力防災対策

2 ． 1　 米国

2． 2　 フランス

2． 3　 西 ドイツ

2 ． 4 、スウェーデン

2 ．5　 フィンラン ド

3． 格納容器

3． 1　 米国

3．1 2　 フランス

3． 3　 西 ドイツ

3 ． 4　 スウェーデン

3 ． 5　 フィンラン ド　　　 ＼

Ⅱ　 文献調査

収集 日的 チェルノブイ リ事故に対する諸外国の防災体制に関する情報収集 ‾

参考文献番号 3・10

附録2・21



調査項目 各国における原子力発電所等の事故発生時の飲食物摂取制限に関する対

応に関する文献

調査テーマ 諸外国の飲食物摂取制限

サブテーマ チェルノブイリ事故に対する諸外国の飲食物摂取制限

文献名 A ccidental R adioactive C ontAmi nation of H um an Food and An im al

Feeds：Recom m endationsfo r State and LocalA gencies

「食品及び飼料の事故による放射能汚染：州及び地方当局に対する勧告」

著者 U ．S．D epartm eptofH eal th and H um an Serv ices

出典 Food an d I）ru gA dm inistration （1998）

概要 事故による食品及び飼料の放射能汚染に対する1982 年のFD A （米国食

晶医薬品局）御告に対し、その後の緊急対策立案の進歩を受けて、更新

された勧告である。この勧告では、新しい科学的な情報及び放射線防護

の考え方が組み込まれており、1982年以来の経験と国際機関によっで開

発されたガイダンスが取り入れられている。

この勧告は、原子力発電施設での事故及汚＿染した食品の消費の結果とし

て重大な放射線線量を受けるような多くの種類の事故に適用できるガイ

ダンスを提供している。

〔目次〕

イントロダクション

防御行為ガイド（PAQ

⊥般規定

誘導介入レベル

防御行為

付録A　用語解説

付録B　線量の介入レベルに対する国際的なコンセンサス

付録C 1986年4月のチェルノブイリ原子力発電所事故以降に食品中に

検出された放射性核種

付録D　推奨される誘導介入レベルの導出

付録E　運転中原子炉の炉心のインベントリにおける他の放射性核種に

対する誘導介入レベル

付録F　欧州共同体委員会及びコーデックス委員会が採用した国際商取

引のための誘導介入レベル

収集日的 米国の飲食物摂取制限に関する情報収集

参考文献番号 3・11

4・39
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調査項目 日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

調査テーマ 日本の基準

サブテーマ 飲食物摂取制限の設定根拠

文献名 「防災指針における飲食物摂取制限指標の改訂について」

著者 須賀新こ，市川龍資

出典 保健物理，35（4），pp．・449・466（2000）

概要 日本の原子力防災に関する原子力安全委員会の指針 ■「原子力施設等の防

災対策について」の改定内容を解説 した論文である。

わが国の原子力防災に関する原子力安全委員会の指針 「原子力発電所等

周辺の防災対策について」は、成立当初から 131Ⅰに対する飲料水、発菜

及び牛乳中の濃度についての指標が もうけられていた。その後、チェル

ノブイル事故の経験を踏まえてセシウムを、再処理施設を考慮 してプル

トニウムおよび超ウラシ元素の アルファ核種に関す る指標が設けられ

た。さらに、1999 年 9 月のJ C O 臨界事故をふまえて、核燃料施設の防

災対策からウランに対する指標が設けられた。 この指標の改定は以下の

考えにもとづいている。▲

①指標は、飲食物中の放射性物質が健康に悪影響を及ぼすか否かを示す

濃度基準ではない。指標は、緊急事感における介入のレベル （防護対

策指標）であり、防護対策の 1 つ として飲食物摂取制限措置を導入す

る際の目安とする値である。そのため、基準値や制限値ではなく、指

標とい う用語が用いられている。

②指標算出に当たっては＼放射線防護指標設定の基本 となる IC R P ，

M A ，W H O 等の考え方にもとづき、回避線量 （防護措置を実施する

ことで免れる線量）がそれ以上な らば防護対策の導入を判断する線量

として実効線量 5（m Sv／年）（放射性 畠ウ素による甲状腺等価線量の場

合は50（m Sv／年））をもとにするとともに、わが国の食生活等の実態も

考慮された。

収集日的 飲食物摂取制限の設定根拠

参考文献番号 4・2
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調査項目 日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

調査テーマ 国際的な基準 （M A ）

サブテーマ 緊急時における介入限度 （M A ）

文献名 In terv en tion C riteria in a N u clear or R adiation E m ergency

「原子力及び放射線緊急時の介入基準」

著者・ M A

出典 S afe ty S eries N o．109，IA E A （1994）

概要 n E A は．、I C R P 勧告の内容にもとづいて、W H O などの他の国際機関と

協議 して、加盟国に対して放射線防護基準を提示してきた。これは、放

射線防護に関する国際的な基準とされるIC R P の勧告が、各国に対 して

拘束力をもつものではないことによる。

本資料は、IA E A が緊急時の介入限度について、防護基準 と同様に国際

的な基準を提示 したものである。 この中で、食品の誘導放射能濃度につ

いての基準値 も示 されている。

収集 日的 国際的な基準の確認

参考文献番号 4・3
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調査項目 日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

調査テーマ 日本の基準

サブテーマ 飲食物摂取制限の設定根拠 ・

文献名 「放射線の線源、、影響及びリスク，原子放射線の影響に関する国連科学

委員会総会への1988 年報告書 附属書付」

附属書D　チェルノブイリ事故からの被曝

著者 United　Nations　Scientific　Committee　on　the　E飴cts　ofAtomiC

R adiation

出典 United．Nations

日本語訳■‥（独）放射線医学総合研究所監訳， （株）実業公報社（1990）

概要 原子放射線の影響に関する国連科学委員会 （U N SCE A R ＝U nited

N ati。nS Scientific C om mi ttee on the E 飴 cts ofA tomi C R adiation）の

1988 年報告書のチェルノブイリ事故による被曝線量の算定に関する附

属書。

〔目次〕

Ⅰ． 事故

原子炉／放射性核種の放出と拡散／緊急時対策

血．線量算定方法論

範囲と手法／第 1年目線量の計算方法／予測線量の計算方法

Ⅲ．評価された入力データ

大気／降下量／食昂／人体

Ⅳ．1年目の線量推定

甲状腺線量当量／実効線量当量／経路の寄与／放射性核種の寄与／移

行関係

Ⅴ．線量預託

変換関係／広域での平均線量当量預託／被曝経路及び放射性核種の寄

与

Ⅵ．集団線量預託

チェルノブイリからの距離と1■37C s降下量／137Cs 降下量に基づく全線

、量預託への変換係数／集団実効線量当量預託の推定／単位放出量当

りの集団線量預託／その他の放射性核種からの集団線量預託

Ⅶ．要約

収集日的 チェルノブイリの原子力発電所事故の被曝に関する情報収集

参考文献番号 4－4

附録2・25



調査項目 日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

調査テ⊥マ 国際的な基準

サブテーマ 主勧告な らび内部被ばくモデル全般 （1 ）

文献名 N d R R IC R P（1955），IC R P 2， IC R P lO，IC R P 19，IC R P 23，IC R P 26，

IC R P 30

著者 ICR P

出典 IC R P

概要 内部被ばくについては、1953 年に N C R P が、19 55 年にIC R P （レポー

ト番号なし）がある程度のデータと考え方を公表していたが、1 9 5 9 年に

IC R P 2 が発表され、臓器の内部被ばく線量評価が可能となった。IC R P IP

では、排泄モデルが示 され、尿糞中の放射能量から摂取量の評価が可能

となった。IC R P 19 ではプル トニウム、アメリシウム等アクチノイ ドの

呼吸器系モデル、体内動態モデルが示 された。そ’の後 IC R I＞　26 で放射

線防護量 として実効線量当量の概念が確立されると、作業者 （作業者）

の年摂取限度を評価するため、I C R P 2 3 の標準人（r e f e r e n c e 　m a n ）に

基づ く精密な線量評価モデル と体内動態モデルが確立されて、IC R P 30

に示 された。

収集 日的 IC R P の内部被ばく線量評価モデル、ならびに放射性核種の体内動態モ

デル等の記述が述べ られているたや。

参考文献番号 N C R P ：4－19

IC R P （1955）：4－20

ICRP2：3・5，4－21

IC R P lO ：4・22

ICRPl＿9：4・23

ICRP23：4・9，4－24

IC RP26：3・3，4－18

IC RP30：4・26，4－28

附録2・26



調査項目 日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

調査テーマ 国際的な基準

サブテーマ・． 主勧告ならび内部被ばくモデル全般 （2 ）

文献名 IC R P 48，IC R P 56，IC R P 60，IC R P6 7，IC R P 69，IC R P7 1，IC R P 78，

L U D E P 2．0

著者 IC R P

出典 IC R P

概要 （前シー トから続く）

一部の核種のパラメータへ変更による改訂が IC R P 48 に示されたが、チ

ェルノブイ リ事故以降、内部被ばく線量評価対象は作業者から公衆に拡

大され、IC R P 56，67，69，7 1 で乳児 （3 ケ月）、幼児 （1歳）、子供 （5 歳、

10 歳、15 歳）、および成人の内部被ばくおよび体内動態モデルが示 され

た。　 作業者 （作業者）に対 しても、IC R P 60 の放射線荷重係数と組織

荷重係数の改訂の反映、IC R P 66 の新呼吸器系モデルの反映され、管理

実務の一般原則が f ub l．75 記述された。作業者のモデルも公衆の成人体

内動態モデルとの整合 を取るために大きな改訂が行われ、その改訂モデ

ルに基づいて IC R P 68 に単位摂取量に対する線量係数 （Sv侶q）が示 さ

れ、IC R P 78 には内部被ばく個人モニタリングの勧告が示された0 2006

年現在、内部被ばくに関する最新の勧告は IC R P 78Lである0 なお IC R P

の考え方に基づ く内部被ばく線量評価用の計算コー ドL U D E P 2・0 など

が開発 されている。

収集 日的 IC R P の内部被ばく線量評価モデル、ならびに放射性核種の体内動態モ

デル等の記述が述べられているため。

参考文献番号 IC P R 48 ：4－27

IC P R 56 ：4・7

IC P R 60 ：4・13・

IC P R 6 7 ：4・5

IC P R 69 ：4・32

IC P R 7 1 ：4・30

IC R P 75：4－15

lC P R 78 ：4・3 1

L U D E P 2．0 ：4－8
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調査項目 日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

調査テーマ 国際的な基準 （M A ）

・サブテーマ 国際基本安全基準 （IA EA ）

文献名 Ⅰntern ational B asic Safe ty Stan dards F or P rotection A gainst Ionizin g

R Adiation An d F or T he Safe ty O fR adiation S ources

「原子力及び放射線緊急時の介入基準」

著者 ． ーIA E A

出典 Safe ty S eri es N o二115，IA E A （1996）

鱒要 IA E A は、IC R P 勧告の内容にもとづいて、wn 0 などの他の国際機関 と

協議 して、加盟国に対して放射線防護基準を提示 してきた。■これは、放

射線防護に関する国際的な基準 とされる IC R P の勧告が、各国に対 して

拘束力をもつものではないことによる。

B S S・115 における、線量限度等の基本的な基準及び放射線防護の考え方

は、IC R P 1990 年勧告と同じ内容である。 しかしながら、二部に IC R P

の勧告と異なる部分もある。特に、原子力事故にともなう食品の放射能

汚染を考える際に重要な、公衆の被ばく線量限度についても、B S S－115

とI C R P の1 9 9 0 年勧告で異なる部分がある。’具体的には、B S S ・1 1 5 に

おいては、特別な状況においては、5 年間の平均線量が lm S v を超 えな

いと場合に限り、年間の実効線量として 5（m Sv）という基準が設定されて

いる。土のような基準は、I C R P の1 9 9 0 年勧告にはない。5 （m S ，／年間）

という基準値は、コーデックス委員会（4．3．5）や W H O （4．3．6）による放射能

に汚染された飲食物摂坂制限の誘導介入放射能濃度を算出する際に用い

られた被ばく線量限度と同じ値である。

収集 日的 国際的な基準の確認

参考文献番号 4－6
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調査項目 日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

調査テーマ 国際的な基準 （C OD EX）

サブテーマ 放射線大事故による広域放射能汚染後の誘導介入レベルガイ ドライン

文献名 D eri ved Interv ention Levels F or R adidnuclideS In Food．・G uidelines

fo r apblication after w idespread radioactive contami nation resulting

fr om a m aJOrradiation accident

「放射線大事故による広域放射能汚染後の誘導介入レベルガイ ドライ

ン」

著者 W H O

出典 WHO，Geneva（1988）

概要 チェルノブイリ事故発生後、W H O は各国の規制当局が自国から遠く．は

なれた地域で発生した原子力事故により食品の放射能汚染に対して、被

ばぐによる公衆のリスク低減を図るための意思決定 （政策決定）の助け

となるガイドラインを作成することが有用であると判．断した。本資料は、

W H O ．によるガイドラインの作成を解説したものである0

収集日的 国際的な基準の確認

参考文献番号 ． 4－10
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調査項目 日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

調査テーマ 国際的な基準

サブテーマ 放射線防護に使用する放射性核種の物理データ

文献名 ICR P Publication 38

R adioiuclide Tr ansfo rm ations‥E nergy an d Intensity ofE mi ssions，

著者 ICR P

出典 仏nnal softhe IC RP ll・13）Pergam on Press，O xfo rd・（1983）．

概要 ICR P38 は半減期 10 分以上の放射性核種を中心、に、825核種の放射線放

出率、エネルギー、放射線の線質、物療的半減期が記載されている放射

線防護のための放射性核種に関する物理データ集である。

当初、ICR P が内部被ばく線量評価の基準に関する報告書である

Publ．30 に記載された SE E （比実効エネルギー）を計算するため整備さ

れたもの．であるが、その後のIC RP 内部被ばく関連の報告書のみならず、

外部被ばく線量計算にも使用されている。

収集日的 ・内部被ばく線量評価に使用する放射性核種の物理的半減期データ

参考文献番号 ▼4・11

附録2－30



調査項 目 日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

調査テーマ 国際的な基準 （C O D E X ）

サブテーマ 事故による放射能汚染後の食品国際商取引におけるガイ ドライン

文献名 G u id elin e L evels F or R adionu clides In F ood s F ollow ing A ccidental

N u clear C ontami nation F or U se In Internatiom lTr ade

著者 C O D E X

出典 CA C ／G L 5・1989．

（h ttp ‥〟w w w ．90dexal血 entariu s・net血eb／m ore＿info ・jsp？id＿Sta＝19）

概要 コーデ ックス委員会 （C od ex A lim entariu s C om mi ssi？n ：FA O ／W H O 合

同食品規格委員会）は、消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保

等を目的 として、1962 年にF A O （F ood an d A gri cu ltu re O rganizよtion of

th e U n ited N ations ：国際連合食糧農業機関）及び W H O （W brld H ealth

O rgan ization ：世界保健機関）により設置された国際的な政府間機関で

あ り、国際食品規格 （コーデ ックス規格）の作成等を行っている。我が

国は 1966 年より参加 している。

第 18 回コーデックス委員会 （1989 年ジュネーブ）では、「事故による放

射能汚染後の食品中放射性核種のガイ ドラインレベル」が採択された

（4．4．1）。このガイ ドドラインレづルはし原子力事故後の一年間に適用さ

れる。ガイ ドラインの目的 と各国に求められる対応は以下の通 りである。

【ガイ ドラインの目的】・ガイ ドラインレベルは、国際貿易で移動する食

品の規制に使用することが 目的である。

【各国の対応】国際貿易で移動する食品が、ガイ下ラインレベルを上回

る場合、各国の政府はその食品をその国内あるいは管轄区域内で流通さ

せるべきかどうか、どのような状況で流通させ るべきかを決定しなけれ

ぱならない。

収集日的 国際的な基準の確認

参考文献番号 4－12
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調査項目 日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

調査テーマ 国際的な基準

サブテーマ 緊急時の被ばく限度

文献名 ICR P Publication 63

Pri nciples fo rProtection ofthe Pubhc in a R adiologicalEm ergency

著者 ICR P

出典 仏 n n a l S o f t h e I C R P 2 2 ， N o ． 4 ） ，

Pergam on Press，0Ⅹ血rd（1992）

概要 ICRP 鱒Publ・40 で事故後の短期間での介入の立案の一般原則を記述し

たが、この報告書 （Publ．63）ではPubl．40 をより具体化して、介入 レべ

ルについての定量的な指針について言及している。この指針は、短期間

の防護措置の導入だけではなく、数年にわたる防護措置の導入とその定

期的見直し、ならびに広域にわたる介入を網羅している。

食品等の放射能汚染に対する介入に関する記述は5．8 節に記載されてい

る。

報告書目次

1， 緒言

2． 介入のための概念、量および基本原則

3． 基本原則の防護措置への適用

4． 介入立案のための放射線緊急事態への分類

5． 介入レベルの誘導

5 ．8 　食物連鎖および飲料水に対する介入

6． 緊急時対応計画

7．勧告する介入レベルの要約

収集日的 ICR P の食品および飲料水の放射能濃度の介入レベルに関する文書とし

て収集

参考文献番号 4・14

附録2－32



調査項目 日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

調査テーマ 国際的な基準

サブテーマ 緊急時の被ばく限度

文献名 IC R P 1990 年勧告　要点 とその考え方

著者 草間朋子編

出典 日刊工業新聞社（199 1）

概要 I C R P 　P u b l ．2 6 に変わるものとして1 9 9 0 年に国際放射線防護委員会主

委員会から勧告 されたIC R P P ubl．60 勧告の概要の説明である。

・食品等の放射能汚染に等に関係する介入に関する記述は第 7 章に記載さ
t

れている。

報告書 目次

1 ．放射線防護の基本概念

2 ．放射線防護に用いる量の概念

3． 線量拘束値 ・リスク拘束値

4． 線量限度

5 ．放射線影響に関する基礎的事項

6． 新規または継続する行為に対する防護の体系

7． 介入に関する放射線防護

8 ．IC R P 勧告の放射線実務への適用

9 ．規制除外 と規制免除の考え方

1 0 ． 放射線障事によるがん発生 （死亡）の評価

1 1 ． 放射線被ばくに伴 う遺伝的影響

■1 2 ． 確定的影響

1 3 ． 胎児の放射線影響 と放射線防護

収集 日的 IC R P の食品および飲料水の放射能濃度の介入 レベルに関する文書 とし

て収集

参考文献番号 4・16
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調査項目 日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

‾調査テーマ 国際的な基準

サブテーマ 内部被ばくモデル全般「

文献牢 M etabolic and dosim etric m odels fo r application to m em bers ofth e

pubhc

著者 N R PB

出典 R ep．N R PB －G S3，Chilton （1984）

概要 このレポー トは一般公衆である1歳児、10歳児、成人の内部被ばく線量

評価モデルについて記述したものである。ICR P はPubl．30 で作業者 （成

人作業者）の内部被ばくの線量評価モデルを示した。このレポー トは公

衆（1歳児、1 0歳児、成人）の内部被ばく線量評価モデルにI C R P 　P u b l．3 0

の考え方を拡張した。子供の線量評価には体の大きさ、臓器の大きさ等

を考慮している。しかし、子供の代謝データは、 ヨウ素などの特別なデ

一夕がある場合を除いては、すべて成人のデータを使用している。なお、

作業環境とは異なる一般環境での物理化学形を考慮して、消化管からの

吸収率にICR P Publ．30 とは異なった値を与えている。

報告書目次

1． はじめに

2． 線量モデル

2 ．1 子供と成人のヨウ素代謝挙動

2 ．2 　環境中にあるP u ，A m ，c m の消化管からの吸収率

2 ．3 　N p の消化管からの吸収率

3 ．勧告

収集日的 N R PB の内部被ばく線量評価モデル、ならびに放射性核種の体内動態モ

デル等の記述が述べられているため。

参考文献番号 4二33
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調査項 目 日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

調査テーマ 国際的な基準

サブテーマ 内部被ばくモデル全般

文献名 PHI PP S，A．W．，K EN DA LL，G・M・，STA TH ER，J，W，F EL L，T・P・，

HC om mi tted equ ival ent organ doses and com mi tted e鮎 ctive

doses fr om intakes of radionu cli des，N ation alR adiological

P rotection B oard，

および

HG astro・in testin al absorp tion of selected radionuclides，”A

rep ort by an N E A expert grou p．P aris，O E C D ／N E A （1988）・

要者 N R P B 、N E A

出典 R ep・．N R P B ・R 245，C hn t9n，（199 1）および O E C D rN E A （1988）・

概要 このレポー トは 25 元素 359 扱種の経口摂取 とA M l〃fn のエアロゾ

ル吸入 したときの預託実効線量当量 と最も線量が高くなる器官の線量当

量が、乳児 （3 ケ月）、子供 （1歳、5 歳、10 歳、15 歳）、成人について‘

記載されている。この年齢区分は IC R P 56 に整合をとるものである。．（以

前のN R P B レポー トは 1歳児、10 歳児、成人の 3 群であった。）

このレポー トが従来のレポー トに対して大きく改訂 されたのは、以下

の 2 つのパラメータが大きく変更されたためである。

①▼組織荷重係数（IC R P 26） ②N E A の n 値 （消化管からの吸収係数）

報告書目次

1 ．はじめに

2． 新しいIC R P め組織荷重係数

3 ．乳児と公衆の他の年齢層の消化管吸収係数

4． その他のデータと方法論の変更

5 ．表の説明

6 ．新 しい線量係数の適用性

7． まとめ

収集 日的 N R P B の内部被ばく線量評価モデル、ならびに放射性核種の体内動態モ

デル等および N E A の内部被ばく関係データの記述が述べ られているた

め。

参考文献番号 4・34 ：N R P B 、4－35 ：N E A （1988）．

附録2・35



調査項目 日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

調査テーマ 外国の基準

サブテーマ 内部被ばくモデル全般

文献名 国民経済計算

著者 総務省統計局 ・統計研修所

出典 世界の統計　第3 章　国民経済計算

（http：／血w w．stat．gojp／data／sek ai ／0 3．h tm ）

概要 咽 民経済計算体系」又は 「国民経済計算」は，Sy stem of N a tion al

A ccoun tS の訳であり，S N A と略され る。

1968 年第 15 回国際連合統計委員会において採択 され た 「国民経済

計算体系」 （以下，1968S N A という。）を各国は採用 し，以後，これに

沿ってS N A を推計してきた。

その後，199 3年第 27 回国際連合統計委員会において，新たな国民経

済計算の基準として 「1993 年国民経済計算体系」 （以下，1993SN A と

いう。）が採択され，国連は加盟国にその採用を促してき．た。

・日本は，1978 年以降 1968S N A を採用 してきたが，2000 年 10 月に

1993S N A に移行 した。

〔内容〕

・世界の国内総生産

・国内総生産及びその実質成長率

・支出項 目別国内総生産

・経済活動別国内総生産及びその実質成長率

・国民総所得

・国民所得

・1 人あたりの家計最終消費支出

・総資本形成

・購買力平価

・購買力平価による1 人あたり国内総生産

収集 日的 被ばくによる損失計算の基礎データ

参考文献番号 4・36

附録2－36



調査項目 日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

調査テーマ 諸外国の基準

サブテーマ 米国の基準

文献名 M an ual of Protective A ction G uides An d Protective A ctions fo r

N uclearIncidents

著者 U nitbd－States E nvi ronm entalP rot，eCtion A gency

出典 EPA 402・R－92・001（1992）

概要 米国の原子力緊急時の防護措置に係る介入レベルは、＿PAG（Ptotective

Acti。nGuides）として公的機関の防護対策や意思決定のために1992年に

マニュアル化したもの。飲食物については、FDA が1982 年に策定した基

準が盛り込まれている。事象を早期、中期、長期に分けて、被ばくの経

路と防護対策を対応させている。

〔目次〕

1．Overview

2．ProtectiveActionGuidesfortheEarlyPhaseofanAtmospheric

Release
3．ProtectiveA ction G uidやS－fo r th e Interm ediate Phase（Food an d －

W ater）

4．Pr。teCtiveActidnGuidesforttheIntermediatePhase（Deposited

R adioactive M ateri al S）

5．lmplementingthePrdtectiveActionGuidesfortheEarlyPhase

6．lmplementingtheProtectiveActionGuidesfortheIntermediate

Phase（Food and W ater）

7．1mplementingtheProtectiveActionGuidesfortheIntemediate

Phase（Exposure to D eposited M aterial S）

8．Radiati。n P rotection G uidan Ce fo r the Late Phase （Recovery）

（reserved）

収集日的 米国の誘導介入・レベルに関する資料

参考文献番号 4・37

附録2－37



調査項目 日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

調査テーマ 諸外国の基準

サブテーマ 米国の基準

文献名 R adiation P rotection atE PA

著者 U nited States E nvi ronm ental Protection A gency

出典 E RA 402・B ・00－001（2000）

概要 米国環境保護庁（E PA ：E nvironm entalProtection A gency）の30年間

にわたる主要な達成事項と活動プb グラムについて記述。ポリシーを振

り下げたり科学的な議論ではなく、E PA を歴史的視点で概観する。

PA G（P rotective A ction Guides）については、その整備がE PA の最も

重要な緊急時対策活動の一つであるとして、概要を説明している。

〔目次〕

Introduction

A uthori ties an d R esponsibilities

The F orn ation ofEPA ：R eorganization Plan N o．3

N ew R adiation P rotection A uthori ties

R adiation Protection atO ther Federal A gencies

Sum m a巧r ．

P rogram A ctivities

Federal G uide

N uclear FuelC ycle Standards and R egul ations

E nvironm entalStandards

E・m ergenCy R esponse

収集日的 米国の誘導介入レベルに関する資料

参考文献番号 4・38

附録2・38



調査項目 日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

調査テーマ 諸外国の基準

サブテーマ カナダの基準

文献名 ’Canadian G uidelines fo rInterv ention D uri ng a N uclear E m ergency

著者 M inistry ofH ealth（Canada）

出典 ′M imi stry ofH ealth（Canada）（2003）

概要・ 原子力の緊急時がカナダで発生した場合、及びカナダ人に影響のある事

故が発生した場合のカナダ健康省のガイ ドライン。

〔目次〕

Ⅰntroductioh and Scope

B asic D e丘nition

A n overv iew ofN uclear Em ergency Planning in C anada

PrinciplesF onow ed in D erivlng th e Intervention Levels

Recom m ehded Intervention Levels V ariousC ounterm easures

Shelteri ng

E vacuation

R elocation

Stable Iodine Prophylaxis

Food Control

Com pari sonsw ith R ecom m endations fr om O therA gencies

収集日的‾ カナダの誘導介入レベルに関する資料

参考文献番号 4－40

附録2－39



調査項目 日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

調査テーマ 諸外国の基準

サブテーマ EU の基準

文献名 1aying dow n m axim um permi tted levelS Ofradioactive contami nation

Of fo odstu飽 and fe edingstu鮎 fo llow ing a nuclear accident or any

Other case ofradiologi Cal em ergency

著者 CouncilofE uropean Com m unities

出典 CouncilRegulation（EURATOM）No．3954／87，1987

概要 E U 委員会で定めた原子力事故あるいは放射線事故の際の食品及び飼料

の放射鹿汚染の最大許容レベルに関する条項。

東 1条

第2 条

第 3条

第4 条

第5 条

第6 条

第7 条

第8 条

収集日的 E U の誘導介入レベルに関する資料 ．

参考文献番号 4・41

附録2－40



調査項目 日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

調査テーマ 諸外国の基準

サブテーマ EU の基準

女献名 A European M an ual fo r ‘O fFSite Em ergency Planning and R esponse

to N uClearA cqidents

著者 Belgi an N uclearR eserch Center

出典 Prepared　for　the　European　Commission　Directorate－General

E nvi ronm entC ontractSU BV／00／277065，2002

概要 EU 委員会総局め環境契約のための資料。

〔目次〕

Chapter l G eneral Introduction toE m ergency P repAredness

Chapter 2 A ccidents

Chapter3 H ealth E飴ctsofIonising R adiation on M en

Chapter4 Pri nciples fo rInterv ention

C hapter 5 Interv entionsin the Early Phase

Chapter 6 Interv entionsin the Late Phase

Chapter 7 Interventionsin tA gri culturalE cosystem s

ChAp・ter 8 Role ofTechnical A dvi sors in D ecision・M aking

Chapter9 FeaturesofC onsequenceAs sessm ents

Chapter lO R OD O S：A E uropean D ecision SupportSystem

C hapter ll E nvironm ental M onitori ng

C hapter 12 International D ata and Info rm ation Exchange

C hapter 13 E conomi c Im padt

Chapter 14 The E m ergency Plan：Organisation and R equirem ents

Chapter 15 Com m unity Legi slation

Chapter 16 Socai land Psycologi calAs pects
‾Chapter 17 Em ergency Com m unication

Practical LessonsLearn tfr om Exercises

収集日的 EU の誘導介入レベルに関する資料

参考文献番号 4－42

附録2・41



調査項目 日本および諸外国の規制、基準値及びその設定根拠に関する文献

調査テーマ 諸外国の基準

サブテーマ 英国の基準

文献名 U K Recovery H an dbook fo r R adiation Incidents ：2005

著者 H eal th Protection A gency（U K），

出典 HPA・RPD・002，HealthProtectionAgency，2005

概要 英国における放射線事故の際の復旧ハンドブックの農作物生産に関

する章。

〔目次〕

Introduction

R adiation Protection Cri teri a B）rA gri culturalFood P roduction

A gri cultural Food Production System s

A gri Cul tural Counterm eaSureS

W aste D isposal Options

Selection ofM anagem ent Options

D atasheets fo r M anagem ent■O ptions

収集日的 英国の誘導介入レベルに関する資料

参考文献番号＿ 4・43

附録2・42



調査項目 日本および諸外国の規制、、基準値及びその設定根拠に関する文献

調査テーマ 諸外国の基準

サブテーマ 英国の基準

文献名 M anaglng incidentspresentin g actualorpotential R isksto th e PubliC

H ealth

著者 N H S Scotland

出典 G uidance on the R oles an d R esponsibilities ofIncident・・C ontroITbam ，

Appendix 3 toAn nex J （2003）

httD：〟ww w．scotland．gov．ukn ublications／2003／01／16243／17315

概要 スコットランド国家健康局の事象管理チームガイダンスの放射線事

象編。

〔目次〕

1Introduction

2 Plannning B ackground

3 Counter M easures

4 A rran gem entSfo r Casualties

5 M onitori ng an d D econtam ination

Appendix lAm angem entsfo r Particular C ontingencies

A ppendix 2 Em ergency Refe rence Levels／Interv entionLL evels

A ppendix 3 Counter M easures

A ppendix 4rCasual ty R eception an d T reatm ent

A ppendix 5 R adiation M onitoring fo rM em bers ofthe Public

収集日的 英国の誘導介入レベルに関する資料

参考文献番号 4・44

附録2－43



調査項目 体内へ取 り込まれた放射性核種の人体への影響に関する文献

調査テ一々 放射性核種の環境中の移行

サブテー毒 環境移行パラメータの整備

文献名 H an dbook of P aram eter V 山ues fo r th e Prediction of Radionuclide

Tr ansfe r in Tbm perate E val uation

一著者 M A

出典 Tbchnical R eportSeries N o．364，n E A （1994）

概要 陸地及び淡水環境中への放射性物質の放出による影響評価のために、

IA EA がIU R（the International U nion of R adioligi sts）と協力して作成

した放射性核種の移行パラメータのハンドブック。

移行パラメータは、放出点から人までの経路を栄養素の観点で区分けを

行い、その区分けの間を放射性核種が移行する割合を表す。

ハンドブックのデータは 1950 から1960 年代の核実験、核施設からの管

理下での放出、1986 年のチェルノブイリ事故等における放射性降下物の

影響研究に基づいてレビューされたものである。

第1章 はじめに

第2章　農産物系　 一　植吻

第3章　農産物系　 一　 牛乳、肉及び卵

第4 章　陸水生態系　⊥　魚

第5 章　 自然生態系

第6 章　食品加工移行パラメータ

収集日的 環境移行パラメ・一夕の整鳳＿こ関する情報収集

参考文献番号 5・1

附録2・44



調査項目 体内へ取 り込まれた放射性核種の人体への影響に関する文献

調査テーマ 放射性核種の環境中の移行

サブテーマ 琴境移行パラメータの整備

文献名 GenericModelsfor　UseinAssessingthelmpactofDischargeof

R adioactive Substancesto the Environm ent

著者 IA E A ・

出典 Safe ty R eportSeri es N o．19，IA EA ，Ⅵenna（2001）

概要

I

このレポー‾トの主要な目的は、環境中十の放射性物質の適切な放出量

を評価することを目的とした線量計算？簡単な方法を提供することと関

係規制当局が定めた関連する線量限度基垂値と比較できるよ＼うにするこ

とである。

このレポー トのモデルは放射性物質の定期的放出の検査のため・に開発

されてきた。このレポー トでは最小限のサイ ト情報から迅速に占領を評

価するのに必要な情報が提供されている。検査モデルは病院や研究所な

どの小規模施設からの放射性核種の放出に対して有効なものであるが、

大規模な施設に対してはでは規制当局が設定した線量限度基準 （線量拘

束値等）に近いものとなる。＿放出された放射性核種と関連する環境コン

ポーネントの間で平衡状態があれば、このレポートのモデリングは継続

的あるいは延長された放出に対しても適用できる。

1．IntroductionJ

2．ProceduresforScreeningRadionuclideDischaige

3．A tm ospheri c D ispersion

4．RadionuclideTransportinSurfaceW如ers

5．Tr ansport qfRadionuclides th rotlgh 恥rrestri al and A quatic Food

C hain

6．D osiEletri C，H abitand OtherD ata fo r D ose E stim ation

7．E stim ation ofCouective D ose fo r Screening Purposes

8．Proceduresto Follow Wh en Estim ated D osesExceed th e Speci丘ed

R efe rence Le vel

収集日的 環境移行パラメータの整備に関する情報収集

参考文献番号 5・2

附録2・45



調査項目 体内へ取り込まれた放射性核種の人体への影響に関する文献 ・・

調査テーマ 放射性核種の環境中の移行

サブテーマ 環境移行パラメータの整備

文献名 M odellin g of resuspension，＄eaSOnality and losses duri ng fo od

PrOCeSSing

著者 IA EA

出典 First　report・Of・theⅥMPTbrrestrialWorking　Group，IAEA，

Vienna（1992）

概要

＼

IA EA のⅥlM P（Ⅵ山dation ofE nvi ronm ental M odel Predictions）陸

域ワーキンググループの第 1 レポートである。同ワーキンググループは

陸圏環境から人への放射性核種の移行モデルの最先端技術を検証ことを’

目的としている。

本レポー トでは、以下の3項目についてレビューしている。

（i）再浮遊（resuspension）

粒状物質の地表沈着が風の乱れや人的活動などによって大気中に再

飛散するプ．ロセス

（立）食品加工喪失（fo od processing losses）

食品加工及び調理準備の結果、人にいたる食物連鎖から放射性核種

が除去されること

（ih）季節性 （seasonal ity）

汚染事象の発生する季節に対する食品穀物及びその他環境システム

の放射能汚染の変動

収集日的 環境移行パラメータの整備に関する情報収集

参考文献番号 5・3

附録2・46



調査項目 体内へ取り込まれた放射性核種の人体への影響に関する文献

調査テーマ 放射性核種の環境中の移行

サブテーマ 環境移行パラメータの整備

文献名 M odelhng　of radionuclide interception　and loss　proceSSeS ・in

vegetationand transfe rin semi －natural ecosystem s

著者 IA EA

出典 2nd　report　of　the　ⅥMP　TbrrestrialWorking　Group，IAEA・

Ⅵenna（1996）

概要 LIA EA のVAM P（Validation ofE pvironm entalM odel Predictions）陸

域ワーキンググループの第 2 レポー トである。同ワーキンググループは

陸圏環境から人への放射性核種の移行モデルの最先端技術を検証ことを

目的としている。

本レポートでは、

（i）植物による放射性核種の掃捉及び保持と植物からの喪失過程

（温）半自然生態系から得られる食物への放射性核種の移行モデル

の2点についてレビューしている。

収集日的 環境移行パラメ．一夕の整備に関する情報収集

参考文献番号 5・4

附録2・47



調査項 目 体内へ取 り込 まれた放射性核種の人体への影響に関する文献

調査テーマ 放射性核種の環境 中の移行

サブテーマ チェルノブイ リデータ こよるモデル検証

文献名　＿ 恥 sting of en vironm en tal tran Sfe r m od els u sin g C h ern Obyl h llout

data fr om the Ip u t R iver catch m en t area，LB ryansk R egi on，

R u ssian F ederation

著者 M A

出典 R eport of th e D ose R econ stru ction W brkin g G roup of B IO M A SS

The me2，I AEA，Vien na，（2003）

概要 IA E A －B IO M A S S は、環境中における放射性核種の移行を予測する機

能を開発及び改善することを目的とし七、1996 年 10 月にウィーンで立

ち上げられた。 このプログラムの環境放出のテーマの下で線量再構築ワ

ーキンググルT プでは、線量再構築の評価プロセスを検証するために、

1986 年にチェルノブイ リ原子力発電所から事故で放出された 137C s、 ロ

シア連邦のプ リヤン不ク地方のイブ」チ集水地域における被ばくについ

て、シナ リオを作成 して複数のモデルの比較によるシナリオ演習を行っ

た。

このプロジェク トには、ヨーロッパ、オース トラリア、米国、日本な

ど世界の異なる地域から参加 してお り、 多様な地理及び気候地域を代表

している。モデルはいずれ も国家が放射線学的状況に対する評価及び意

思決定に用い る商業化 されたあるいは公的なモデルや研究目的で開発さ

れたものであった。

計算は、幾つかのステージで行われ、最初の計算は参加者によるブラ

イン ドテス トとして行われた。‾、これ らの初期の結果を解析によってモデ

ラーは結果における誤った推定あるいは入力情報の誤った解釈を認識す

ることができた。

シナ リオ演習の最大の問題は、テス トエ リアの斑的汚染に対するデー

タの平均化、土中 （根ゾーン）の 137C s の移入と生体内取り込みの模擬、

対策の有効性 のモデル化であった。全ての問題についてワーキンググル

ープで議論を して、アイデアの交換することにより、 モデルの改良が進 一

められた。

収集日的 放射性核種の環境 中の移行モデルの検証に関する情報収集

参考文献番号 5・5

附録2・48



調査項目 ・ 体内へ取 り込まれた放射性核種の人体への影響に関する文献

調査テーマ 日本における研究事例

サブテーマ 放射性核種生物圏移行パラメータ調査

＿文献名 放射性廃棄物共通技術調査　事業内容

著者 資源エネルギー庁

出典 放射性廃棄物共通事業調査技術検討委員会説明資料，平成 15 年 12 月

概要 資源エネルギー庁では、原子力発電及び核燃料サイクル事業に伴 って

発生する放射性廃棄物を埋設処分することに関 し、長期の安全確保 のた

めに技術開発研究を実施 している。地下の処分場から放射性核種が地下

水により移動 し、最終的に人間の生活環境に到達する場合についても、

核種の移行プロセスと被ばく経路を適切に評価 しなければならない。 こ

のため、放射性核種の生物圏移行パラメータ調査を平成 14年度か ら実施

している。

この調査では、放射性核種の水田生態系の動的コンパー トメン トモデ

ルを構築すると．ともに、放射性核種を対象として、モデル構築に必要な

データ整備を実施 した。

収集 日的 放射性核種生物圏移行パラメータ調査に関する情報収集

参考文献番号 5・6

附録2・49



調査項目 体内へ取り込まれた放射性核種の人体への影響に関する文献

調査テーマ 日本における研究事例

サブテーマ 環境負荷物質陸域移行予測コー ド （MOGm ）

文献名 環境負荷物質陸域移行予測コー ド 「M O G RA」

著者 天野　光、高橋　知之、内田　滋夫

出典 原子力EY E，Ⅵ）1．48，N o．6，（2002年6月）

概要 日本原子力研究所では、環境中に放出される放射性物質の地表沈着後

の放射性物質の土壌、農作物、河川中での動きを解析予測す．る頓境負

荷物質陸域移行予測コー ド （M O G R A ：モグラ 坦igration Q f 王道ound

皇dditionals）」を開発した。M O G R A は、原子力委員会と文部科学省が

進める原子力基盤クロスオーバー研究の一環として、京都大学原子炉実

験所、放射線医学総合研究所の協力を得て開発した。

計算コー ドの構成としては、動的コンパー トメントモデル解析部を中

核とし、計算条件の設定 ・結果の表示を行うためのグラフィカルユーザ

インターフェイス（d Ⅵ）やデータファイル等からなる。コンパー トメント

■とは種々多様な自然環境を∴性質が類似しているいくつかに区分けした

ものである。■本コー ドは、コンパー トメントの作成 ・削除、コンバー ト

メント間における負荷物質の移行の設定等がマウスによる簡単な操作で

可能であるとともに、種々の核種への対応等の汎用性、拡張性に優れて

いる。

収集日的 環境負荷物質陸域移行予測コー ドに関する情報収集

参考文献番号 5・7

附録2－50



調査項目 体内へ取 り込まれた放射性核種の人体への影響に関する文献

調査テーマ 食品に含まれ る核種 に関す る文献

サブテーマ 食品の摂取量

文献名 C herno吋 1チェ■ルノブイル～環境 ・健康への影響

著者 科学技術庁

出典 ，科学技術庁原子力局，平成 8 年度・

概要 1986 年 4 月 26 日に発生したチェルノブイ リ原子力発電所事故による

影響について、1996 年頃までの情報を科学的に評価 し、わか りやすくま

とめた冊子である。

／

1 ．はじめに

2． 事故時に環境 中に放出された放射性物質の量と範囲

2 ． 1 放出された放射性物質の種類 と量

1 2． 2　 放出パターン

2 ．3　 放出された放射性物質の降下

3 ．自然環境 ・食品への影響

3 ． 1　 大気への影響

3 ．2　 陸域への影響

？・3　 水系への影響

3 ．4　 食品への影響

4． 被ばく線量評価 と健康への影響

4 ．1 被ばく線量評価

4． 2　 健康への影響

与．環境 ・健康影響調査に関する国際協力

5 ． 1 わ が国による協力

5 ．、2　 諸国際機関による協力

6 ．まとめ

収集 日的 チェルノブイ リ事故の影響に関す る情報収集

参考文献番号 5・8，7－2

附録2－51



調査項目 体内へ取 り込まれた放射性核種の人体への影響に関する文献

調査テーマ ▲食品に含まれる核種に関する耳献

サブテーマ 食品の摂取量

文献名 平成 15年　国畠健康 ・栄養調査結果の概要について

著者 厚生労働省

出典 httT）：〝WWW・mhlw．go．il）瓜oudou／2005／04瓜0421・1．html，平成17年4月

概要 厚生労働省が実施している国民栄養調査は、国民の健康増進や生活習

慣改善に資するためのデータと位置づけられているが、放射性物質に汚

染された食品による被ばくを評価する際にも、食品摂取量のデータが不

可欠である。食品摂取量が既知あるいは推定できれば、これに食品中の

放射能濃度を乗じることで、放射性核種の摂取量がわかる。

収集日的 食品の摂取量に関する情報収集

参考文献番号 5・9

附録2・52



調査項 目 体内へ取 り込享れた放射性核種の人体への影響に関する文献

調査テーマ 食品に含まれる核種に関する文献

サブテーマ 小売食品中の放射能濃度調査

文献名 ，日本に担 ナる小売食品中のS r・90 及び C s・137放射能 レベル調査

著者 園尾 好宏

出典 国民線量推定のための基礎調査 （ⅩⅩⅡ．）， （財）放射線影響協会，平成

11年 3 月

概要 ・ 1989 年～1994 年の間、日本全国における′」、売市場から購入 した食品

中の90S r及び 137C s の濃度の詳細調査を実施 した。1986 年のチェルノブ

イ リ発電所事故の影響 と見られる濃度が測定された。調査の結果、以下

のことが判明 した。

・天然放射線源による内部被ばくの約 0．08％ （90Sr）及び 0・26％

（137C s）にすぎないことがわかった。

・食物を動物起源 と植物起源に分けると、動物起源は90Sr が 137C s

より高く、植物起源は 90S f が 137C s より低い。

・年実効線量への寄与が大きい食品は、90S rが豆、野菜、牛乳等、

137C s が米、チョコレ⊥ ト、豆、マッシュルーム、牛乳等であっ

た。

また、本調査では、食品毎の濃度測定結果と国民栄養調査のデータに

基づく摂取量から計算 した 90革r 及び 137C s の摂取量と、実際的な 1 日間

の総摂取食物からを分析 した核種量の実測値の比較を行っており、90S r

について鱒よく一致することが確認された。137C s は計算値が 4 割程度大

きくなった。これはアルカリ土類金属のス トロンチウムに比べてアルカ

リ金属のセシウムが水に溶出しやすいため調理中に除去されるためと考

えられる。

収集 日的 小売食品中の放射能濃度に関する情報収集

参考文献番号 5・10

附録2－53



調査項目 体内へ取 り込まれた放射性核種の人体への影響 に関する文献

調査テーマ 食品に含まれ る核種に関する文献

サブテーマ 食事における放射性核種 と非放射性核種の比較

文献名 C om pari Son of stable ceciu m and radioceciu m on dietary intakes by

Jap anese su bjects u sln g 18 fo od categori es

著者 Shirai sh iet al

出典 J・OfRadioanalyriCalandNuclear’chemistry；％1．242，No．3，（1999）

687・692

概要 ′　食事によるセシウムの摂取について、安定セシウムと放射性セシウム

の関係を、ガンマ線スペク トル測定と IC P－M S （誘導結合プラズマイオ

ン源質量分析装置：アルゴンガスに高周波エネルギーを与えて発生 した

プラズ与をイオン源 として原子化 ・イオン化 した試料を高真空で質量分

・析 して定性 ・定量する装置）による測定により調査 した。食品は国民栄

養調査 と同じく18 品目に分類 している。ただ し米は主食なので穀物から

独立させた。

食品の 18 品目に対 し、安定セシウムと放射性セシウムについてそれぞ

れ単位質量あた りの質量と放射能を求めた。 日本人の食事笹おける食品

ゐ種類と量を考慮して 137C s の摂取量を求めることが重要であるとし、

きのこ類、魚介類、牛乳及び乳製品類、食肉類、■ィ干類、豆類及び種子

類が 137C s の摂取に大きく寄与す ることがわかった。 分析測定を・さらに

高感度化 して安定核種の摂取経路を解析することにより放射性核種の摂

取経路を明らかにすることができる。

収集 日的 食事における放射性核種 と非放射性核種の比較 に関する情報収集

参考文献番号 5・11

附録2・54



調査項目 体内へ取り込まれた放射性核種の人体への影響に関する文献 ・

調査テーマ 食品に含まれる核種に関する文献

サブテーマ 放射能汚染状況下での栄養摂取

文献名 チェルノブイリ：放射能と栄養

著者 V N ．コルズン他、白石久二雄訳

出典 （株）実業広報社、2000

概要 この小冊子には放射性物質で汚染された領域内に住んでいる住民の健

康維持に関する栄養知識について書かれてい■ます。身近で飛び交ってい

る好ましくない情報に対して、人体の健康状態を高めるた‾めの食物の役

割について、また、食材料を食物に加工、料理する人に対して、食品中

の放射性核種の含有量を下げる簡単な方法を説明しています。放射性セ

シウムや放射性ストロンチウムのような放射性疲種の吸収を妨げたり、

人体自らの防御力を強めるための天然物や生物学的活性な化学物質 （食

晶添加物）についても研究結果に基づいた助言をしています。（序文の前

の注釈より）

〔目次〕

序文

放射線とは何か？

生物と人への放射線作用

被ばく線量

チ土ルノブイリ事故の被ばく線量はどんな核種に由るのでしょうか？

放射性汚染地域の住民の栄養状況

食事中の基本成分と栄養素としての役割

起こりうる問題に対する対策と回琴

食品中の放射性核種濃度を減らす合理的加工法

放射能汚染状況下での栄養摂取法

調剤等の特殊製品の製造

予想される質問の回答

付録

収集日的 放射能汚染状況下での栄養摂痕に関する情報収集

参考文献番号 5・12

附録2・55



調査項目 体内へ取り込まれた放射性核種の人体への影響に関する文献

調査テーマ 放射性核種を含む食品の摂取による内部被ばく

サブテーマ 日本人の食物摂取による放射性核種の摂取量

文献名 ’’INTERNAL DOSE FROM INGESTION FOR JAPANESE ADULT MALES”

著者 Kunio Shiraishi and Masayoshi Yamamoto

出典 H占alth Phys ．71（5）：700－704；1996

概要 日本人成人男性の食物摂取による放射性核種の痍取量及びこれらの核

種に起因する内部被ばく線量について調査 ・研究した成果をまとめてい

る。

日本人の食習慣について、（1）農作物、（2）畜産物、（3）海産物、（4）その

他の食品の4 ？の々テゴ リにグループ分けし、摂取率を得ている。得ら

れた摂取量から、主要な放射性核種について鋲取量を推定し、その結果

から日本人成人男性の内部被ばく線量の推定値についてまとめたもので

ある。

IN T RO D U C TIO N ．

M E TH O D S

R E SU IR S A ND D ISCU SSIO N

E atin g habitsin the Japan eSe POpulation

D aily intake and in tem al exposure of40K

D aily intake and annual e飴ctive dose of87R b

D aily intakes of210Pb an d 210P o

D aily intakes of226R a，230Th，232Th，234U ，235U ，and，238U

D ai ly intakes of14C

D aily in takesof3H

Tbtal annual e飴ctive dose ofJapan eSe adultm ales

CO N CLU SIO N

R EF ERE N CE S

収集日的 日本人の食物摂取による内部被ばくに関する文献として収集

参考文献番号 5・13

附録2－56



調査項目 体内へ取り込まれた放射性核種の人体への影響に関する文献

調査テーマ 放射性核種を含む食品の摂取による内部被ばく

サブテーマ 日本人の食物摂取による放射性核種の摂取量

文献名 食物摂取による放射性核種の摂取量畢び内部被ばく線量

著者 財）放射線影響協会

出典 国民線量推定のための基礎調査 （ⅩⅩ）［Ⅳ］平成 9年 3 月

概要 国民線量推定のための基礎調査の中の一テーマとして、日本人成人

男性の食物摂取による放射性核種の摂取量及びこれらの核種に起因する

内部被ばく線量について調査 ・研究した成果をまとめたもの。

参考文献 5．4．1 （”INTERNAL DOSE FROM INGESTION FOR JAPANESE ADUL，T

仙ILES”）の和文版である。

日本人の食習慣について、（1）農作物、（2）畜産物－、（3）海産物、（4）その 1

他の食品の4 つのカテゴリにグループ分けし、摂取率を得ている。得ら

れた摂取量から、主要な放射性核種について摂取量を推定し、その結果

から日本人成人男性の内部被ばく線量の推定値についてまとめたもので

ある。

まえがき

序

【日 東京都周辺？住宅内における空間γ線線量率の測定

【Ⅱ】生活様式にあわせた環境中のラドン濃度調査

【Ⅲ】病院地下におけるラ ドン濃度と換気量の関係に関する実測

【Ⅳ】食物摂取による放射性核種の摂取量及び内部被ばく線量

【Ⅴ】野菜の生産 ・流通 ・消費一千葉県の消費状況を含めて－

【Ⅵ】医療被ばく－放射線治療の実態－

収集日的 日本人の食物摂取による内部被ばくに関する文献として収集

‾参考文献番号 5・14

附録2・57



調査項目 体内へ取り込まれた放射性核種の人体への影響に関する文献

調査テーマ 内部被ばくによる健康影響

サブテーア

文献名 生体 リスク評価の諸問題 （E stim ation ofH ealth R isksan dA b。utWh at

W e Shoul d D iscuss N ow ）

著者 松原純子

出典 第 24 回放医研環境セミナー特別講演

概要 科学技術の進歩に伴い、その応用は人類に大きな利便性を与えている

と同時に、様々な新手のリスクをもたらしている。 それら新手のリスク

の中で、健康リスク関連の諸問題に着目し、環境要因の人への健康リス

クの評価およびそれらの問題点について述べている。

その中で、放射性物質摂取による内部被ばくのリスクの評価、輸入食品

からの実効線量当量の計算例や低線量の放射線影響に由する疫学調査に

ついてまとめられている。

1．はじめに

2． 健康リスク評価の現状と問題点

3． 安全哲学と総合リスク評価

収集日的 放射性物質摂取による内部被ばくによる健康影響に関する文献の収集。

参考文献番号 5・15

附録2・58



調査項 目 放射性汚染物質により汚染された食品の健康影響評価に関する文献

調査テーマ 最新の科学データ

サブテーマ

文献名 “E val u ation of the Stoch astic E 飴 cts of L ow －D ose R adiation：I）ose

R econstruction fo r the Tbcha R iver C ohort in R u ssia．”

低線量放射線の確率的影響の評価 ： ロシアT q C h a 川コホー トのた

めの用量再構成

著者 D egtev a M O ，OZheurov V R Tblstyh E I，V brobiova M Ⅰ；（O regon

GraduateInst．Sci．andTbclm01．，Beavertoh）；（Battelle　PacifiC

N orthw est L ab s．，R ich lan d，W A）；（R es．C en ter fo r R adiation M edicine，

C h elyabin sk （R u ssia））；（D ep・E nergy，Ⅵなshington，D C）

出典 P O998A U S D O E R ep

D 軒 2005・15004488

概要 大部分の放射線 リスク推定は、 日本の原爆被爆者の疫学調査にもとづい

ている。1948 年に運転を開始 したロシアにおけるプル トニウムの生産 ・

分離工場から、テチヤ川に大量の廃棄物 （廃水約 10～ 17B q）が放出さ

れた。この川に沿った居住者は，外部放射線に被ばくするとともに、90S r

およびその他の放射性核種で汚染された食品を摂取 した。放射性物質に

汚染 された食品を摂取 した疫学研究に関しては、このコホー トは今後重

∴要な役割を持つ可能性がある。

1995 年より米国とロシアによる共同研究が始まった。住民の被ばく線量

の高構成は2000 年の 3■月までに完了した。このコホー トの特徴は、90Sr

のホールボディカウンターによる計測データが 15，000 件以上あること

である。人体ファン トムを用いた線量計測の較正も行われ、90Sr の長期

間にわたる被ばくのデータが蓄積されている0

コホー トの被ばく線量が精度良く再構成されたことから、今後長期的な
疫学調査が継続実施されれば、90S r による食品汚染の健康影響等に関す

る貴重なデータが入手できる可能性がある。

収集 日的 、 放射性物質により汚染された食品の健康影響評価に参考となる研究
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調査項 目 放射性汚染物質により汚染された食品の鹿康影響評価に関する文献

調査テーマ 最新の科学データ

サブテーマ

文献名 緊急時におけるヒ ト集団の被ばく線量及び リスク低減化評価に関する研

究

著者 河村 日佐男，吉本泰彦，米原英典，吉永信治，木村真三，本郷昭三，竹下

洋 （放医研）

出典 放射能調査研究報告書

N IR S －R －45 p p．37 －39 （200 1）

概要 疫学的観点を含めて，

・放射線事故後の緊急時の線量測定

・線量低減化方策

・大規模な過去の放射線事故

・原子力防災計画の検討の結果

が報告されている。

さらに，放射能に汚染された食品による健康影響に関連が深い課題 とし

て、－

・放射性核種の吸入 ・摂取による内部被爆線量の推定

・乳児の内部被爆低減化方策

が報告されている

収集 日的 放射性物質により汚染 された食品わ健康影響評価に参考となる研究

参考文献番号 6－2
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調査項目 放射性汚染物質により汚染された食品の健康影響評価に関する文献

調査テーマ 最新の科学デ⊥タ

サブテーマ

文献名 “D IE T A R Y IN T A X E S O F SE V E N E L E M E N T S O F IM P O R T A N C E IN

R A D IO L O G IC A L P R O T E C T IO N B Y A SIA N P O P U L AT IO N ：

C O M n lR IS O N W IT H IC R P D A T A ，”

アジア住民による放射線防護上重要な．7 種類の元素の食事か らの取込 ‥

I C R P データとの比較

著者 ・Iyengar G V （In tern ational A tomi c E n ergy A gen cy，Ⅵen n a・A U T）；

E A W R A H （N ation alIn st．．R adiological βci．，C hiba，JP N ）；D A N G

H S （B habha A tomi c R es．C en tre，B om bay，ⅠND ）；W A N G J （Inst・

R adiati。n LM edicine，C hinese A cad．M edical Sci．，T ianjin ，C由N ）；

A X H T E R P （P akistan A tom ic E nergy C om mi ssion，Islam abad，PA X ）；

c H O S Y （Ⅶn seiU niv．，K an gw on －do，K O R ）；N A T E R A E （t h ilipp ine

N uclear R es．Inst．，M anila，P H L）；M IA H F K （B an gl adesh A tomi C

E nergy C om mi ssion，D h aka，B G D ）；D O J O S U B R O T O J （N u clear

Tbch mi que R es．C entre，B an dun g，ID N ）

出典 H 占alth P hys

V O L ．86，N O ．6 P A G E 557 －564 （2004）

概要 M A の共同研究プロジェク■トとして、アジアり 9 か国の成人住民によ

る＿7 種類の元素の毎日‾の食事からの取込量が調べられた0 対象国は、バ

ングラデシュ、中国、インド、イン ドネシア、 日本、パキスタン、フイ

リピン、韓国及びベ トナムである。対象元素は C a，C s，Ⅰ，虹馳 T b 及び廿

である。これら7 元素は、原子力発電にともない生成される核種 と化学

的、生物学的挙動が類似 してお り、被ばくの影響を考える際に重要な元

素である。また、IC R P 等の国際基準で利用 されているデータとアジア

人のデータゐ違いを検討することは非常に重要である。

調査の結果をより、多くの元素のアジア人の摂取量が IC R P 等の国際的

なデータより少ないことが示 された。＿また、食品別の摂取量につついて

も、コーカソイ ドとアジア人の間でデータに違いが認められた。

収集 日的 放射性物質により汚染された食品の健康影響評価に参考 となる研究
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調査項目 まとめ

調査テーマ

サブテーマ

文献名 The R adiologi Cal A ccidentin G oiania

著者 M A

出典 IA EA （1988）

概要 1987年9 月 13 日、ブラジルのゴイアニアにある廃止された病院の放射

線治療機器に格納されていた高放射性セシウム 137 線源（50．9TBq）が持

ち去られて破壊された。土の結果、多くの人々が外部被ばく及び内部被

ぱくをし、4名が死亡し、28 名が放射線やけどを負った。住居及び公共

場所が汚染して35甲m 3 の放射性廃棄物が回収された。

IAEA はブラジル当局と協力してレビュー結果を本報告書にまとめた。

〔目次〕

PAR T I．TheA ccident

1．Introduction

2．Backgroundhformation

3．D escri ption oftheA ccident

4・Initial A ctions upon D iscovery oftheA ccident

PARTII・TheHumanConsequences‥DealingwiththePeopleA飴cted

5．MedicalReSpOnSe

6．Dosimetry

PARTⅢ．The　E■nvironmeムtalContamination：Assessment　and

R em edialA ctions

7．1ntroductionandAccountofActionsTaken

8．EnvironmentalAssessment

9．Decontamination

10．Ⅵbste D isposal

PARTⅣ．ObseryationsandRecommendations

収集日的 放射線事故の参考事例

参考文献番号 7・2
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調査項目 まとめ

調査テーマ

サブテーマ

女献名 農業環境技術研究所案内 （9）：環境放射能の調査

著者 （独）農業環境技術研究所

出典 農業と畢境 N o．39 （2003）

http：〟ss．niaes．a蝕C．go．jp／m agazine／m gznO39・htm l

概要 農業環境技術研究所の放射能汚染事故への対応について、その歴史と成

異をまとめたもの。

〔目次〕

1 ∴放射性同位体研究と農業環境技術研究所

2． 放射能調査研究と農業環境技術研究所

3． チェルノブイリ事故

・1）世界の汚染と波紋

2・）日本への影響

3 ）当初の調査結果

4 ）事故のフォロー調査

4． 東海村ウラン加工施設臨界事故と緊急放射能調査

おわりに

収集日的 放射線事故に関する関係機関の対応に関する参考情報

参考文献番号 7・3
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附録一3　　本報告書に関連する主な放射性核種一覧表

放射性 核種 半減 期※
存在 比 l 主な使 用用 途 または発 生源

原 子力 エネル ギー利 用 関連 線源 利用 民 生利 用

セ シ ウム

t別C 8 2．0 6 5 2 年 人工
再処 理施 設

γ線源

非破 壊検 査 （ラ ジオ グラ フ ィ） 、放射 線厚 さ計 、地 下検 層計 、液 面計 、 レベル

計 、放射線 治療
137c S

は9Ⅰ

3 0 ．0 3年 人工

ヨウ素

1．5 7 ×10 6年 人 工
再 処理施 設

－ 年代 測 定、放 射線 治療 （甲状腺 ）

131Ⅰ 8．0 2 0 70 日

2 ．4 5 5 ×1 0 5年

人 工 －

ウラン

234U 天 然 （0．00 54％）

原 子力 発電 所

（核 燃 料な‾ど）

－

年 代 測定 、染色 試薬 、．L やへ い体
細 り 7．0 4 ×10 8年 天然 （0．720％） α線源

2380 4 ．4 6 8 ×10 9年

　 8 7 ．7年

天然 （99．2742％）

　 人工

－

プル トニ ウム

2：18p u

原子 力発 電所

・ （核燃料 な ど）

α線源

R I電池 、 トレー サー23のp u 、・ 2 4，1 1 0年 天然 （微 盈） ー

240p u 甲 6 1年 人 工 －

別2p u 3 7 5 ×1 0 5年 人 工 －

ア メ リシ ウム 卦＝A m 4 3 2．6年 人 工 原 子力 発電 所
α、 γ線詔乱

中性 子源 （Am－Be）
放射線 厚 さ計 、中性 子水 分計 （Am－Be）、煙探 知器 、蛍 光X線 源

キュ リウム

242c m 1 6 2．8 日 人 工

原子 力発電 所

－

ー （主 に研 究用途 に使 用 され るのみ）
紺 c m 2 9 ．1年 ・人工 －

244c m

10：lR u

18 ．1年 人工 －

ルテ ニウム
3 9 ．2 6 日 人 工

再処理 施設 －
「 （放 射性核 種 と して の利 用 では ない が、触 臥 酸化 剤 、抵 抗臥

　 万年筆 のペ ン先 な どに使 われ てい る。）
106R u

的s r

3 7 3．5 9 日 人 工 －

ス トロンチ ウム
50 ．5 7 日 人 工

原 子 力発電所
－ 放 射線 厚 さ計 、 トレーサ ー

90s r

3H

2 8．9 0 年 ■　人 工 β線 源

水素’（トリチ ウム）

炭 素

カ ■リウム

ル ビジ ウム

鉛

ポ ロニウム

ラジ ウム

トリウム

1 2．3 2年

5 70 0年

1．24 8 ×10 9年

4 ．9 7 ×1 0 ■0年

2 2 ．2 0年

人 工

天然 （微量 ）＿

天然 （0．0 117％）

天然 （27．8 3％）

天 然 （微 量）

－ －
トレーサ ー

H c

4nI（

－
β線源 年代 測定

－ －
年代 測 定

87R b

210p b

210p o

226R a

230T h

－ －
年代 測 定

－
β線 源 －

1 3 8 ．3 7 6 日

16 0 0 年

天 然 （微 量）

天 然 （少量 ）．

ー
聾線 源 α線イ オ ナイザ ー （静虫気 除 去装 置）

－ － －

7 ．5 3 8 ×10 4年 天 然 （微量 ） － － ガ ス灯 のマ ン トル 、ア ー ク溶 接 の電極 、触 媒 、年代 測定

非破 壊検 査 （ラジオ グラ フ ィ） 、液 面計 、 レベ ル計 、放 射線 治療 、医療器 具 の滅

菌 、食 品照射 （ジ ャガイモ ：γ線 ）

232T h 1．4 0 5 ×1 0 10年 天然 （100％） － ー

コバ ル ト ㈹c o 1 9 2 5 ．2 8 日 人 工 －
γ線源

※半減 期 はN ational N u云lear D ata C enter：N uclear W a”et C ard s 200 5 7th ．E ditio n（http：／／w ww ・n ndc・bnl・gOV／w allet／w c7・htm l）より



附録4　放射能・放射線の単位

量 SI 単位 従来単位

放射能

B q （ベクレル） C i （キュ リー）

・1 ベクレルは 1 秒間に 1 個の原子核が lC i＝3．7 ×10 10B q

壊変す る放射能の強 さ

照射線量

C ／kg （クーロン ・パ一 ・キ ログラム） R （レン トゲン）

・質量 1k g の空気に lq （クー ロン）の電 lR ＝え58 ×10－4C ／kg

荷を生 じさせ る放射線 の量

吸収線量

G y （グレイ）r R a q （ラ ド）

・質量 1kg の物質 に、放射線 によrって与 1R a d＝0 ．01G y

えられ る平均エネル ギーが 1J （ジ ュー

ル）となる放射線の量

等価線量

Sv （シーベル ト） rem （レム）

・放射線の種類やエネルギー を問わず、 1rem ＝0 ．01 S v

人体への影響を表す量

・吸収線量に放射線荷重係数を乗 じた値

放射線荷重係数 ：

光子、電子、■〝粒子 ＝ 1

中性子・＝5～20

陽子＝5

α粒子、核分裂片、重原子核 ＝20

実効線量

Sv （シーベル・‖ rem （レム）

・臓器 または組織が放射線照射 を受 けた lrem ＝0 ．0 1S v

とき人体への影響を表す量

・等価線量に組織荷重係数 を乗 じた値

組織荷重係数 ：

生殖腺＝0 ．如

骨髄、結腸、肺 、胃＝0．12

膜胱、乳房、肝 、食道、甲状腺＝0．05

皮膚、骨表面＝0 ．0 1

残 り組織＝0．05
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